
 

 

批判的合理主義研究 

 

 

 

 

 

2014 

Vol. 6, No. 1 

日本ポパー哲学研究会事務局機関誌編集部 

(2014 年 7 月号) 

 

CONTENTS 

 

＜投稿論文＞ 

トーマス・クーンの「世界は変わる」（１）―スニード形式の意義と限界   篠 﨑  研 二

 1	 

汎批判的合理主義のよりよき理解によせて──立花氏に答える──   小河原 誠 6	 

 

＜第 25 回年次研究大会シンポジウム発表要旨＞ 

ポパー理論拡張の試み：訴訟における真実≒歴史的事実の認定を考える   嶋津格 

 48 

反証主義の精神         蔭山泰之 

 51 

 

＜連載＞ 

対話によるポパー入門（7）       蔭 山  泰 之

 53 

 

＜翻訳＞ 

『批判的合理主義： 再定式と擁護』、第 5 章 ヒューム：ベーコン＝ゲーデル：ヒルベルト 

       D・ミラー著 小河原 誠・蔭山泰之訳 68 

＜その他＞ 

第 25 回年次研究大会のご案内         81 



 

1 
 

 

＜＜投稿論文＞＞  
 
トーマス・クーンの「世界は変わる」（１）

―スニード形式の意義と限界	 

篠﨑研二	 

 
「新科学哲学」はもはや影が薄く、それは一

過性の流行に過ぎなかったように思える。今で

はサイエンス・スタディーズ（科学社会学）の

相対主義的傾向の論者たちの科学観に怪しげな

論拠を提供しているだけのようだ。その新科学

哲学の端緒となったクーンの『科学革命の構造』

は、初めのうちは衝撃的に受取られたものの、

議論が進むうちにそれほど突飛な主張ではなく、

また論理実証主義と鋭く対立するものでもない

という認識に至っているのではないだろうか。

言い換えればクーンは新科学哲学者などではな

かったということである。特に晩年、「科学革命」

が言語共同体の辞書構造の変化だとクーンが主

張するに至り、それじゃカルナップの言語相対

主義と同じじゃないか、とも指摘された。しか

し、クーンはある程度の類似性は認めたものの、

そうした指摘を頑として受入れなかった。「カル

ナップは私と同じく翻訳不能性を強調した。しかし、

カルナップの考え方について私に誤解がなければ、

言語変換のもつ認識論的重要性はカルナップにと

っ て は た ん に 便 宜 上 の こ と で あ る 」 （ Kuhn, 
“Afterwords” in World Changes, MIT Press, 1993.）

の に 対 し 、 ク ー ン の パ ラ ダ イ ム シ フ ト は 改 宗

（conversion）とも表現されたように、不可逆的

な過程であって、パラダイムの利便性に応じて

パラダイム間を行き来できるようなものではな

かった。クーンにとってパラダイムの変化は、

単に経験を記述する言語の違いにとどまらず、

認知的枠組みの変化、すなわち「世界は変わる」

ということであり、ここに最大の重要性を見て

いるのである。ここがクーンが決して譲れぬと

ころだったのだと思う。	 

 
スニード形式とは？ 

スニード形式（Sneed formalism）は、1971 年

のスニードの主著 “ The Logical Structure of 

Mathematical Physics”やシュテークミュラー
（Stegműller）の著作で展開された、科学理論

についての考え方で、公理的集合論に立脚して

いるところに特徴がある。これはクーンの『構

造』とは独立に着想したものであったが、後に

著しい親近性があることにスニードらは気づく。

１９７０年代初頭といえば、クーンが相対主義

や非合理主義者といった非難をまだ浴びていた

ころだが、そうしたなかにあって、スニード形

式はクーンの思想の非合理的な外観を取り払う

（シュテークミュラー）ものと一部からは期待

された。	 

スニードは、従来の「科学理論」の概念を変える

ことがクーンの理解に必要であり、理論は従来から

みなされていたような、「言明の集合」ではなく、特

定の「適用範囲」について種々の経験的言明を生

み 出 す 概 念 的 構 築 物 で あ る （ ”Describing 

Revolutionary Scientific Change: A Formal 

approach” in Historical and Philosophical 

Dimensions of Logic, Methodology and Philosophy 

of Science, D.Redel Publishing, 1977. p.248）、と主

張する。そのことを実際に表現してみせたのがスニ

ード形式なのであるが、それは概略以下のようなも

のである。 
理論要素（theory element） 
科 学 理 論 は 、 複 数 の 理 論 要 素 （ theory 

element）からなる理論ネット（theory net）と捉える

べきであり、そこで理論要素は互いに制約しあって

いる。そして注目すべきなのは理論要素 X は単に

法則から成るのではなく、理論要素コア K と適用予
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定領域 I（intended application）とからなることで

ある。つまり、 
 

 
 
ここで< K ,I >は集合論で順序対と呼ばれる

ものであるが、要するに Xは集合 Kと集合 Iと

から成っているということである。また K は次

のような順序対である。 
  

  

ここで最後の C は束縛条件（constraint）であ
り、他の理論要素で適用領域 I に重なった部分

があるものによる制約を表す。科学理論の概念

の中にこの I と C が登場することがスニード形

式の大きな特徴であり、またこのことがクーン

との親近性に深く関わることをあとで議論する。 
モデル 
次に、Mpは部分モデル（partial model）であ

り、理論的概念をすべて装備した理論のモデル

である。これに対し Mpp は潜在的部分モデル

（potential partial model）であり、Mpから理

論的概念を全て取り去ったものである。そして

M は理論の法則を満足するすべてのモデルであ

る。これではどこか雲を掴むような感じだろう

が、シュテークミュラー（『現代哲学の主潮流３』

法政大学出版局）はアルキメデスの静力学の場

合について次のように例示している。アルキメ

デスの静力学とは要するにシーソーや天秤の釣

合いの理論であり、シーソーや天秤の両端にあ

る物体の重量を m1, m2、両者の支点からの距離

を l1,l2としたとき、 
 

 
 
が成立するということである。この場合、Mpp

の一例は、太郎と花子が向かい合って乗ってい

るシーソーであり、これに対応する Mpは太郎の

重量が m1で支点からの距離が l1、花子のそれら

が m2、l2であり、それらの間に上式が成立して

いることである。Mppは Iの要素であり、Iはこ

の場合、シーソーと、シーソーの上に乗ること

のできる全ての物体と想定される。 
特殊化（specialization） 
	 二つの理論要素 K = < Mp, Mpp, M, C >、K’ = 

<Mp’, M’pp, M’, C’ >があって、要素の集合の間に

Mp’⊆Mp、Mpp’⊆Mpp…のような包含関係が成り

立 っ て い る と き 、 K’ は K の 特 殊 化

（specialization）であると言う。直観的なイメ
ージとしては K’は K にさらに条件を付加して、

より狭い領域 I’（⊆I）の対象について、より詳
細に記述するものである。このように特殊化さ

れた理論要素の全体が理論ネット（theory net）
を形成する。従ってこの理論ネットには「始ま

り」があるわけだが、これを基本ネット（basic 
net）と呼ぶ。ただしこれは理論発展の歴史的な
始まりとは別物である。	  
スニードは理論ネットについて、力学を例に

取り、質点系の力学が剛体力学や流体力学に特

殊化される場合を論じた。しかし一般の人々が

これを理解するのは非常に困難と思われるので、

私はかなり人為的ながら、ひとつの単純な理論

ネットを構成して説明したいと思う。 
長さ（距離）の理論ネット 
	 長さ（距離）という概念はヘンペルやカル

ナップが指摘したとおり、実は理論的概念であ

る。日常的な生活空間における長さは、物差し

や巻尺によって測られるが、長さというものを

これに限定していれば（無理数のことを無視す

る限り）観測量と言えるだろう。しかし我々は、

この測定法が使えない広大な長さ、例えば星間

距離や、逆に遥かに微小な原子間距離について

も、これらを同じ長さ（距離）だと思っている。

非常に異なった操作で得られる量であるにも関

わらず、同一の量だと考えるということは、そ

れが理論的概念であるということである。 
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それではこの長さ（距離）の理論をスニード

形式で表現してみよう。基本ネットはここでは

理論要素 B = < L, I >だけであるとする。Iは二

つの場所（地点）のペアの集合である。理論要

素コア Lの要素 Mは M = < P, d >であり、ここ

で Pは場所（地点）の集合、dは関数で P×Pの

値域のペア(p,p’)に対して特定の数値 l を与える、

つまり d(p,p’)=lである。 
次に、これを特殊化（specialization）するこ

とを考える。生活空間では物差しで長さを測る。

もっと長い距離になると三点測量法などで測る。

地球の公転による移動を利用すれば、この方法

で太陽系外の星までの距離も測定できるそうで

ある。さらに遠い星については分光視差法とい

う方法で測定できるらしい。そこで、基本ネッ

トをこれら３つの測定法で特殊化し、対応する

3つの理論要素コア L1, L2, L3を以下のように導

入しよう。 
 
L1 : d1は p,p’間に物差しを当てて測る 
L2 : d2は p,p’間を三点測量法で測る 
L3 : d3は p,p’間を分光視差法によって測る 
 
各理論要素の適用予定領域を I1,I2,I3としよう。

このとき、I1と I2及び I2と I3には重なりがある

が、I1と I3にはない。前者の重なった領域を(p12, 

p’12)、後者を (p23, p’23)としよう。すると L1～L3

の束縛条件 C1～C3は次のようになる。 

 

C1 : d1(p12, p´12) = d2(p12, p´12) 

C2 : d1(p12, p´12) = d2(p12, p´12) かつ d2(p23, p´23) 

= d3(p23, p´23) 

C3 : d2(p23, p´23) = d3(p23, p´23) 

 
以上で長さ（距離）の理論ネットが完成した。 
コア理論ネット 
理論ネットのうち、最も基本的で、特殊化に

よって新たな理論要素を生み出すもととなる理

論ネットをコア理論ネットと呼ぶことにする。

これをクーンの言うパラダイムとみなし、その

適用予定領域 I のなかにパラダイム的な事例 I0

が含まれるとすれば、これはクーンの言うノー

マル・サイエンスを描くことになる。ノーマル・

サイエンスの発展は、I0 をさらに拡張したり、

より精密なデータを得たりすることである。す

でに気づかれたかと思うが、これはラカトシュ

の「硬いコアと防御ベルト」の考え方によく似

ている。 
還元（reduction） 
も う ひ と つ の 重 要 な 考 え 方 は 還 元

（reduction）である。これは、理論 T’は Tより

もより強力である、つまり T’は Tが説明するこ

とはすべて説明するだけでなく、さらにそれ以

上のことを説明する、ということを定式化する

ものである。スニードらは、これによって概念

的に異なる理論間（つまり科学革命の場合）の

比較が可能になると考えた。スニードらは科学

革命が、コア理論ネットの転換であり、従来の

理論 T を置き換えた T’は、T を還元する関係に

あると考えた。。 
スニードはまず「弱い還元」（weak reduction）

と「強い還元」（strong reduction）とを区別す
る。Tと T’の適用予定領域を I、 I’としたとき、

弱い還元とは I⊆I’が成り立つことである。しか

しスニードがより興味深いと考えているのは強

い還元の方で、この場合、適用対象だけでなく、

理論的な部分にもある種の対応関係がある。具

体的例としてスニードが考えているのは、質点

力学と剛体力学との関係や熱力学と統計力学と

の関係などである。質点力学における質量は剛

体力学を質点力学に還元する場合、慣性モーメ

ントは質量に対応する。統計力学では熱力学の

諸関数をすべて導出できる。I と I’の関係は、

Mpp⊆M’ppを言うに過ぎないが、強い還元の場合

には、還元関係 R があって M’pと Mpとが一対

一とは限らないが、対応付けられるのである。 
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クーンの同意―ノーマル・サイエンスとスニード

形式 

適用予定領域 Iの意義 
	 まず最初に指摘したいのは、理論要素が適

用予定領域 I を含んでいることの意義である。

クーンは「事実と理論は分離できない」と言っ

た。これはもっぱら観察の理論負荷性の問題と

して理解されてきたと思う。しかしクーンは「パ

ラダイムはどの問題を解くべきかを示す」とか

「パラダイムは解答があると看做される問題を

選択する基準を提供する」とも言っている。つ

まり理論は、それが解く問題が何であるかを、

つまりその適用領域をも主張するのである。ス

ニード形式ではこのことがうまく表現されてい

る。さらにスニードらは I の要素が何であるか

を決める明瞭な基準は無いとした。それはパラ

ダイム的な I0（⊆I）があってそれとの類似性に

よって他の I の要素が付け加わっていくとした

のである。つまり I という集合は開いているの

である。クーンはこの点に自分の思想との著し

い類似性（“striking parallel”）を見た。この I

の持つある種の曖昧さは、理論の免疫性の問題

にとっても重要である。この問題は、天王星が

ニュートン力学の反証例にならず、補助仮説の

導入で救われたというような、いわゆるデュエ

ム・クワインテーゼの観点からもっぱら論じら

れていたように見える。しかし、適当な補助仮

説がついに見出せなかったとしても、理論が反

証されたことになるとは限らない。光がそうで

あった。ニュートンは光を粒子とみなし、これ

を力学で説明しようとした。マクスウェルもこ

れを引き継いだが結局失敗し、光は電磁気学の

対象とされた。つまりニュートン力学の I には

属さないとされた。そしてニュートン力学が反

証されたとは誰も思わなかった。 
束縛条件 Cの意義 
クーンは束縛条件の大きな意義を認めてこう

言う。 
 
ニュートン力学のような理論がただ一つの適用

例（たとえば、スプリングで結合された二つの物

体の質量比を決定すること）しか持たないのだっ

たら、理論が提供する特殊化は文字通り循環論法

であって、適用例は空虚にすぎない。しかしスニ

ードの考えでは、適用例がひとつだけでは理論と

は言えない。いくつかの適用例の全体が束縛条件

によって結び付けられることによって、循環論法

の 空 虚 か ら 抜 け 出 す 。（ Historical and 
Philosophical Dimensions of Logic, Methodology 
and Philosophy of Science, D.Redel Publishing, 
1977. p.293） 

 
長さの理論 L でこのことを考えてみよう。こ

の理論に L1という特殊化しかなかったら、物差

しで測ることを長さの定義にしたに過ぎず、内

容空虚である。しかし異なった測定法による L2

や L3が束縛条件によって結びつくとき、長さの

理論は空虚ではなくなり、経験的内容を獲得す

るに至る。 
コア理論ネットとパラダイム 
コア理論ネットとその代表的な適用例が固定

されている場合、科学理論の進歩は、適用予定

領域の Iのうち、まだ適用が見出されていない I

の要素に実際に理論が適用できるようになるこ

とか、または特殊化によって新たな理論ネット

が作られ、Iのメンバーについてより詳細な記述

ができるようになることである。これは、固定

されたコアと適用例をパラダイムと見なせば、

クーンの言うノーマル・サイエンスの発展と同

一だという点で、クーンも同意見である。 
 
クーンの批判―科学革命とスニード形式 

	 スニードらは、理論コアの転換を科学革命

とみなし、置き換えた理論は置き換えられた理

論を還元すると考えた。これはたとえば相対論
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は(v/c)2 → 0 の極限で、ニュートン力学に帰着

するといった、以前からよくある考え方でもあ

った。スニード形式はこのことを果たしてうま

く表現できたのだろうか？クーンは一転して科

学革命にスニード形式を適用することには厳し

い批判を浴びせる。 

「理論コア」への疑問 

	 クーンはまずコアという概念に「循環論法

の気配」を感じる。ニュートン力学の３法則は、

慣性の法則、f = ma、それと作用反作用の法則で

ある。フックの法則とか重力が距離の自乗に反

比例する法則などは、これら３法則に比べれば、

コアではないという考えに異論は無いだろう。

しかし、それでは３法則のなかでどれがニュー

トン力学のコアか、と問うと答は割れる。スニ

ードを含め、少なからぬ人々が作用反作用の法

則はコアではないとするのである。なぜか？そ

れが電磁気学と矛盾するという不都合があるか

らである。すると、コアというのが、このよう

な不都合を生じることなく持ちこたえた法則の

ことだとすると、コアだから生き延びたのでは

なく、生き延びたからコアだという循環論法に

ならないか、とクーンは指摘する。同じ批判は

ラカトシュの議論にも当てはまる。「硬いコアと

防御ベルト」など結果論であって、予め特定な

どできないのではないだろうか。コアと派生的

法則という分け方は、直観には訴えるものの、

分ける基準を作ることには誰もまだ成功してい

ないようである。 
「還元」の非現実性 
	 「コア」については難点の指摘にとどまっ

ていたが、「還元」については、クーンは明瞭に

これを否定する。ラボアジェによる化学革命の

前後では、スニードの言う「弱い還元」すら成

り立っていない。18世紀の化学とラボアジェ以
降の化学とでは、適用予定領域に部分的な重な

りがあるだけで、包含関係などないのである。

パラダイムの変化は適用予定領域 I 自体を変え

てしまうことが見逃されている。相対論とニュ

ートン力学の場合には、ある物体の運動につい

て両方の理論で計算して、(v/c)2 ≪1 とすれば、

結果は一致するから、対応関係があるように見

える。しかし、それは最後にそういう操作をす

るからであって、もし還元という関係 R がある

のであれば、そうした計算の前に、それが明示

できなければならないはずである。さらにクー

ンはスニードの議論を逆手にとって、説得力の

ある反論を以下のように行う。相対論とニュー

トン理論の理論要素をそれぞれ<K’, I’>、<K, I>
とする。相対論がニュートン理論を還元するの

であれば、I⊆I’が成り立つわけである。ここで

ニュートン理論の I の要素には「速度が光速よ

り十分小さい物体」という制約がつき、そのこ

とによって I は I’よりも狭くなるのである。し

かしニュートン理論の I には元来そんな制約は

なかったはずである。I がパラダイム的な I0と

の類似性によって選ばれるのだというスニード

の主張からすれば、相対論以前には、速度とい

う概念は選択の基準とは無関係であった。相対

論が出現したために、Iを選定する構造そのもの

が変わってしまったのである。還元という概念

ではこのような変化を見落としている。 
 
×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×	 × 

 
	 シュテークミュラーはクーンのこのような

批判を意識して、「T.S.クーンには次の点を譲歩

してもよい。すなわち、不可通約性の特に極端

な場合には、二つの全体としての理論の理論的

上部構造を直接に比較することは決して可能で

はない、というようにである。このように譲歩

する場合には、構造主義的な試みの内部で、強

い還元の概念から弱い還元の概念へ引き退るこ

とにしてよい。」（『現代哲学の主潮流３』五九三

頁）と言った。しかし弱い還元ですら成り立た

ないのである。今の科学哲学会を見渡せば、ス
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ニードやシュテークミュラーの期待に反して、

公理的集合論の方法（スニード形式）はほとん

ど広がりを見せていない。その一因は、クーン

の批判が致命的だったからだと思う。スニード

形式は「世界が変わる」ことを表現できないの

である。 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 
汎批判的合理主義のよりよき理解によせ

て	 

──立花氏に答える──	 

	 

小河原	 誠	 

	 

0	 はじめに	 

１	 ランク付けする合理主義？	 

1-1	 氏の結論について	 

1-1-1	 汎批判的合理主義は攻撃的な批判的合理主義

であるとする立花氏の議論について	 

1-2	 非合理主義者との対話	 

1-3	 寛容の原則	 

1-4	 立花氏の価値的評価について	 

	 

2	 汎批判的合理主義はなにを語っていないか	 

2-1	 方法論的規則としての汎批判的合理主義	 

2-2	 宗教を保持するだけで非合理主義者？	 

2-3	 科学理論の保持だけが合理的？	 

	 

3	 神の問題	 

3-1	 神を抱きしめた合理主義	 

3-2	 ポパーの不可知論	 

3-3	 無神論への批判	 

3-4	 有神論への批判	 

3-5	 神義論	 

	 

4	 理性と信仰	 

4-1	 科学と宗教	 

4-2	 理性信仰の問題	 

4-3	 非合理主義への最小限の譲歩	 

4-4	 理性は信仰されるものなのか	 

	 

5	 なぜわたくしは立花氏の書評に抗議するのか	 

	 

補論	 

Ⅰ	 教育の中立性	 

Ⅱ	 確定した科学的事実	 

	 

0	 はじめに	 

	 

立花氏は、拙著への書評1	 (以下、書評と略記)

と理性信仰を扱った論考2(以下、信仰論と略記)に

おいて、わたくしが理解している批判的合理主義

──わたくしがときに汎批判的合理主義とか非正

当化主義と呼んだもの──を批判してくださった。

本稿はそれらに対する反批判の試みである。手は

じめに書評を通読しての感想を書きながら、おお

まかに論点を整理させてもらおう。	 

まず書評についてだが、氏にアガシ代弁人とし

ての面目躍如たるところがあるのはわたくしが気

にしても致し方ないところだが、正直のところこ

れを読んでわたくしは大きな失望を味わった。そ

れどころか、拙著『宗教知識教育の理念と方法』（以

下、拙著と略記）の狙いが歪曲あるいは矮小化さ

れているとさえ感じられた。したがって本稿では、

その点に対する抗議をおこなう必要があると思っ

た次第である。（第五節）	 

ついで読み進めながら、わたくしの見るところ、

                                                   
1 立花希一「「人類の合理的統一」というポパーの理

念に照らして、小河原誠著『宗教知識教育の理念と方法

―批判的合理主義の観点から―』を読む」、『批判的合理

主義研究』、2013 年 7月（Vol. 5, No. 1）。 
2 立花希一「ミラーとバートリーの争点とポパーの
「非合理な理性信仰」について」、『批判的合理主義研

究』、2013 年 12月（Vol. 5, No. 2）。 
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氏の議論にはとくに注において勝手な思い込みと

言わざるをえない想定が多数あると思われてなら

なかった。くわえて明らかに不適切と思われる批

判もあり、残念であった。氏が氏なりに立ててい

る想定は、汎批判的合理主義についての理解の仕

方、非合理主義者の捉え方、ポパーの不可知論に

ついてのほとんど無批判的な受容、事実からの価

値批判の原則についての立花流の理解の仕方、有

神論者が存在することについての意義づけの仕方、

思想信条の自由についての理解の仕方などなどに

及ぶのであって、混然一体となっていると思わざ

るをえなかった。これらの問題群については、信

仰論で扱われている問題も含めて、筋道を立てて

論じていかなければならない──必ずしも、氏の

論じる順序と一致するわけではない──と思った

次第である。これらの問題については、第一節で

の扱いを含めて主として第二-四節で扱うつもり

である。	 

最後に書評の結論部を読んだ時、それが氏の議

論からほんとうに帰結してくるものなのだろうか

という思いを禁じえなかった。まずは、この点か

ら論を進めていくことにしよう。	 

	 

１	 ランク付けする合理主義？	 

	 

1-1	 氏の結論について	 

書評論文における氏の結論は	 

	 

「この『人類の合理的統一』という理念から、ポパー

の批判的合理主義とバートリーの汎批判的合理主義を

比較した場合、ポパーのほうが圧倒的に優っていると私

には思えてならない」（書評、五一ページ）	 

	 

ということのようだ。その際の主たる論拠は、

「批判的態度をできるだけ拡大する」（書評、注 29）

という要請からすると、バートリーの汎批判的合

理主義は、「有神論的批判的合理主義者」を非合理

主義者と決めつける点で、また「厳密な意味では、

ポパーすら合理主義者と呼べなくなってしまうの

は、合理主義の陣営に含まれる人間をひどく狭め

てしまうのではないかという疑問」（書評 50f.）を

生じさせる点で、合理主義者のウィング（連帯の

幅）をせばめ、結果としてポパーが称賛するよう

な・キリスト教と非キリスト教との協力精神に資

するものではない、ということのようだ。氏は、

このテーゼを補強するつもりなのだろうが、次の

ような主張もしている。	 

「宗教的な」3批判的合理主義も可能であるに

もかかわらず、汎批判的合理主義からは「もし

宗教を保持するひとがいるならば、そのひとは

非合理主義者
．．．．．．

である」（書評、五〇ページ）という

ことや、「結局のところ、汎批判的合理主義を保

持するひとだけが合理主義者であり、汎批判的

合理主義が設定した合理性の基準をクリアする

理論、例えば、科学（理論）の保持だけが合理

的だということになるだろう」（書評、五〇ページ）

ということとが帰結してくる。よって、汎批判

的合理主義は結果的に合理主義者のウィングを

せばめている。 
このほかに、氏の論考からは、氏流の仕方で批

判的合理主義にかんする三類型（「攻撃的な批判的

合理主義」、「防御的な批判的合理主義」、「寛容な

批判的合理主義」）をたてたとき、バートリーの汎

批判的合理主義は、攻撃的な批判的合理主義に属

し、寛容さに欠ける劣った合理主義であるという

主張があるようだが、書評では敷衍されているわ

けではない。本稿は立花氏のこの論考4に立ち入ら

ずとも、諸テーゼを維持できると信じるが、理解

の便を考えると、反論を開始するに先立って、批

判的な一瞥を与えておいた方がよいであろう。以

下、しばらく本論から離れる。	 

---***---	 

1-1-1 	 汎批判的合理主義は攻撃的な批判

的合理主義であるとする立花氏の議論につい

て	 

                                                   
3 このことばは、氏の場合、「有神論的な」という意

味になっている。 
4  Kiichi Tachibana, “Tolerant Rationalism”, The 

Annals of the Japan Association for Philosophy of 
Science, Vol. 9, No, 5, March 2000. 
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この論考では、汎批判的合理主義は攻撃的な批

判的合理主義に分類されている。では、なぜそう

分類されるのであろうか。この点を可能なかぎり

氏の議論にそくして理解するためには、氏の議論

に寄りそってみる必要がある。	 

立花氏によると、合理主義者がある者を非合理

主義者と呼ぶか、その所有する諸観念を放棄する

ように強いる（…attempts	 to	 force	 you	 to	 discard	 

your	 ideas…）とき、その合理主義者は非寛容

（intolerant）と見なされねばならないという（p.	 

245）。これは、非寛容についての必要条件を規定

している文と見なすことができるだろう。またつ

づけて立花氏は、合理主義と合理性は本質的に

（inherently）非寛容であり、排他的(exclusive)

であると断定している。こうした立場をとった者

の例として挙げられているのはデカルトである。

デカルトは合理的手段によって確実な真理に到達

したと考えていたという。そしてデカルトの合理

主義は、まさにこれを受け入れられない者を非合

理主義者にするという。だからデカルトの体系を

受容する者は最強度の非寛容と排他性をもつのだ

という（Whoever	 accepts	 his	 [Descartes’]	 system	 

must	 be	 considered	 either	 rational	 or	 a	 

rationalist,	 and	 this	 indicates	 the	 strongest	 

degree	 of	 intolerance	 and	 exclusiveness.）。さ

らに「この種の合理主義にとって、合理的で友好

的な人類の統一という観念を維持することは困難

であろうし、じっさい、多くの敵を生じさせるだ

ろう」（p.	 246）というのである5。	 

しかしながら、立花氏の議論はわたくしには非

常に奇妙な議論と思われる。デカルトの体系を受

容したのはデカルトその人であろうが、かれは自

                                                   
5 かりに立花氏の弾劾が正しいとしたところで、デカ

ルトの合理主義は当時ガリレイを弾劾裁判にかけ幽閉

したローマ教会よりもより強い非寛容と排他性をもっ

ていたのだろうか。わたくしは、評価は歴史的文脈の中

でおこなわれるべきだと考える。「最強度の非寛容と排

他性」という氏の判定に正しさはあるのだろうか。わた

くしは、氏の思い込みの強さを感じるのみである。 

己の体系を受容しない人を非合理主義者とよび、

最強度の非寛容と排他性をもって遇したであろう

か。わたくしの不確かな記憶からすると、デカル

トはパスカルと一度だけ会ったと思うが、そのと

きかれらは意見の一致を見なかったはずである。

立花氏の見解によれば、それゆえにデカルトはパ

スカルを非合理主義者と見なし、排斥したのであ

ろうか。また、デカルトは多くの学者とメルセン

ヌなどを通じて交流していたのだから、そこには

かれとは意見の異なる人もいただろう。にもかか

わらず、デカルトはかれらを非合理主義者と呼び

排除したのであろうか。	 

わたくしにとって不可解なのは、立花氏が合理

主義に非寛容や排他性を結びつけていることであ

る。わたくしには、むしろ、氏が寛容の原則をゆ

がめて理解している──後述する──がゆえに、

合理主義者は非合理主義者（デカルトの体系を受

け入れない者）に対して非寛容であり排他的であ

るという非難を投げつけているように思えてなら

ない。しかし、この点については、後論のしかる

べきところ（神の存在論的証明にかかわる箇所）

で立ち入って論じることにしよう。	 

ついで立花氏は、合理主義の陣営に属するメン

バーを多くし、また排他性を縮小するためとして、

批判的合理主義の最小限の条件を提案している。

この条件について議論する前に、この条件が位置

している文脈に注意を向けておきたい。氏は「厳

密な意味では、ポパーすら合理主義者と呼べなく

なってしまうのは、合理主義の陣営に含まれる人

間をひどく狭めてしまうのではないか」と恐れて

いるのであり、合理主義の陣営に属する人間を一

人でも多くしたいと考えている。そこで、氏は（批

判的）合理主義者の条件として最小限のものを考

え提案するのである。	 

しかし、立ち止まって考えてほしいのだが、条

件を緩めればそれに適う人間が増えるのは論理的

には自明のことであろう。言い換えれば、定義上、

（批判的）合理主義者の数は増える。しかし、こ
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こで重ねて聞きたいのだが、立花氏はいかなる目

的のために（批判的）合理主義者の数を増やすの

であろうか。氏の答えは、はっきりしていて、「人

類の統一」のためであるという。これはポパーの

用語だが、古代ギリシアの哲学もしくは文明に由

来するもので、人間の差（ギリシア人と野蛮人と

の差）ではなく、共通のもの（つまり、理性）に

もとづいて協力関係を築いていこうという精神を

示すものであろう。理性を介した協力が目的であ

るならば、この目的を可能なかぎり速やかに実現

するために努力するのが「合理的」というものだ

ろう。そのためには、後論で言及するように、問

題の共有としてのボランティア活動に参加すると

いったことを含めていろいろな現実的活動がある

だろう。そうした点からみると、立花氏が（批判

的）合理主義者の条件(つまり、定義)を緩めにゆ

るめて、（批判的）合理主義者の数を増やそうとい

うのは、本末転倒ではないだろうか。（批判的）合

理主義者であろうとなかろうと、ポパーのことば

で言う「人類の統一」に貢献しようとする人はた

くさんいるだろうに、なぜ（批判的）合理主義者

の陣営拡大を最初の問いとするのだろうか。わた

くしは思考の倒錯が生じていないことを祈るのみ

である。	 

話を（批判的）合理主義者の最小限条件に戻そ

う。氏は次のように提案した。	 

	 

「以下が批判的合理主義の最小限の条件となる。すな

わち、わたくしは、批判を尊重し（…respects	 criticism

…）妥当な批判を受け入れ、かつ自分の立場のいかなる

部分でも修正する用意のある者を批判的合理主義者と

呼ぶ」（p.	 246）	 

	 

ところでこれを見ると、批判的合理主義者は自

説と異なる他者の説を批判しなくともよいようだ。

というのも、「批判を尊重し（…respects	 criticism

…）」ということは、みずから他者を批判すること

ではなく、他者から自分に向けられる「批判」を

指しているように見えるからだ。ポパーは多数の

他者と論争を繰り広げたが、かれはこうした定式

に生ぬるさを感じるどころか、軽蔑したのではな

いだろうか。	 

また、この最小限条件は果たして有効な条件で

あるのだろうか。こうした条件なら非合理主義者

であってもクリアしてしまうのではないだろうか。

かれは、ポパーが指摘していたように矛盾律など

気にかけないのだから、ある部分を修正しつつ同

時に矛盾律を放棄しているかもしれないのだ。矛

盾律を放棄して批判的合理主義者を名のることが

できるのだろうか。こうした極端な例を離れて、

もう少しありそうな例を考えると次のような場合

も考えられるだろう。	 

かりに、A があるなんらかの理論（たとえば、大

地はグリーンチーズでできているという説）にか

んしてある人 B からの批判（たとえば、グリーン

チーズでできている大地に樹木は生えるはずがな

いという批判）を妥当な批判として受け入れたと

してみよう。これは、自説のどこかに誤りがある

ことを認めたに等しい。しかし A は、そこからす

ぐに自説のなんらかの部分を修正しようとするだ

ろうか。Aには、自説を「修正」にさらすのではな

く、まったく（つまり、一切合切）放棄6して、新

たになにかしら別な理論（たとえば、大地は水で

できている）を探す可能性もあるだろう。もちろ

ん、その探求の過程で Aは、B が A を批判するにあ

                                                   
6 わたくしが言わんとしているのは、「立場のいかな

る部分でも修正する」ということではなく、全面的放棄

ということである。もし、わたくしの言う「全面的放棄」

を「立場のいかなる部分でも修正する」ことに含まれる

と立花氏が反論するならば、それは部分と全体を等置す

る──集合論の話ではない──言葉遊びであろう。わた

くしの批判を氏が受け入れるならば、少なくとも「自分

の立場のいかなる部分でも」という個所を「自分の立場

の全体を含めていかなる部分でも」と修正する必要が

あると思われる。 
このほかにも、この条件にかんしては、「立場」と「言

明（群）」は同じなのか異なっているのかとか、修正す

る「用意」はあるが、現実にいつまでたっても修正しな

い者はどう扱わるのか、といった問題もあるだろうが、

ここで立ち入ることはしない。 
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たって立てた前提とか理論を受け入れるとは限ら

ないだろう。妥当な批判は、偽なる前提とか理論

からでさえ、またまったく別の理論からも帰結し

うるからである。こうしたことが生じた場合、A

の行動は立花氏の設定する「批判的合理主義の最

小限の条件」（つまり、自分の立場のある部分の

修正）に適合しているわけではないから、かれは

批判的合理主義者とは呼べないことになるだろう。

つまり、Aのような人間は批判的合理主義の陣営か

ら排除される。だが、Aがほかの人と議論を重ねて

真理の探究をおこなう──この可能性は大いにあ

るわけだ──ならば、かれは批判的合理主義の陣

営に属するだろう。なぜなら、ポパーは、批判的

合理主義者を「わたくしが間違っていて、君が正

しいのかもしれない。だから努力すれば……」と

いう有名な標語によって定義していたのだから。	 

さらに、この条件のもとでは、相手の批判を受

容しつつ、自分の体系中における言葉の意味を変

更することによって（つまり、経験的反証の可能

性を低下させつつ）対処してくる者も批判的合理

主義者と呼ばれることになろう。しかし、そうし

た者は、ポパーの呼び方では本質主義者なのであ

って、かれはこうした者を批判的合理主義者には

数え入れていない。批判的合理主義者の提唱者そ

の人の考えと相いれない条件をもち出すことに、

わたくしは根本的な疑問と違和感をもつ。	 

ここで簡単に触れた考察が意味しているのは、

立花氏が語る「批判的合理主義の最小限の条件」

は最小限の条件などではなく、場合によっては批

判的合理主義の陣営を非合理主義者も含むほどに

広げるとともに、批判的合理主義者を排除するほ

どに狭めもする条件なのだ。氏は、汎批判的合理

主義を指して「厳密な意味では、ポパーすら合理

主義者と呼べなくなってしまう」と語ったが、こ

れは自分自身に向けられた言葉だったということ

になりはしないか。	 

さて、やっと「攻撃的な批判的合理主義」とい

う論点に到達できたようである。立花氏はここに

数え上げられるべき汎批判的合理主義者としてア

ルバートとバートリーに言及している。アルバー

トが譴責されるのは、要約すると、キリスト教徒

をすでに論破された観念（たとえば、神義論）を

受容している者として非合理主義者と呼んだから

である。それどころか、アルバートを指して、次

のように述べている。	 

	 

「かれの批判的合理主義は攻撃的である。というのは、

かれはあらゆる宗教的観念は反証されていると主張し

ており、かつ反証された観念を受容している者を非合理

と見なしているからである」（p.	 247）	 

	 

ここで注目したいのは、アルバートの議論が「あ

らゆる宗教」に及ぶものとされている点だ。要す

るに、アルバートによって代表される汎批判的合

理主義は、「あらゆる宗教」を非合理と見なしてい

るということなのであろう7。そして氏の定義によ

ると、すでに見ておいたように、合理主義者があ

る者を非合理主義者と呼ぶか、その所有する諸観

念を放棄するように強いるなら、その者は非寛容

とされるのであるから、アルバートは「攻撃的」

汎批判的合理主義者と呼ばれるわけだ。	 

バートリーについても同じような議論がなされ

ている。つまり、バートリーは、キリスト教徒は

もはや「君もまたしかり」論法を用いて自己の非

合理なコミットメントを擁護しえなくなっている

にもかかわらず、そのコミットメントに固着して

いるとして非合理主義者呼ばわりしているので、

「攻撃的」汎批判的合理主義者とされるのである。	 

さて、わたくしはこうした立花氏の議論には欠

陥があると考える。第一点は、概念規定にかかわ

る問題である。われわれはある何らかの規準を提

案し、それを現象あるいは対象に適用しようとし

て、規準を満たしているか否かを判断するであろ

う。合理性の規準にかんしていえば、その規準を

満たしている者を「合理的」と呼び、そうでない

                                                   
7 ここでは「宗教」ということで何を考えるかが問題

になろう。本稿ではこの点に立ち入るつもりはないが、

氏とわたくしのあいだには宗教の定義にかんして大き

な相違があると思われる。 
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者を「非合理的」と呼ぶのは当然のことだろう。

そのかぎりで、「非合理的」と呼んだからといって

非難されるいわれはない。単純に、規準を適用し

ているだけなのだから。	 

「非合理的」と呼んでも、なおかつ、非寛容で

はない、つまり、寛容な立場というものがあるこ

とを氏は見落としている。じっさい、氏はバート

リーから「非合理主義者であることを望み、しか

も個人的にそうできるひとは誰でも、非合理主義

者のままでいられるかもしれない」（書評、注 25.）

ということばを引用している。バートリーのこと

ばは、非合理主義者の存在を許容するものだろう。

つまり、バートリーは非正当化主義者の存在を認

めなおかつ排斥しているわけではないのだから

「非寛容」ではないことになる。しかも、これは

ごく普通の立場である。わたくしが言っているの

は、ある立場を「非合理的」と呼ぶとともに、そ

れを「放置」しておく立場のことである。そして

これは、思想信条の自由の原則でもある。この点

については後論で立ち入ることにして、ここでは

ただ次のような例を考えてもらえば論点は明確だ

と言っておきたい。	 

わたくしが子供に向かって、一寸法師がお椀の

船に乗って京にのぼるというのはおかしな話だね

──つまり、非合理だね──と言って、そのまま

にしておくことは十分にありうるだろう。要する

に、わたくしは一寸法師の話の作り手とか話し手

を放置しておくのだ。わたくしは、かれらにこの

話を放棄せよと強いたことはない8。じっさい、立

花氏はバートリーのことばとして「私の議論は、

ひとに合理主義者になるよう強制するものではな

い」（書評、注 26.）を引用しているのだ。だがわた

くしは、『一寸法師』の作者とか語り手を非合理主

義者呼ばわりしたために、氏によって非寛容の罪

を着せられるのだろうか。	 

                                                   
8 そもそも、こうした場合における「放棄を強いる」

とはどういうことなのだろう。「殉教」を強いるという

ことなのだろうか。 

要するに、氏は「非合理であると批判すること

は非寛容である」という・とうていそれ自体批判

に耐えるものではない前提を臆面もなく使いまわ

しているのだ。	 

わたくしが第二の欠陥と見ているのは、氏が論

証を十分につくしていないという点にある。氏は、

非寛容の反対側に位置すると考えられる寛容につ

いて、次のような言い方をしている。	 

	 

「わたくしが批判的合理主義者を寛容と見なすのは、

かれが他者に対して自らの批判を受け入れるように強

いないときである」（p.	 250）	 

	 

これもわたくしには不可解な主張である。いま

書評の注26から引用したように汎批判的合理主義

者は「私の議論は、ひとに合理主義者になるよう

強制するものではない」と主張しているのだ。と

したら、批判的合理主義者のみならず、汎批判的

合理主義者──批判的合理主義者の一系統と見な

すこともできるだろうから──も氏の条件にした

がって、「寛容」な合理主義者ということになりは

しないか。ところが、氏の思考では、汎批判的合

理主義は劣った攻撃的な合理主義であるのに対し、

批判的合理主義は「寛容」ということになってい

るのだ。こうしたわたくしの批判に対して、氏が

ここでの「寛容」の条件は、汎批判的合理主義者

ではなく、批判的合理主義者にのみ適用されるの

だと返答するならば、未婚者とは結婚していない

者であるという定義にも似て、ただことば遣いを

規定しているだけの話になってしまうであろう。

わたくしには、あきらかに説明が必要な個所だと

思われる。	 

さらにこの主張は不可解である。それをあきら

かにするために、いま引用した条件を簡単のため

に「寛容にかんする条件」と呼んでおこう。とこ

ろで、氏は「非寛容」の条件を、英文を交えた先

の引用文で示しておいたように、「非合理」と呼ぶ

か強いることという選言で設定していた。こちら
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は、簡単のために「非寛容にかんする条件」と呼

んでおこう。わたくしが問題にしたいのはこれら

二つの条件に整合性があるのか否かという点であ

る。	 

ふつうに考えると、「寛容」の否定は「非寛容」

であり、その逆も成立すると考えられるだろう。

だから、「非寛容にかんする条件」にかんして対偶

をとれば、「寛容」であるための十分条件が得られ

るはずである。つまり、非合理であると呼ばずか

つ強いることもないということが「寛容」である

ための十分条件になろう。ところで、ポパー自身

はこの十分条件なるものを充足しているだろうか。

周知のように、かれは『開かれた社会とその敵』

第二四章でトインビーとホワイトヘッドを非合理

主義者と呼んでいた。ということは、十分条件を

充足しておらず、ポパーは「寛容」ではなくなる。

氏の定義は、批判的合理主義の提唱者ポパーを「寛

容な批判的合理主義者」から排除してしまうよう

だ。またもし、この十分条件のほかにも「寛容」

であるために十分条件があるというならば、氏は

それを提示しなければならないだろう。	 

他方で、「寛容にかんする条件」が立花氏の言い

たかった点であるとしてみよう。このときには、

非常に簡単に言って対偶を考えることによって、

強いたならば「非寛容」ということになろう。つ

まり、強いることが「非寛容」であるために十分

条件となる。したがって、立花氏にしたがえば、

アルバートやバートリーを非寛容な、つまり、攻

撃的な合理主義者であると非難するためには、か

れらが自説（キリスト教徒に対する批判）を他者

（いまの場合、主としてキリスト教徒）に強いた

かどうかを検討することが必要になるだろう。し

かし、立花氏はその検討をしたであろうか。その

うえで、かれらが自説を強制したという証拠を提

出しているだろうか。かれらは、自説を述べた書

物を提示しただけではないのか。バートリーにか

んしていえば、立花氏自身が「私の議論は、ひと

に合理主義者になるように強制するものではな

い」というバートリー自身のことばを引用してい

るのである（書評、注 26.）。またもし、強いること

のほかにも「非寛容」であるために十分条件があ

るというならば、それを提示しなければならない

だろう。	 

要するに、立花氏が語っている「寛容」と「非

寛容」とのあいだには、論理的整合性がないのみ

ならず、氏が望んでいると思われる結論を産み出

すわけでもないのだ。氏は明快な説明を与えるべ

きだろう。	 

わき道にあまりにも逸れた。ここでの結論は、

氏による・汎批判的合理主義は「攻撃的」批判的

合理主義であるとするテーゼは成立しないという

ことだ。	 

---***---	 

	 

1-2	 非合理主義者との対話	 

さて、「ポパーの方が圧倒的に優っている」とい

う氏の結論を支える論拠がすべて正しいと仮定し

てみよう。すると、問うべきは果たしてそうした

論拠から、汎批判的合理主義はポパーさえ締め出

しかねないほどに合理主義者のウィングをせばめ

る、という結論が出てくるかどうかということだ

ろう。この問いは、すぐわかることだが、「汎批判

的合理主義を保持するひとだけが合理主義者」で

あるという氏の認定（想定）のものとでは、汎批

判的合理主義者は、それ以外の者、つまり非合理

主義者と「協力」しえないのか、という問いに等

しい。そしてもしかれらは、非合理主義者とさえ

協力できるということになれば、「汎批判的合理主

義はポパーさえ締め出しかねないほどに合理主義

者のウィングをせばめる」という主張を論駁する

ことになろう9。	 

合理主義者と非合理主義者の相互関係について

                                                   
9 立花氏も非合理主義者との対話の可能性に言及し

ているが、それがなにを意味しているのか、またそこか

らの帰結について論じていない。わたくしにはそれを論

じることがもっとも重要だと思われるのだが。 
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はポパーの議論が参考になる。ポパー自身は、問

答無用で発砲してくるのではない相手に対しては

討論の用意をもっていた。ところで、非合理主義

者のうちにも即座の発砲におよぶことなく、対話

（討論）を試みる者がいることは明白である。ポ

パー自身が「人類を愛する非合理主義者が存在す

るという事実、ならびに、あらゆる形態の非合理

主義が犯罪を惹き起こすわけではないという事実、

私はこれらの事実を看過していない」と述べてい

る（『開かれた社会とその敵』第二四章第三節）。これ

を見ると、ポパーは、合理主義者と非合理主義者

とのあいだでの対話の可能性を承認していると考

えられる。そしてまた、汎批判的合理主義者も同

じくこの点を承認していることは明白である。わ

たくしの知るかぎり、汎批判的合理主義者はいか

なる個所でもこの点を否定していないし、非合理

主義者の概念についても、ポパーの批判的合理主

義が規定しているそれと大きな相違を示している

とは思えないからだ。	 

他面で、合理主義者と非合理主義者とのあいだ

には対話の、したがって協力の可能性があるにも

かかわらず、両者の対話が壊れていく──もちろ

ん、非合理主義者が暴力的態度をとらないにもか

かわらず、ということだが──のはどのようなと

きであろうか。合理主義者は矛盾律を尊重して対

話をおこなうと想定できるだろうが、非合理主義

者についてはそのような想定はなし難いであろう。

ポパーは、「……非合理主義も理性を使用するで

あろうが、なんらの義務感も伴っていないからで

あり、気まぐれで理性を使用したり、見棄てたり

するであろう……」（上掲書、第二四章第四節）とか、

矛盾律に拘束されない非合理主義者が、「論証一切

であれ特定の論証であれ、論証を受け入れること

をいつでも拒否できるのだという点、また、その

ような態度は論理的に矛盾を犯すことなく貫徹さ

れもするという点」（上掲書、第二四章第二節）を最

大限に利用して合理主義者を攻撃してくる可能性

があるといった指摘をしている。つまり、矛盾律

を無視して言葉だけをやり取りするようになると、

対話は実質的に壊れていくということだ。	 

くわえて、Ｍ．ウェーバーが語ったような「神々

の争い」論によって理性の限界を指摘し10、そこに

対話の崩壊（あるいは決裂）を見る者もいるだろ

う。ウェーバーが指摘したのは、信仰者が自分の

信仰を正当化できなくなった地点で「不合理なる

ゆえにわれ信ず」という主張をもちだしてきて討

論の世界から信仰（コミットメント）に逃げ込む

ことがあるという事態であった。それは、バート

リーのことばで言えば「コミットメントへの退却

(引きこもり)」である。「コミットメントへの退却」

とは、自分の不合理なコミットメントへ(一見)合

理的な言い訳を付与する行為であるが、実質的に

は対話を終焉させる行為であろう。バートリーは、

（非合理主義者たちによる）さまざまな（一見）

合理的な言い訳を分析し、その最たるものとして

理性（正当化）には必然的に限界があるという正

当化主義を認め、それを粉砕するために非正当化

主義を導入したのであった。	 

さて、対話が内部から破壊されてしまうのには、

ここに言及した矛盾律の無視とか「コミットメン

トへの退却」といったこと以外のことも考えられ

るかもしれない（たとえば、補強済みのドグマテ

ィズムの使用）。だが、それは本稿の主題ではない。

ここでの議論の要点は、まことに簡単なことなが

ら、合理主義者と非合理主義者とのあいだには、

対話が内部から破壊されないかぎりで、対話し協

力する可能性が開かれているということだ。この

可能性は、合理主義者のウィングを広げるといっ

た発想を必要としない。現にわれわれの前に存在

しているからだ。最初からウィングが狭まるか否

かといった問題をたてること自体がウィングを狭

めてはいないか。	 

立花氏は、批判的合理主義者の三類型などとい

                                                   
10 拙著『宗教知識教育の理念と方法』第二部第Ⅹ章を

参照されたい。 
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う区分に熱を上げて攻撃的合理主義者が合理主義

者の内部に敵を作り出す可能性について心配して

いるが、それよりも現実世界における協力の可能

性をこそ論じるべきではないのか。そこで、いさ

さか煩わしいかもしれないが、できるだけ具体的

な場面を想定して考えてみよう。	 

災害からの復旧が急務であるような状況におい

ては、さまざまなボランティアが駆けつけてきて

奉仕活動などをおこなうであろう。かれらのなか

には、合理主義者や非合理主義者のみならず、有

神論者も無神論者も、そして不可知論者もいるこ

とだろう。しかし、かれらは最初からそうした「…

…主義」を名のるであろうか。顔を合わせるや否

や神学論争を始めるであろうか。かれらが、緊急

の課題がなんであるのかをよく理解しているので

あれば、かれらの討論は、いかにして速やかに復

旧を成し遂げるかという共通の具体的問題に向か

うことだろう。つまり、かれらはコミュニケ―シ

ョン網の整備とか物資の調達方法などについて真

剣に議論するだろう。かれらの間には十分な批判

的対話と協力関係が成立しうる。言うまでもなく、

キリスト教徒と非キリスト教徒のあいだにも。	 

こうした例を考えてみれば、協力関係が成立す

るには、批判的合理主義者である必要も、汎批判

的合理主義者である必要もない。相手が非暴力的

な非合理主義者であっても構わないのだ。共通の

問題をより深く認識し、解決のための努力を払

うことのみが重要なのだ。ましてや、自分の寛

容な批判的合理主義が最良だなどという自惚れを

口にする必要はまったくないし、むしろそのよう

な者はお呼びでない者として軽蔑されるであろう。

ポパーが繰り返し力説したように、具体的な問題

の具体的な解決のために努力することが、合理主

義を名のる者の最初の課題である。そこにこそ、

対話と協力のための糸口がある。合理主義者はそ

こでこそ真価を問われる。	 

ところで、われわれの現実はそれほど甘くはな

い。現実の急務を処理するにあたって最初に神を

信じているか否かを問い、答え次第では協力を拒

む者もいるだろうし、問題解決の試みの過程であ

る種のこと（たとえば、特定外国人の排斥）に固

執してしまい、それが「解決」されないかぎり、

いっさいの議論を拒む者もいるかもしれない。コ

ミットメントの対象になるのは、神の存在に限ら

れるわけではない。通常の主義、主張であっても

同じことだ。なんらかの不合理なこだわりをもつ

人もいるだろう。かれらは、そうしたこだわりに

コミットし、同じコミットメントをもたない者、

あるいは自分達のコミットメントを批判する者を

排斥するかもしれない。	 

こうした状況では現実問題として協力は生じ難

い──あるいは、ほとんど不可能──であろう。

そうした時における広い意味での合理主義者の対

応はどうなるか。非合理主義者との対話を論じる

場合、まさに考えねばならないのはこの点であろ

う。批判的合理主義者と汎批判的合理主義者とで

は対応が異なるだろうか。対応に本質的な差がな

いならば、氏が考えているような・合理主義者の

あいだで協力関係を広げる可能性が開かれている

と言えるだろう。氏は批判的合理主義者の条件を

変更する──すでに論じたように失敗している─

─ことで批判的合理主義者の陣営を拡大すること

を考えているようだが、現実に対応が同じになる

共通項を探そうとはしていないし、なにも論じて

いない。よって、ここではわたくし自身の考えを

示しておくべきだろう。	 

わたくしは、繰り返すが、非合理主義者の出現

によって連帯や協力が崩れる状況に出会ったとき、

批判的合理主義者と汎批判的合理主義者との対応

に実質的な差はないと考える。なぜなら、これら

二つのタイプの合理主義者はともに、不合理なコ

ミットメントを示し、対話を崩壊させる非合理主

義者に対して、そのコミットメントを放棄するよ

うに、あるいは、かりにその者が宗教者であるな

らば棄教を強制することなど寸毫も考えていな

いからである。ポパーのような批判的合理主義者
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なら、コミットメントの道徳的性格を指摘して説

得を試みるかもしれないし、バートリーのような

汎批判的合理主義者なら、正当化主義の挫折を説

くかもしれないということ、そうしたことはいち

おうは考えられうることかもしれない。しかし、

相手はいずれにしても聞く耳をもっていないのだ

から、言説による説得の可能性は当面ほとんど断

たれていると考えざるをえないだろう。この点で

両タイプの合理主義者の対応は現実には同じもの

とならざるをえないだろう。では、それは具体的

にはどのようなものか。言うまでもなく、それは

思想信条の自由の原則(換言すれば、寛容の原則)

にしたがうということである。	 

	 

1-3	 寛容の原則	 

じつはこの点に関しては拙著第Ⅷ章で「大人の

態度」として論じておいたので、まずそれを引用

させていただこう。	 

	 

「たとえばわれわれの日常生活を覗いてみよう。われ

われは、社会生活のなかでいろいろな宗教の信者さんと

出会う。そして、多くのひとは信教の自由の原則を守っ

ていると思う。わたくしにしてもそうだ。復活とか奇跡

といった非合理なことがらにかんして、相手が議論を吹

っかけてくるのでないかぎり、少なくともわたくしの眼

から見て無益な争いをするつもりはない。またわたくし

が思想の自由のもと宗教批判をおこなったとしても、そ

れは思想というレベルにおいておこなうものであって、

個人攻撃のレベルにおいておこなうものではないのだ

から、相手方はそれを無視する自由をもっている。わた

くしは自分に関心のないものを理解せよなどと強制さ

れる覚えはないし、わたくしに関心のあるものを相手に

強制することもできない。これはふつう大人の態度と呼

ばれる。自分の信念からすれば、どれほど異質なもので

あっても、他者にそのようなものを信じる──もちろん、

平和的に──自由を認めねばならない」（location	 1786）	 

	 

ここに書いたことは寛容の原則の一変種という

ことになろう。われわれは対面的レベルで喧嘩す

る必要もなければ、棄教を強制する必要もない。

思想のレベルで──ポパーのことばで言えば、世

界３において──批判をつづければいいのであっ

て、相手がそれを受け入れるか否かは、相手の自

由に属することである。結果として、われわれが

相手を非合理主義者と見たり、合理主義者と見た

りするようになるということだ。合理主義者には、

非合理主義者を合理主義者に宗旨替えさせる義務

はないし、ましてや宗旨替えを強制することなど

許されてもいない。この対応において、二つのタ

イプの合理主義には言い立てるに値する相違点は

ないだろう。したがってここには両タイプの合理

主義が、共通の敵に対して思想信条の自由の擁護

という共同戦線をはる可能性が開かれている。批

判的合理主義者のウィングはおのずと広がる。立

花氏のように、批判的合理主義の定義をいじって

陣営に属するメンバーを拡大しようと骨を折る必

要はない。	 

さて、わたくしは、寛容の原則についての自分

の理解を上記引用文のように記述したのだが、残

念ながら、これは立花氏には理解されなかったよ

うだ。それを示すのが、氏がわたくしに向けて投

げかける問いである。氏は、わたくしがデカルト

による「神の存在証明」は失敗であると主張した

ことに触れて、この証明は反駁されていないと考

える者や、この証明の改善を試みる者とか、判断

を留保する者とかもいるだろうと指摘したあとで、

「こうした判断、選択は、小河原氏の思想的立場

からすると、寛容や尊重の対象になるのだろうか」

（書評、注 21）と問いを発する。	 

論を先に進める前に簡単なコメント付しておき

たい。わたくしは拙著でトルストイの『光あるう

ちに光のなかを歩め』から例を引いて、理解と同

意を区別する必要に触れておいた。寛容な尊重の

前提条件として理解が必要なことは言うまでもな

いだろう。くわえてわたくしは同意を必要としな

い理解が存在することを承認している（拙著、第Ⅳ
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章）。しかし立花氏は、わたくしの考えが、みずか

ら同意できない者を寛容や尊重の対象から排除す

る方向にあると想定しているように思われる。い

ま引いたばかりの神の存在論的証明にかかわる氏

の問いかけからするとそのように思われてならな

い。しかし、それは勝手な想定をわたくしに不当

に押しつけるものだろうし、拙著を読んでいない

ひとつの証左であるとさえ思われる。わたくしは、

同意できない者すべてを寛容の原則から排除すべ

きだなどと述べた覚えはない。	 

話を戻す。いま取り上げているわたくしに対す

る氏の問いかけを読んだとき、わたくしは唖然と

した。わたくしと異なった判断、選択をする者が

いるのは当然のことだろう。だからこそ、わたく

しは自分の意見を表明している。わたくしはたし

かに、デカルトによる「神の存在証明」は失敗で

あるという趣旨の主張をしたが、だからといって、

「デカルトの書物をすべて焼き尽くしてしまえ」

などという焚書坑儒に類した発言をしたであろう

か。デカルトを批判するにはかれの書物が存在す

ることが大前提である。この大前提をわたくしは

みずから壊すのであろうか。批判（同意できない

点を語ること）は敬意の表れだというのは、氏が

アガシから好んで引くところではないか。先にわ

たくしは一寸法師のおとぎ話を取り上げて、これ

を非合理と呼ぶにせよ、排除する必要はなく放置

しておくだけでよいと記しておいたが、まさに寛

容の原則のもとでの放置原則がここでも成立する

だろう。しかし、立花氏はこうしたことへの理解

を示していない。いったい、氏はなにを考えてい

るのだろう。わたくしには信じがたい議論の仕方

である。氏は、寛容にかんするわたくしの議論を

含めて、拙著をまともに読んでくれたのであろう

か。	 

わたくしは、寛容の原則は一種の平等主義的な

倫理的原則であると考えている。この原則のもと

では、あらゆる思想、信条、仮説、神話、おとぎ

話、などなどが平等に許容されるのである11。ここ

は氏とわたくしの理解の相違が露呈している個所

だと思われるので、少しばかり言葉を費やさせて

もらおう。	 

批判的合理主義者も汎批判的合理主義者も非合

理な言説への対応という点ではすでに論じたよう

にまったく同等になるのであって、両者の間に優

劣をつけることなどできない。この点からすると

立花氏の「ポパーのほうが圧倒的に優っている」、

要するに、氏自身の説の方が勝っているというの

は、わたくしには、知的傲慢さのように見える。

ポパーは、批判的合理主義を「わたくしが間違っ

ていて、あなたが正しいのかもしれない……」と

いう標語のもとで語っていたが、氏は「わたくし

が優れていて、あなたが劣っている」という断定

のみを語っているように見える。批判をするとは

間違い──もちろん、自分自身の間違いを含めて

──を見つけ出そうと試みることであって、自己

の優越を語ることではないだろう。われわれの語

ることには多くの気づかれていない無知が含まれ

ている。ポパー自身は、「われわれすべてが、自分

たちの知っているさまざまな小部分においては大

きく異なっていながら、自分たちの限りない無知

の点ではすべて平等である」12と語っていた。自説

に含まれているかもしれない無知を自覚したら、

自分の優越を語ることは困難になる。ポパーの標

語に知的寛容（謙虚さ）の精神を窺うことはでき

るが、立花流の断定にそうしたものを窺うことは

きわめて困難である。わたくしは、氏がみずから

の立場だとしているものは、ポパー流の(寛容な)

批判的合理主義とは似て非なるものだと考える。

そもそも寛容とは、みずからにとってもっとも耐

え難いもの（たとえば、乱暴狼藉をはたらかない

                                                   
11 自明のことながら、寛容の原則はこの原則自体を否

定する者を寛容の対象にはしない。野次のような行為は

この原則への暴力的侵犯であろう。 
12 「知識と無知の根源について」第一六節末尾（邦訳

『推測と反駁』第一章） 
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ヘイトスピーチ）に対してもそれを許容する精神

のことだろう13。もちろん、ここで言う「許容」と

は一切の批判を排してそれを受け入れるといった

ことではなく、思想のレベル(世界 3)では批判する

が（つまり、ペンによって戦うが）、現実の対面的

世界では、われわれに害──とりわけ、寛容の原

則が損なわれるという害──が及ばないかぎり、

放置するということであろう。	 

	 

1-4	 立花氏の価値的評価について	 

	 

本節では、立花氏の「ポパーのほうが圧倒的に

優っている」という価値評価を、概括語と評価語

を区別することによって、批判しておこう。	 

ところで、評価というのは事実に対してなされ

る。事実に対して、なんらかの規準（群）にもと

づいて評価は下される。いくつかの規準を充足し

ている(あるいは、充足していない)行為やことが

らに対して、「優れている」とか「劣っている」と

いう評価を下す。あることがらが何個かの規準を

充足している(あるいは、充足していない)という

                                                   
13 これに対して、立花氏はなんら言及していないが、

ドイツなどでの『マイン・カンプ』の出版禁止、あるい

は、いわゆる「アウシュヴィッツの嘘」（の報道禁止）

とか、ナチス宣伝の禁止といった事態に触れて、ここで

述べた思想信条の自由（寛容の原則）は、必ずしも普遍

的妥当性をもたないのではないかという反論がありう

るだろう。こうした反論に対しては、ナチス・イデオロ

ギーのような寛容の原則それ自体を否定するものは禁

圧されるという原理・原則を譲らないことが大事だとの

み指摘しておきたい。わたくし自身は原理・原則の追求

と個々の事例について研究したことがないので、これ以

上の言及は控え、将来の研究課題としておきたい。もち

ろん、それは国際関係（ドイツのような敗戦国が反ナチ

スとして自国を存立させるためのイデオロギー問題）を

踏まえての状況分析とならねばならないだろう。 
他方、日本では最近になって特定秘密保護法が成立し

た（二〇一三年一二月）。わたくし自身は、これは思想

信条の自由を不当に束縛するもの（情報がなければ、思

考することはほとんどできない）として反対したが、こ

の法律が成立してしまったあとでは、わたくしが理解し

ているような意味での寛容の原則が現行の法秩序のも

とで歪められていると考える。寛容の原則はわれわれ自

身が絶えずその実効性を問いつづけていなければ、空文

化してしまうであろう。 

のは一つの事実である。この事実に対して「優れ

ている」とか「劣っている」ということばを適用

するならば、このことばは当該のことがらがいく

つかの規準を充足している(あるいは、充足してい

ない)という事実を概括して語っているにすぎな

い。こうした場合においては、「優れている」とか

「劣っている」ということばは、表面的には評価

のことばであるように見えるにしても、実態にお

いては事実の認定をおこなっているにすぎない。	 

ところが、評価のことばはこうした意味での概

括を越えて、当該のことがらのもつ将来のパフォ

ーマンスに対する期待を語っている場合がある。

たとえば、定期試験で一定の規準をクリアした学

生は「優秀」な学生と評価されるであろう。この

とき、「優秀」ということばが概括語として使用さ

れているのであれば、それはかくかくの規準をク

リアしたという事実以上のものを指すわけではな

い。しかし、多くの場合においてそうであるよう

に、「優秀」ということばは将来のパフォーマンス

に対する期待（たとえば、来期の定期試験も優れ

た成績でクリアするであろうという期待）を示す

語としても使用される。こうした場合にはあきら

かに、価値評価を示す言葉として使用されている。

こうした意味で使用される語を評価語と名付けて

おこう。	 

ここまでのいささかもたもたした分析を要約す

ると、概括語と評価語は表面上の紛らわしさにも

かかわらず、区別されねばならないということに

なる。一見したところ評価を語っているように見

える言葉でも、事実認定をおこなっているにすぎ

ない概括語として使われている場合もあれば、真

正の評価を語っている評価語として使用されてい

る場合もあるということだ。わたくしは、立花氏

は「ポパーのほうが圧倒的に優っている」という

ことばを評価語して使用しているのであって、概

括語として使用しているのでないことは明白であ

ると考える。そうでないとしたら、「圧倒的に」と

いう強調の副詞は不必要だろう。	 
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ところで、こうした評価が成立するものでない

ことはすでに前節までに示しておいたところだが、

つぎのパラグラフにおいては理論選択において評

価語を使うことに含まれている問題点を指摘して

おこう。	 

一般的に言って、優劣の評価は理論の選択にか

かわる問題である。われわれが真理を探究してい

て、二つの競合する理論に出会ったとき、当然の

ことながら理論間での選択の問題に直面する。こ

の問題に対するポパーの基本的な回答は、簡単に

書くが、すでに偽であることが判明している理論

よりも、偽であることが明らかになっておらずか

つ同等以上の問題解決能力のある理論（もちろん、

存在するならばということだが）を選択せよとい

うことであった。あるいは、ともに偽であること

が判明している理論しか残されていないならば、

さまざまな手立てを尽くして問題状況に依存しつ

つ「よりよい」理論を選択せよということであっ

た14。つまり、選択の時点までにおいて多くの欠陥

を示している理論はふるいにかけられ捨てられる

ということである。そして残った理論が選択され、

それに対して仮に「優れている」ということばが

使われるとしたところで、このことばは概括語と

して使用されるにすぎない。ポパーの考え方から

すれば、選択された理論が将来も優れたパフォー

マンスを発揮すると期待することなど論理的には

できない。われわれは選択された理論がリスクを

はらんでいることを覚悟の上で、その理論のもと

で（たとえば、その理論からの予測にもとづいて）

行動するだけである。この理論が「うまくいくだ

ろう」と考えることは、ただその理論のもとで行

動するということに対する余分な心理的な付け足

しにすぎない。われわれは「うまくいくかどうか」

わからないにしても、その選択した理論のもとで

行動するだけだという話にすぎないからである。

                                                   
14 詳しくは拙著『反証主義』（東北大学出版会、二〇

一〇年一一月）第六章「理論選択の問題」を参照された

い。 

また、もちろん、過去において「うまく」いって

きたから、今回も「うまく」いくだろうといった

帰納推理が許されるはずもない。要するに、理論

選択において一方の理論が「優れている」として

選択されるとき、「優れている」ということばは概

括語として使用されているにすぎない。将来にお

いても優れたパフォーマンスを示すだろうといっ

た余分な心理的付け足しをする必要はない。だか

ら、ここには知的謙虚さがある。ここには、理論

間の比較においてなされた(規準にもとづく)個々

の判断が事実として正しいかどうかが絶えず問い

直されうるという意味において、知的謙虚さがあ

る。	 

立花氏の結論の非妥当性についてはこれくらい

にしておこう。これよりは、氏が結論を引き出す

に至った議論について検討したい。	 

	 

2	 汎批判的合理主義はなにを語っていない

か	 

	 

すでに指摘しておいたことだが、氏は、汎批判

的合理主義からは「もし宗教を保持するひとがい

るならば、そのひとは非合理主義者
．．．．．．

である」（1）

ということ、また、「結局のところ、汎批判的合理

主義を保持するひとだけが合理主義者であり、汎

批判的合理主義が設定した合理性の基準をクリア

する理論、例えば、科学（理論）の保持だけが合

理的だ」（2）ということが帰結してくると主張し

ている。しかしながら、わたくしはこれら二つの

主張とも汎批判的合理主義から帰結してくること

はないと考える。この点をあきらかにすることは

汎批判的合理主義へのより深い理解をもたらすこ

とであろう。	 

	 

2-1 	 方法論的規則としての汎批判的合理

主義	 

わたくしの見るところ、氏には合理性の理論に

対する誤解があるように思われてならない。ポパ
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ーの批判的合理主義もバートリーの汎批判的合理

主義も合理性についての概念規定（方法論的規準

（ルール）の制定）をおこなっている。つまり、

合理と非合理とのあいだに境界線──可能なかぎ

りシャープであることが望ましい──を設定し、

あるもの（立場）を合理的と呼んだり、非合理的

と呼んだりしている。これは、概念規定から必然

的に出てくることだ15。そして、ここでの概念規定

とは、再度いうが、知的探求における方法論的規

則(ルール)のことである。ポパーの反証主義はこ

の点を明確に示しているし、それを受け継いだバ

ートリーの汎批判的合理主義もおなじ性格を示し

ている16。これが意味していることは単純だ。方法

論的規則(ルール)は、さまざまな知的探求を評価

する物差しにはなるだろうが、ものさし自体から

（1）のような・宗教を保持する人は非合理主義者

だとか、（2）のような・「科学（理論）の保持だけ

が合理的だ」といった実質的内容を伴った帰結じ

てくるわけではないということだ。ものさし自体

から帰結してくるものがあるとしたら、せいぜい

のところ、他に優れた言明とか理論があるにもか

かわらず十分に偽であることが示されているよう

な言明にコミットしている人の行動は非合理的で

あるといった一般化された形式的規準のようなも

のであろう。立花氏のように、（1）とか（2）のよ

                                                   
15 だから、汎批判的合理主義者が「合理性」を定義し

たうえで、なおかつその定義に当てはまらない者を合理

主義者と呼んだら、そこには矛盾が生じるだけである。

「結局のところ、汎批判的合理主義を保持するひとだけ

が合理主義者」であるという文言を立花氏は批判のこと

ばとして使用しているようだが、それでは議論にならな

いのであり、汎批判的合理主義における「合理性」の定

義の不十分性などを分析し批判しなければならないは

ずだ。 
16 この点はミラーも指摘しているところである。

「CCR は、批判的合理主義に似て、また、包括的合理
主義にも似て、一群の学説というよりは方法論的ルール

の体系である。……」。拙訳、ミラー『批判的合理主義：

再定式と擁護』第四章「包括的に批判的な合理主義」（『批

判的合理主義研究』二〇一三年、夏号、二九ページ）。

規則の具体的叙述については、参照、I . C . Jarvie, The 
Republic of Science, Rodopi, Amsterdam - Atlanta, 
GA 2001. 

うな実質的主張が帰結してくると主張するために

は、当然のことながら「汎批判的合理主義の規準

（方法論的規準）をかくかくのことがらとか領域

に適用するならば」という限定句を付加しなけれ

ばならないはずだ。ストレートに、帰結してくる

などと主張するのは、事態をあまりにも単純化す

るものであり、むしろ誤謬であろう。これは、わ

たくしには自明の点であるように思われる。にも

かかわらず、なぜこの点を強調するのかと言えば、

氏は規準の適用の仕方において間違っているの

ではないかと思われるからだ。汎批判的合理主義

の規準（方法論的規準）は、さまざまなことがら

（宗教的領域、道徳的領域、美学的領域など）に

適用可能17だが、主として観念の保持者がその保持

している観念に対してどのような態度をとってい

るかを問うている。きわめて大雑把に言って、か

れが観念を批判に対して開かず閉ざす態度（たと

えば、観念にコミットする態度）を示すならば、

その者は非合理主義者に分類されるだろう──言

うまでもなく、ここには事実誤認が生じる余地は

あるが。氏は、（1）の言明において「もし宗教を

保持するひとがいるならば、そのひとは非合理主
．．．．

義者
．．
である」と記述して、保持の仕方を問うてい

ない18。（2）の言明においても同じように、「科学

（理論）の保持だけが合理的だ」と記述して、保

持の仕方を問うていない。これは、わたくしには

信じがたいほど奇妙に思われる。	 

                                                   
17 立花氏はアガシから「宗教的な批判的合理主義者も

存在するし、仏教徒の合理主義者の可能である」という

ことばを聞いて、汎批判的合理主義に対する態度が変わ

っていった（書評、注 20）と述べているが、アガシの
言明は汎批判的合理主義を正しく理解しているならば、

当然出てくる言葉であって、これによって汎批判的合理

主義に対する見方が変わったという立花氏の発言の方

がわたくしには奇妙に思われる。 
18 ついでながら、「保持する」は汎批判的合理主義の

用語であり、批判的検討にさらす用意をもっているとい

うことだから、ここで立花氏が言わんとしていることに

適合する言葉ではないだろう。むしろ氏は、「……をド

グマとして受容する」といったことばを使った方がよか

ったであろう。 
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2-2 	 宗教を保持するだけで非合理主義

者？	 

宗教上の特定の言明、見解、態度、立場などに

対して信仰者がどのような態度をとっているのか

を分析することなく、「もし宗教を保持するひとが

いるならば、そのひとは非合理主義者
．．．．．．

である」な

どと汎批判的合理主義は決めつけているのであろ

うか。たとえば、仏教徒のなかには、なにものに

もこだわらないこと、そしてこだわらないという

ことそれ自体にもこだわらないという姿勢を示す

者もいるのではないだろうか。こうした人物を仏

教徒と呼べるかどうかは問題かもしれないとはい

え。信仰者の知的態度あるいは実践的態度を問わ

ずして、その人がみずからの宗教と合理性を結合

しているかどうかの判断はできないであろう。わ

たくしには、汎批判的合理主義はまさにこの点を

あきらかにしていると思われるのだが、立花氏の

議論は決めつけるに急で、汎批判的合理主義が勧

める方法論的規則が宗教家においてどう作用して

いるかを分析する手間を省いて、宗教を保持する

だけで非合理主義者になるという主張をしてい

る。わたくしは、立花氏は宗教がドグマになって

いないような例（氏が挙げている有神論的批判的

合理主義）をご存じなのだろうから、詳しい分析

を示していただけたらありがたいと思う19。	 

わたくし自身は無神論者にも宗教性はあると考

えている。たとえば、宗教を嫌っている無神論者

でも親類縁者の死をその人なりの特定の様式で─

─科学と矛盾しないかたちで──悼むことがある

だろう。わたくしはその「特定の様式」が宗教的

と呼ばれることを否定しない。また、科学と矛盾

しない希望や信念を保持することが「宗教的」と

呼ばれることもあるだろう。わたくし自身は、誤

                                                   
19 わたくしの知る範囲では、立花氏はフィッシュとラ

オールに言及している。しかしながら、以下の 3.1節で
示すように、かれらは有神論に固執しているし、批判的

合理主義者と見なすことも困難である。 

解されてはならないのだが、科学と矛盾しない宗

教の存在を認めている20。	 

	 

2-3	 科学理論の保持だけが合理的？	 

つぎには、「汎批判的合理主義が設定した合理性

の基準をクリアする理論、例えば、科学（理論）

の保持だけが合理的だ」といった主張が本当に汎

批判的合理主義そのものから帰結してくるのであ

ろうか。	 

とはいえ、いま引いたばかりの文はあいまいで

あると思う。まずはこの点から。ひとつの読み方

はこうだ。立花氏は「……合理性の基準をクリア

する理論」の一例として、科学（理論）があると

言い、そしてそれを保持することだけが合理的だ

と言っているのだという解釈である。これは「だ

け」ということばに重みを与える解釈と言えよう。

この解釈にたつと、科学（理論）以外のもの──

たとえば、「……合理性の基準をクリア」している

道徳的教義──を保持することは合理的でないと

いうことになってしまうのではないか。しかし、

こう読むと「一例として」ということばと「だけ」

ということばは衝突してしまうように思われるの

だが。	 

第二の読み方はこうだ。立花氏は「……合理性

の基準をクリアする理論」の一例として、科学（理

論）があると言い、そしてそれを保持することは

合理的だと言っているのだという解釈である。こ

の解釈は「だけ」ということばを実質的に削除し

てしまう読み方である。この解釈では、科学（理

論）以外のもの──たとえば、道徳的教義を保持

すること──も合理的ということになろう。しか

しながら、この解釈をとると、科学（理論）を保

持することが合理的ということになって、これが

「……合理性の基準をクリアする理論」の一例と

なるのは、日本語として奇妙と言わざるをえない。

なぜなら、科学（理論）を保持することは理論

                                                   
20 拙著、location 423,429,593などを参照されたい。 
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の例ではなく、実践の形態であろうから。	 

結局、このあいまいなセンテンスに対しては第

一の解釈──これ自体、矛盾的と思われるのだが

──をとらざるをえないように思われる。（もちろ

ん、わたくしは違った解釈があるのであれば、当

然のことながら、それに即して考えなおすつもり

である）。この解釈をとった時、立花氏の主張を反

証することはきわめて簡単である。つまり、科学

（理論）以外にも「……合理性の基準をクリアす

る理論」があることを示せばいいだけだからだ。

そのようなものの一例としてわたくしは倫理的教

説（道徳的教義）21を挙げることができると思う。

この点では、ポパーの場合を思い出してみるのが

よいだろう。	 

ポパーは、『開かれた社会とその敵』でさまざま

な倫理（道徳哲学）について批判的検討を試みて

いた。かれは、プラトンの全体主義的倫理、ヘー

ゲル流の「存在するものは理性的である」といっ

た実定（実証）主義的倫理、ヒストリシズムに見

られる宿命論的倫理、ロマン主義的倫理、功利主

義の倫理、報酬や名声を求める倫理などなどをあ

ちこちで検討している22。もう少し具体的にいえば、

第二四章では、すべての人を愛せという道徳の空

虚さを批判して、「あなたの敵を助けよ、困窮して

いる人を援助せよ。しかし、あなたの友のみを愛

せ」という趣旨の道徳を唱えていた。わたくしも

またポパーと同じく、この後者の道徳の方がはる

かに批判に耐えているし保持するに足るものだと

考える23。	 

                                                   
21 道徳的教説のうちにはさまざまな形而上学的言明、神

話的言明、価値的言明、事実言明などが含まれていること

だろう。だが、汎批判的合理主義は、こうしたものはことごとく

批判可能である、と主張している。 
22 どのような形で検討しているかは、該当の箇所を参

照していただくのがよいだろう。 
23 ここでは、ポパーの保持している道徳をいかなる名

称で概括すべきかという問題が発生するかもしれない。

わたくしは、ソクラテス的倫理とかネガティブ・ユーテ

ィリターリアニズムあるいは可謬主義的倫理または新

しい職業倫理（これについては拙著『ポパー	 批判的合

理主義』キンドル二〇一四年を参照していただけたらあ

わたくしは、道徳的教説もまた合理的に保持し

うると考える。立花氏が言うような「……科学（理

論）の保持だけが合理的だ」ということが汎批判

的合理主義から帰結するという主張は端的に誤り

だと思う。この結論を出すにあたって、わたくし

はポパーの事例を引いただけで、バートリーや、

あるいは必要とあれば、アルバートの場合に言及

しなかった。しかし、そうしたことは必要ないで

あろう。道徳的教説の合理的保持の問題にかんし

て、わたくしには、ポパーと汎批判的合理主義者

とのあいだに意見の相違があるとは思えないから

だ。「意見の相違がある」と論じて立花氏自身の説

を擁護することは氏自身の仕事であろう。	 

	 

3	 神の問題	 

3-1	 神を抱きしめた合理主義	 

	 

ここでは氏がわたくしに対する反論として提起

している有神論的批判的合理主義の問題に触れる

ことにしよう。	 

氏は、「非正当化主義を標榜するものの、汎批判

的合理主義を採用しない者もいる」（書評、四八ペ

ージ）と指摘したあとで、「批判的合理主義者
．．．．．．．．

であ

ると同時に、何らかの意味で、有神論者
．．．．

でもある」

（書評、四九ページ）者がおり、それらの者は汎批

判的合理主義者ではないという事実があるという。

そして「小河原氏は、この現実をどう受けとめ、

どう判断し、対応されるのだろうか。」（同所）と

問詰している。まるで、葵の紋のいった印籠を見

せつける水戸黄門に似ていなくもない。わたくし

は氏に聞き返したいが、「事実」を突きつければ、

ことは決着するのであろうか。どれほど決定的と

思われる「事実」であってもそれ自体が反証と解

釈にさらされている。「決定的」といわれるものほ

どそうした可能性が高い。	 

                                                                               
りがたい）と呼ぶのがよいのかもしれないと考えるが、

本稿の問題ではない。 
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さらに言っておきたいが、ポパーの批判的合理

主義は、少なくとも『開かれた社会とその敵』の

刊行当時までにおいては、理性は非合理な形でし

か、つまり、信仰としてしか正当化できないと主

張した決断主義的、あるいは信仰主義的な合理主

義であった。としたら、神を信じる者たちが、こ

の議論の構造をそのまま借用して、ポパーの言う

「理性」の代わりに「神」をおくことは十分にあ

りうることだろう。ポパーの議論は非合理主義者

によっても利用されてしまう。	 

ポパーは、すでに触れておいたように、非合理

主義者というものを、合理主義者に対して効果を

もつと思われる論法であればどんなものでも使用

する者として描いていた。としたら、立花氏が挙

げている批判的合理主義を標榜する有神論者が、

ポパー的意味での非合理主義者であることはない

のか。かれらが、知恵のかぎりをつくして自分た

ちの有神論を擁護するために批判的合理主義を利

用していることはないのか。氏の独断によると、

かれらは「『独断的な宗教（dogmatic	 religion）』

に反対する点では共通して」いるということのよ

うだが、かれらの「……に反対している」という

言明をうのみにすれば、かれらは独断的でないと

いう結論を引き出せるのであろうか。かれらは有

神論に独断的にコミットして、そのうえで、他の

独断的な宗教に反対しているだけということはな

いのか。	 

こうした状況でなすべきことは、立花氏が言及

している有神論的批判的合理主義者が真実に非正

当化主義──もちろん、立花氏の立場からすれば、

バートリーのそれとは異なった──に立脚してい

ることを論証することであろう。ところが、立花

氏はこの肝心の点を少なくとも書評においては論

証していない。論証責任が立花氏にあることは明

白だと思うが、氏はそれをする代わりに「事実な

るもの」を突きつける。わたくしはこの種の行為

には水戸黄門もどきの権威主義しか感じることが

できないが、ひれ伏す人ばかりではないことを忘

れてもらっては困る。	 

立花氏は、有神論的な批判的合理主義者──同

時に非正当化主義者でもあらねばならないはずだ

が──の例として、わたくしの知る範囲では、と

もに防衛的な批判的合理主義者とされるフィッシ

ュとラオールに言及している。ここで「防衛的」

というのは、「攻撃的」汎批判的合理主義者に対抗

して使われていることばであるので、話が内輪の

話になっていることは否めない。ともあれ、立花

氏がフィッシュとラオールについてどのように論

じているかを見てみよう。	 

フィッシュはみずからポパーに従っているとい

う。そして、合理性が機能するのは、自由意志が

作用する(voluntary)領域だけであるという。	 

	 

“He	 [Fisch]	 says	 involuntary	 actions	 cannot	 

be	 rational	 and	 the	 act	 of	 believing	 is	 

involuntary.	 According	 to	 him,	 beliefs	 are	 

given	 and	 are	 not	 themselves	 susceptible	 to	 

judgements	 of	 rationality.	 For	 him,	 both	 

beliefs	 and	 the	 act	 of	 believing	 are	 beyond	 the	 

reach	 of	 rationality.”(	 p.	 248	 )	 

	 

しかしながら、これはどう見ても批判回避以外

のなにものでもないであろう。しかも、自由意志

が 作 用 す る (voluntary) 領 域 と そ う で な い

（involuntary）領域を自分流儀で設定し、みずか

らの信念などは後者の領域に属すると宣言してい

るだけなのだから、とうてい質の高い批判回避と

さえ言えない。しかも、ここでは何の言及もなさ

れていないが、この宣言自体が、自由意志が作用

しない（involuntary）領域にあるとされているな

ら、かれは一種の決定論を語っているのであり、

対話そのものを拒否しているとも言えよう。信念

が与えられるとかそれをもつとかといった行為は

意志の統制がきかない吃逆が出るようなものだと

いうのでは、まじめな宗教者に対する侮辱ではあ

るまいか。このような人物が、決定論と徹底的に
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戦っていたポパーにどうして従うことができるの

だろうか。わたくしには、立花氏がなぜこうした

人物の自己表明をうのみにして批判的合理主義者

の陣営に数え入れるのか、理解に苦しむ。	 

ラオールについては、真正の宗教的態度を攻撃

的合理主義者から擁護するために「自律と批判的

（ソフトな）合理性ならびに宗教的領域における

なんらかの合理的立場がどのようにして維持され

るのかについて一つの見解を提案した」（p.	 249）

と紹介されているのみで、肝心のその内容はまっ

たく言及されても検討されてもいない。ラオール

がアルバートやグリュンバウムのような攻撃的な

合理主義者を非難し拒否するのは自由であろう。

問題は、再度いうがその中身だ。汎批判的合理主

義を拒否する・有神論的な批判的合理主義者が存

在するという事実の指摘ではなく、かれらの主張

の中身を検討する作業をおこなわないのでは、そ

もそも議論にならない。独断はいらない。	 

立花氏は、ラオールの発言からは、攻撃的と防

衛的の批判的合理主義者が友人になるのは難しい

と結論する。しかし、ラオールの発言を一般化す

る前に待ってもらいたいのだが、ポパーは「友好

的にしてかつきびしい」24批判の重要性を語ってい

たのではないか。かれは、われわれはみずからの

誤りに気づくためにも他者からの批判を必要とす

ると主張していた。そしてかれは「合理的な批判

は非個人的なも(impersonal)のでなければならな

い」25とも述べていた。批判が非個人的なものであ

るということは、批判は個人の人格に向けられる

のではなく、世界３に存在する一定の観念に対し

                                                   
24 客観性について述べている文脈でポパーは、「科学

者の友好的かつ敵対的協働（ the friendly-hostile 
cooperation of scientists）」ということばも使っている。
「科学者」ということばは、ひろく討論者という意味で

理解することも可能であろう。『フレームワークの神話』

第四章第七節テーゼ八。邦訳一七〇ページ。Karl Popper, 
The Myth of the Framework, Routledge, 1994, p. 93. 

25 『よりよき世界を求めて』第一四章、倫理原則の第
一二。邦訳三二一ページ。Karl Popper, In Search of a 
Better World, Routledge, 1992, p. 202. 

て向けられるのであり、また批判となる言明の観

念内容は、批判者の意識を越えて世界 3 に所属す

るということだろう。要するに、批判（の内容）

は世界 3 に存在しているのであり、それが誰かに

よって発見されるときに現実の批判として出現し

てくる。これは、批判は特定の個人とは切り離さ

れて理解されねばならないということであり、こ

こからは、批判はそれをおこなう者が友人である

か否かとは無関係であるという考えを引き出せる

であろう。批判をすれば、友人にはなりえないと

いう話ではない。このように理解するとき、ラオ

ールは果てして批判的合理主義者なのだろうかと

いう疑いを禁じえない。	 

わたくしは、汎批判的合理主義は方法的規則な

のだから、それがあらゆる領域（宗教、形而上学、

道徳、政治、教育などなど）に適用され、したが

って、いろいろな毛色の合理主義者が存在するこ

とは自明だろうと思う。反天皇制を主張している

人で、「反天皇制」をドグマ化していない汎批判的

合理主義者がいてもおかしくないし、同じく、バ

ートリーがそうであるように、無神論的汎批判的

合理主義者がいてもおかしくはない。要点はそう

したさまざまな毛色の合理主義者が非正当化主義

を貫徹しえているかどうかという点にある。それ

がまさに論じるべき点なのだ。	 

ところでわたくし自身は、有神論は批判に耐え

るような議論ではないと考えている。有神論を批

判し否定するわたくしは無神論者なのだが、有神

論たい無神論の対立を論じる前に触れておかねば

ならない立場があるので、それを次節で扱うこと

にしよう。	 

	 

3-2	 ポパーの不可知論	 

	 

有神論たい無神論の対立にかんして立花氏はポ

パー流の不可知論を支持しているように見える。

しかし、それは有神論と無神論とのあいだで中立

を保とうとする議論とは思えない。それは、無神
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論に対して(道徳的な)非を鳴らしつつ、有神論へ

秋波を送るにも等しい議論（主張）である。ちょ

っと長くなるがポパーから引用してみよう。	 

	 

「神が存在するのか存在しないのか、私にはわかりま

せん。私たちは自分たちがほとんど何も知らないという

ことを知っているのですが、この事実から、何らかの不

可思議な秘密の存在に関する肯定的な知識を仕立てあ

げたり、そのような知識をひねり出したりしてはなりま

せん。この世界には、不可思議な秘密の性格を備えてい

るものがたくさんありますが、知識の欠如から神学を構

築したり、私たちの無知を肯定的な知識の類に変換した

りするのは許されないと私は思っています。無神論

（atheism）のいくつかの形態は傲慢かつ無知であって

却下すべきですが、不可知論（agnosticism）---無知を

認めつつ探求しようとする態度---はまったく申し分な

いと思います。」（立花希一訳「ポパー、神について語る：

エドワード・ツェリンのインタビュー（1969年/1998年）」、

『批判的合理主義研究』2013 年、第二号、40 ページ）	 

	 

ポパーは、「無神論（atheism）のいくつかの形

態は傲慢かつ無知であって却下すべきです」と述

べている。しかし、これは道徳的理由をもって却

下を説く議論であって、無神論の認識論的あるい

は論理的欠陥をつく議論ではないだろう。もしこ

うした形で無神論を却下することが許されるな

ら、無神論者は有神論者に対して「有神論は存在

しないものを存在すると言いつくろっている点で

傲慢であり、却下されるべきである」と言い返す

であろう。わたくしは、ポパーの不可知論は「神

が存在するのか存在しないのか、私にはわかりま

せん」とのみ語る純粋な不可知論ではなく、一方

で神を「ひねり出す」ことを認識論的観点から非

難26し、他方で「無神論のいくつかの形態」を道徳

的観点から非難する議論であると同時に、自分自

                                                   
26 存在言明のレベルで、「神が存在する」という仮定

をたてることそれ自体は許されることであって、なんら

批判されることではないだろう。 

身は「無知を認めつつ探求しようとする態度」を

もった不可知論であると思う。しかし、かれは「無

知を認めつつ」なにを「探求しようとする」のか。

無神論者には、かれは神を「探求しようとする」

者と映るだけではないだろうか。くわえてポパー

は「一神論は哲学的にも情緒的にも多神論より優

れています……」（同上）とも述べている。しかし

ながら、無神論者からしたら、これはまったく奇

妙な議論だろう。神が存在しないとしたら、一神

論とか多神論を語ること自体が馬鹿げたことであ

るからだ27。無神論者からすれば、これらのことば

の指示対象はそもそも存在しない。存在しないも

のについて語っている一神論とか多神論について

「優れている」とか「劣っている」と語ることに

そもそも意味があるのだろうか。もし意味がある

のだとしたら、フィクションの出来不出来につい

ての評価以上の意味をもちえないであろう。そし

てそうした評価が、かりにも神の存在を信じさせ

るように作用するのだとしたら、不可知論の根本

的信条に反するのではないだろうか。	 

わたくしはこうした観点から、ポパーの不可知

論は有神論の側に立つ不可知論であると判断して

いる。（さらにわたくしは、科学と宗教との関係を

後論の「4-1	 科学と宗教」論じるときにポパーの
不可知論が有神論よりであることを批判するつも

りである）。しかしながら、立花氏はポパーの不可

知論を「まったく申し分ない」不可知論と判断し

ており、それに基づいてわたくしの立場を暗黙の

裡に非難しているようだ。しかし、わたくしはそ

の非難を受け入れる必要はないであろう。なぜな

ら、繰り返すが、立花氏はポパーの不可知論をた

だ無批判的に受け入れているのみで、その難点を

自覚しているとは思えないからだ。	 

                                                   
27 もちろん、ここでの「一神論」、「多神論」といった

ことばを、思想の構造を指すだけの非宗教的用語と見な

すこともできるかもしれない。しかし、ここは宗教が論

じられている個所なので、文字通りの意味で、つまり、

神が語られているのだと理解しておきたい。 
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不可知論についてはこれくらいにして、本来の

論題であった無神論と有神論の対立に戻ってみよ

う。それぞれに対する批判に着目して考えていっ

てみたい。	 

	 

3-3	 無神論への批判	 

	 

有神論者が無神論者を批判することは簡単であ

る。神が存在することを「実証」するだけでいい

からだ。しかしながら、わたくしはそのような「実

証」をおこなった者はいないと考える。神にかん

する幻視、幻想、幻覚、神秘体験などなどを語る

者はいるだろうが、それらが神の存在の間主観的

かつ再現可能な「実証」になっていないことは明

白である。	 

では、形而上学的レベルではどうか。有神論者

が形而上学的レベルで無神論を批判するとしたら、

無神論から不合理な帰結を引き出して、無神論の

非合理なること（たとえば、自己矛盾）を論証す

る手があるだろうが、そもそも「存在しない」と

言われているものについてそのような論証を提出

できるのだろうか。たとえば、無神論が科学と矛

盾するというのは、幽霊が存在しないと言うこと

は科学と矛盾すると言うようなもので、そもそも

意味のある言明とは思えない。	 

わたくしは無神論を反駁する成功した論証はい

まのところ提出されていないと判断する。かれら

にせいぜいできること（また、おこなってきたこ

と）は、論理的誤謬を繰り返してきたことに触れ

なければ、無神論者を道徳的観点から非難すると

か、スピリチャリティなるものへの感受性のなさ

を批判するといった程度のものである。無神論者

からすれば、芸術にせよ、道徳にせよ、その他な

にものにせよ、それらは神なしに十分に成立しえ

るのであるから、それらがまさに神がいないとい

う理由で、とりわけ、神のいない道徳がまさにそ

のゆえに批判されたところで、痛くも痒くもない

だろう。無神論と無神論にあてつけられた道徳は

峻別されなければならない。	 

	 

3-4	 有神論への批判	 

では、無神論者の側からの有神論への批判はど

うなるか。もちろん、「神が存在する」という言明

は存在言明であるから、これを経験的に反証する

ことはできない。だが、形而上学的レベルで、し

かも道徳的批判ではないかたちで、批判するこ

とは決して不可能ではない。手掛かりはポパーそ

の人のうちにある。	 

ポパーはその著『開かれた宇宙、非決定論のた

めの論証』において形而上学的決定論にかんして

次にように述べていた。	 

	 

「それ[形而上学的決定論]は、まさにその弱さのため

に、論駁不可能なのである。しかし、だからといって、

形而上学的決定論に対する賛成や反対の議論が不可能

だということにはならない。形而上学的決定論を支持す

るもっとも強力な議論は、「科学的」決定論を支持する

議論である。もしこれが崩壊すれば、形而上学的決定論

を支持するものは、ほとんどなにも残らない」28	 

	 

わたくしは、形而上学的レベルにある有神論を

支持するものはほとんどなにも残らない、と論じ

ることができるならば、有神論に対する批判とし

てはそれで十分だと思う。では、有神論にかんし

て、「科学的」決定論に対応するものはなんであろ

うか。それは、神が「なんらかの仕方で」人間お

よび人間が住む世界にかかわってくるという主張

であろう。「科学的」決定論であれば、「なんらか

の仕方で」という部分を物理的あるいは数学的に

正確に規定できていなければならないわけだが、

神にかんしてはもとよりそうはできないであろう。

ただ、神が「なんらかの仕方で」人間および人間

が住む世界にかかわってくるとだけ主張している

                                                   
28 小河原・蔭山訳『開かれた宇宙、非決定論のための

論証』岩波書店、第一節、九ページ。 
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のだから、きわめて弱い主張にすぎないわけであ

る。しかし、この弱い主張さえ成立しないことを

明らかにできるならば、有神論を「支持するもの」

を控えめに言って一つだけかもしれないが取り除

くことになろう。	 

神が「なんらかの仕方で」かかわってくるとい

うときの、まさに「なんらかの仕方で」という部

分は、神による人間への配慮とか、関与とか介入

として捉えられるものだろう。しかし、そうした

ものがありえないと論証できるならば、神は、少

なくともわれわれの公的世界にとって、いてもい

なくても同然ということになるだろう。わたくし

は、これだけの批判ができるならば、有神論に対

して十分な批判をおこなったことになるだろうと

考える。	 

わたくしは、拙著においてこうした点を明示し

たわけではないが、セクストゥス・エンペイリコ

スによる有神論批判の議論を紹介しておいた。そ

れはまさに神がわれわれの世界に配慮というかた

ちで関与（介入）しえていないことを論証するも

のであった。ここでその論証を再度紹介する必要

はないであろう。ただここでは、この論証に対し

て立花氏が批判的コメントをつけているので、そ

れに対する反論的コメントを付しておけばよい。	 

氏は、セクストゥスの議論だけから、なぜわた

くしが「神の観念そのものが自己矛盾している」

という結論を引き出せるのかと問いただす。しか

し、わたくしはセクストゥスの議論を一般性をも

つものとして紹介している。氏は、わたくしの議

論の流れを理解しているのだろうか。	 

もちろん、セクストゥスは当時における一般的

な神観念を念頭において語っていたのだろうが、

かれ以外にもいろいろな神の観念を説く人がいる

だろう。ということは、かれらは、神の観念が矛

盾しているといった批判に出会うと、それはわれ

らが信じている神（の観念）ではない、と言い返

すということだ。存在しないものについては、ど

んなことでもその本質としてなすりつけることが

できる。たとえば、幽霊には足があるとかないと

いったことだ。存在しないのだから、論理的には

なにを言っても、言明をテストする場面に引きず

り出されることはないだろう。ここにあるのは典

型的な反証（批判）回避戦略である。たとえば、

神の観念の自己矛盾を説く議論としては、神は全

知全能であると言われるときの、全知の概念と全

能の概念とが矛盾するという議論があるだろう29。

しかし、こうした批判にさらされた者は、そこか

ら「神の観念その
．．．．．．

もの
．．
が自己矛盾していることを

示している」と結論することはできないと言うこ

とだろう。全知全能の概念と離れたところに、「真

の」神の観念があるというわけだ。	 

氏は、神の観念についての本質的定義が存在す

るのであって、それを批判するのでなければ、核

心的批判にはならないと考えているようだ。しか

し、この想定は正しいのであろうか。宗教につい

ての定義がそうであるように、神についての定義

も、通俗的信者から始まって神秘主義者に至るま

で無数に存在するだろう。ひょっとしたら、神の

観念は信じる人ごとにすべて異なるかもしれない。

こうした状況で、神についての特定の定義を批判

したことから、神そのものを批判しえたと考える

のは論理的誤謬を犯すものだと論じるのは、あり

もしない神そのものという観念に批判者を引き摺

りこんで、不毛な議論へと突き進んでいく本質主

義者の得意とする論法なのではないだろうか。	 

わたくしはこうした反証逃れとお付き合いする

つもりはないし、むしろ、関与（介入）主義的神

の自己矛盾的性格を指摘したことはセクストゥス

の大きな業績であると考える。わたくしは、神が

われわれの世界に関与（介入）するというのは、

多くの人が神の観念の本質的部分であると考えて

いると思う。セクストゥスはまさにこの本質的部

分なるものに自己矛盾があることを指摘したので

                                                   
29 『開かれた宇宙、非決定論のための論証』二三五ペ

ージ、注 1. 
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ある。神はかりに存在するとしたところで、われ

われの世界といかなるかかわりももたない。有神

論をサポートする観念は取り外されてしまった。	 

	 

3-5	 神義論	 

	 

つづけて氏は神義論の問題に触れているので、

ついでながらということになるが、この問題にも

触れて批判的コメントを付しておこう。氏は、神

義論の問題によって神学をもっていないユダヤ人

のうちには無神論者になった者も確かに多いが、

「神義論の問題を挑戦すべき困難な課題とみなし、

さまざまな角度から苦悩しながらその問題と格闘

することによって、もしかしたら自分たちの思想

をより深く豊かにすることができるかもしれない

として、神義論の問題を積極的・肯定的に捉えよ

うとする立場もある」（書評、注 7.）と言う。神義

論の問題に挑戦するのは勝手である──ちょうど

永久機関の問題に挑戦する人がいるように。	 

神義論は、本質的に悪と神の（そして人間との）

関係の問題であるから、神学があるかないかは関

係ないだろう。わたくしはつまびらかにしないが、

現世に悪があるからこそ神を備えた宗教が発生し

たとも言えるのではないだろうかと思う。こうし

た場合においては、その宗教自体が初めから神義

論の構造を備えているわけで、いわゆる神学の有

り無しは関係なくなるだろう30。また、神義論の問

題にもかかわらず、無神論者にならなかった「ユ

ダヤ人」もいると指摘することに何の意味がある

のだろう。神義論によって無神論者になるならな

いは、「……人」であるかどうかには関係ないこと

だろう。わたくしには、立花氏がなぜこのような

ことを言い出すのか、不可解である。	 

また立花氏は次のようにも言う。	 

	 

                                                   
30 もっとも、教義そのものが神学だという言い方もで

きるだろう。しかし、こうした言い方に退却するのは本

質主義というものだろう。 

「かりに悪の存在の問題で有神論が否定されたとし

た場合、いったい、無神論の立場では、悪の存在の問題

はどう解決されるのだろうか？この世界で悪い人間が

栄えるだけならまだしも、まったく無辜の人間が残酷で

残虐極まりない悲惨な目に合っているという現実は理

解しがたく、まったく耐えられないことだと思われるが、

無神論者の側は、この過酷で悲惨な現実をどう理解しど

う対処しようとするのだろうか？いずれにせよ、現実の

悪の存在の問題は残っているのだ。」（書評、注 7.）	 

	 

ここで立花氏は悪の存在を理解するために神話

的あるいは形而上学的枠組みを求めるという問題

を提起しているように見える。しかし、そのよう

な枠組みが必要なのだろうか。合理主義者なら、

悪に対して合理的に取り組めばいいだけではない

か。しかし、ここでは立花氏のような問いを発す

る人が存在することを念頭において、かれらに寄

りそう形でわたくしの考えを述べておくことにし

よう。	 

「この世界で悪い人間が栄えるだけならまだし

も、まったく無辜の人間が残酷で残虐極まりない

悲惨な目に合っているという現実は理解しがたく、

まったく耐えられない」というのは、わたくしの

知識の範囲では、ボエティウスが直面した問題で

あり、かれの『哲学の慰め』を産み出す根本問題

であった31。ボエティウスは、神が存在するにもか

かわらず、なぜこのような耐え難い悪が存在する

のか、という有神論の立場で考えた。もちろん、

その時の神は全知全能であり、すべてを前もって

決定している決定論的な神であった。こうした神

の観念のもとでは悪もまた前もって（神によって）

決定されているから、人間の自由意志にもとづく

責任も問えなくなる。ボエティウスがこうした問

題に対する解として提出したのが永遠の現在とい

う考えであった。神にとっては過去も未来もなく、

                                                   
31 ボエティウス、畠中 尚志訳『哲学の慰め』岩波文

庫、一九三八年。 
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現在のみが存在するのであり、そのもとで生きる

人間は神のまなざしにさらされており、人間は完

全体としての神を絶えず見つめつつ生きよ、とい

うことがかれの解であった。要するに、ボエティ

ウスは、神が存在しすべてを決定しているという

有神論的神学のもとで、悪の存在を理解しようと

した。悪とは完全体からほど遠く神にまなざしを

向けない欠如体なのだ。わたくしは、ボエティウ

スの試みは失敗していると考える者だが、悪の存

在を理解するために、神の存在を引き合いに出し

てくるのは典型的に有神論的思考であると考える。	 

ところが、無神論者には神学（神にかんする教

義の体系）は存在しない。「神が存在しない」とい

う言明も神学であるという人は言葉遊びをしてい

るにすぎない。立花氏は、無神論者は悪の存在を

どう受け止めるのか、と問い、「いずれにせよ、現

実の悪の存在の問題は残っているのだ」と言う。

わたくしは、立花氏が神学をもたない無神論者は

悪の問題を扱えないのだと想定していないならば

幸いだと思う。無神論者は問詰される覚えはまっ

たくない。	 

わたくしは無神論者に対してこうした問いを投

げかけることはポイントレスあると思う。第一に、

無神論者が悪の存在を認めることは明白であろう。

なんら罪を犯していないにもかかわらず、死刑を

宣告された者とか、それどころか、死刑に処せら

れてしまった者もいる。かりに無神論はこうした

ことを悪として認めることもないなどと想定する

のなら、それは無神論者に対する信じられないほ

どの無理解を露呈しているにすぎない。神がいな

ければ、悪を定義することも理解することもでき

ないなどというのは、有神論者の思い上がりにす

ぎない。わたくしは立花氏が自覚なき有神論者で

はないことを祈るのみである。もちろん、議論の

仕方としては悪の存在を認めない無神論者を想定

することも可能であろうが、そのようなものを論

じることには現実的意義はほとんどないだろう。

第二に、無神論者もまた道徳を有している。かれ

がそれにもとづいて悪に対して道徳的判断を下す

のは自明であろう。たとえば、通り魔的殺人があ

れば、無神論者がその道徳にもとづいて「許しが

たいことである」といった判断をくだし、自己の

道徳（ひろく、知的枠組み）のなかでたとえば罰

せられるべきであるといったように「理解」する

であろう。	 

わたくしは、無神論者のなかに神の存在は否定

しつつも何らかの形而上学的観念を引き合いに出

して悪の存在を「理解」しようとする人がいる可

能性を否定する者ではない。しかしながら、そう

したことは少なくともわたくしの論題ではない。

いまわたくしが論じるべきは、有神論的観念を排

除して、また可能なかぎり形而上学的観念を利用

することなく、悪の存在をどう「理解」すればい

いのかという問題である。	 

わたくしは、この問題はきわめて簡単であると

思う。無神論者、とりわけ無神論的・（汎批判的）

合理主義者は、悪がいかなる状況で出現したのか

を可能なかぎり正確に状況分析し対策をたてれば

いいだけの話だ。それで悪の存在の問題がすべて

解決するかと言えば、そのようなことはないだろ

う。また、悪をひき起こした人間を、可能な場合

には、処罰し、再発予防策をたてたところで、悪

をこうむった人の喪失感や悲しみが消えてなくな

ることもないだろう。こうしたことは自明のこと

がらに属する。	 

喪失感や悲しみに対して無神論者は何の対応も

取れないという想定をおこないつつ、立花氏が「い

ずれにせよ、現実の悪の存在の問題は残っている

のだ」と力むのであれば──わたくしはそうでな

いことを望むが──、わたくしはそこに無理解し

か見ることができない。無神論者とて人々と連帯

し喪失感や悲しみに対して何らかの「慰め」をも

たらそうと努力するのは自明のことではないだろ

うか。そこにはさまざまな芸術も属するだろう。

もし、そうした芸術は神の観念なしには成立しえ

ないなどと考える人がいるとしたら、それは単な
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る有神論的思い上がりにすぎない32。「慰め」と「思

い上がり」は峻別されねばならない。	 

わたくしの考えでは、ここに描いたような無神

論者は合理主義者の範疇に入る。立花氏は、こう

した合理主義的無神論者を無視してかかって、悪

の存在をどう理解するのかといった・有神論の影

響下での問いを投げかけているに過ぎないのでは

ないだろうか。そうした問いを投げかける前に、

「いずれにせよ、現実の悪の存在の問題は残って

いるのだ」と主張するならば、氏自身の寛大な批

判的合理主義によってこの問題をどう扱ったらよ

いのかを考察すべきだろう。なすべきことはまた

しても現実の問題と取り組むことだ。	 

	 

4	 理性と信仰	 

4-1	 科学と宗教	 

	 

立花氏は、科学と宗教の関係についても論じて

いる。ただ、その議論はポパーの議論を繰り返し

ているにすぎないように見える。この関係につい

て、氏がポパーから引用している個所を最初に掲

げさせてもらってから論を進めていくことにしよ

う。	 

	 

「私の見解では、科学と宗教の反目は双方の侵害によ

って引き起こされたものである。・・・宗教的信仰

（ religious	 faith ） と 科 学 的 知 識 （ scientific	 

knowledge）は、ふたつのまったく異なったレベルに位

置し、しかもこのことが、宗教と科学が衝突することも

ありえないし、また互いに支持することもありえない理

由である。・・・科学の領域と宗教の領域は相互に抵触

するものではない」（Science	 and	 Religion,	 After	 the	 

Open	 Society,	 p.41,	 43,	 48.）	 

                                                   
32 慰めの問題については、ここでの問題をより詳しく

論じている拙稿「慰め」（平成 23年 10月、『モラリア』
東北大学倫理学研究会第 18 号、p.70-85.）を参照して
いただきたい。これは、筆者のホームページ

（http://emousa3.sakura.ne.jp/FreeFiles/freefiles.htm
l）よりダウンロード可能である。 

	 

立花氏は、ポパーのこの主張33を検討することも

なく全面的に受容しているように見える。それゆ

え、ポパーの見解を検討することから議論を進め

ていきたい。	 

まず、この引用文にかんしてポパーが使用して

いる「宗教」ということばでなにが意味されてい

るのかが問題になろう。ふつうに解釈すれば、「宗

教」のうちには科学と反目しあってきた宗教、た

とえばガリレイ裁判をおこなったローマ・カトリ

ックなどが数え入れられることになろう。わたく

しはこうした解釈をここではとりあえず常識的解

釈と読んでおきたい。他方で、わたくしはポパー

の言う「宗教」は科学と矛盾しない宗教という意

味をもっていると思う。本稿ではこの点をテキス

ト解釈によって論証している余裕はないので、わ

たくしの独断として受け止めてもらってもいい。

そして、これはじつにわたくし自身が認め、自説

としている宗教解釈でもある34。この解釈をここで

は非抵触的解釈と呼んでおこう。もちろん、非抵

触的解釈が宗教を非抵触的に定義するだけなら、

経験的議論としてはほとんど重要性がなくなり、

ポパーの主張は分析的に真となってしまうか、せ

いぜい求められるべき宗教という意味合いしか

もたなくなるであろう。この点を考えると、わた

くしは常識的解釈をとってポパーを批判せざるを

えないと考える。	 

わたくしは、「事実からの価値批判の原則」が成

立するかぎり、「……ふたつのまったく異なったレ

ベルに位置し、……宗教と科学が衝突することも

ありえない」というポパーの主張は成立しないと

考える。そして、この点は拙著においてチベット

仏教の例を使って説明し手おいたところである。

宗教と科学は現実において、干渉し衝突しあって

                                                   
33 S.J.グールドが主張するノーマ原理はポパーの主

張に酷似している。参照、新妻 昭夫訳『神と科学は共
存できるか』日経 BP社 2007年、一二ページ。 

34	 注 20 を参照されたい。 
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いる。	 

ところが、立花氏はまさに「事実からの価値批

判の原則」を問題視する。まず、その個所を引用

してから議論を進めていこう。	 

	 

「……氏の原則は、正確には、できない（cannot）

からすべきでない（ought	 not）を導き、これに訴えて、

できないことをすべきだとする立場（これにはさまざま

な理論や実践の指針が含まれる）を批判する形になって

いる。……倫理学の分野では、このテーゼの当否を巡る

論争は今日にいたるまで続いている。……「できないこ

とはすべきではない」が成立する場合は確かにあるが、

論理法則のように例外なく
．．．．

成立するものではないこと

は少なくとも言えるだろう。」（書評、注 4、強調は引用

者）	 

	 

実質的な議論に立ち入る前に、わたくしにはよ

くわからない点があるのでまずそれを指摘させて

いただきたい。立花氏は、わたくしの言っている

原則は「正確には」”cannot”から”ought	 not”

を導く議論であると言っている。よくわからない

というのは、「正確には」ということばの意味で

ある。わたくしは、「事実からの価値批判の原則」

を「should	 は can を含意する」というかたちで定

式化した35つもりであり、その対偶の「できないこ

とはすべきでない」によって、「できないことをす

べし」とする立場を批判した。対偶の形で定式化

することが、最初の言明（いまの場合、立花氏の

ことばで言えば、「すべき（ought）はできる（can）

を含意する」）を正確にするのだろうか。最初の言

明とそれの対偶言明とは論理的に等値なはずだ。

どうして対偶言明のほうが正確なのだろうか。	 

さて氏は「『できないことはすべきではない』が

成立する場合は確かにあるが、論理法則のように

例外なく
．．．．

成立するものではないことは少なくとも

                                                   
35 立花氏は”	 ought”ということばを使用している

が、”should”ということばを使用しようが、われわれの
文脈では問題にならないだろう。 

言えるだろう」と主張している。これは、言うま

でもなく、「事実からの価値批判の原則」を支えて

いる「should	 は can を含意する」という原則に疑

問をさしはさむものである。この主張が正しいと

仮定したら、どうなるか。	 

第一に、「『できないことはすべきではない』が

成立する場合は確かにある」と認めるならば、こ

れは事実が価値を批判する場合があることを承認

することになろう。そして、先に言及した常識的

解釈にたち、かつ、宗教が価値（規範）を含むも

のであることを認めるならば、「宗教的信仰

（religious	 faith）と科学的知識（scientific	 

knowledge）は、ふたつのまったく異なったレベル

に位置」するというポパーの主張を否定すること

になろう。また同時に、「科学の領域と宗教の領域

は相互に抵触するものではない」という主張も必

ずしも真ではないとして否定することになろう。	 

この点を立花氏の議論にそくしてもう少し細か

く見ておきたい。氏は、宗教的な、とりわけ有神

論的な、批判的合理主義者も存在すると考えてい

る。とすると、立花氏が本節に引用したポパーの

主張を擁護しようとしたら、常識的解釈にたちな

がら、宗教的な、とりわけ有神論的な、批判的合

理主義者のうちには、科学（事実）によって批判

されるような価値は混入していないと論証する必

要があるのではないだろうか。その論証が成功す

るならば、宗教と科学は抵触しないという主張を

維持できるかもしれない。しかし、その場合でも

宗教の全歴史にわたってそう論証できるかどうか

ははなはだ疑問ではないだろうか。	 

他方、「混入していないと論証」できないのであ

れば、氏は「科学の領域と宗教の領域は相互に抵

触するものではない」というポパーの主張を全面

的に受け入れることはできなくなるのではないだ

ろうか。	 

以上は、わたくしが「『できないことはすべきで

はない』が成立する場合は確かにある」という主

張の帰結と見なすものだが、わたくしとしては立
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花氏の反論を待ちたいところである。なぜなら、

立花氏はここに取り上げたポパーの見解を全面的

に受容しているのだから。	 

第二に、「「できないことはすべきではない」が

成立する場合は確かにある」と認めたならば、そ

れは当然わたくしの議論にも影響してくるので、

ここではその点にも触れておかねばならない。も

し立花氏の主張する通りであったなら、「事実から

の価値批判の原則」は成立する場合もそうでない

場合もあることになるだろう。としたら、氏はわ

たくしを批判しようとするかぎり、わたくしが拙

著でおこなった議論が、立花氏が言うところの「成

立しない」場合にも、成立しているという前提で

進められているかどうかをチェックする必要があ

るだろう。そしてわたくしが、「成立しない」場合

にも「事実からの価値批判の原則」を利用してい

るならば、わたくしの議論は正しくないというこ

とになろう。	 

では、立花氏はこうした意味でのチェック作業

をおこなっているか。残念ながら、どこにおいて

もおこなっていない。これでは、氏の議論はわた

くしに対する批判としてははなはだ中途半端であ

り、可能性に立脚する議論であって現実的な批判

ではない36。氏はわたくしの議論を批判するならば、

そうした個所を具体的に指摘しなければならない

はずだ。	 

誤解を避けるために言っておきたいが、わたく

しは、当然のことながら、「すべき（ought）」とい

う概念と「できる（can）」という概念の定義次第

では、立花氏が念頭におくような「例外なく
．．．．

成立

するものではない」と言えるような事態も生じう

るのかなとは思う。しかし、それはどのような規

範論理学を想定するかに依存するであろう。たし

                                                   
36 詳しくは拙著『討論的理性批判の冒険』一一三ペー

ジ以下を参照されたい。そこでセクストゥス・エンペイ

リコスに触れながら、外見的には批判とか論駁と見える

にもかかわらず、実際には批判とはいえない例に触れて

おいた。 

かに、そのような規範論理学のフォーマリズムの

研究はなされてよいことであって、初めから煩瑣

だなどという理由で拒否される筋合いのものでは

ない。	 

しかしながら、問題は特定のフォーマリズムを

設定し、「例外なく成立するものではない」ことを

論証したところで、フォーマリズムを現実に適用

するには解釈が必要である。しかも、拙著の議論

を批判するには、そのような解釈のみでは役に立

たないのであって、現実に拙著における「すべき

（ought）」と「できる（can）」との意味連関がど

のようになっているかも究明しなければならない

はずだ。	 

拙著においてわたくしは、不十分と言われるか

もしれないが、自分の議論を支えるために、「でき

る」と「できない」の意味連関をいくつかの具体

的例にそくして検討したつもりである。というの

も、そのようにすることがわたくしの「事実から

の価値批判の原則」の現実的適用の妥当性をあき

らかにすると考えたからである。しかしながら、

残念と言うべきなのだろうが、立花氏は拙著のこ

うした側面を完全に無視した。もちろん、その理

由はわたくしにはわからない。	 

	 

4-2	 理性信仰の問題	 

	 

さて、氏は上述した科学と宗教の関係での批判

ほかにも、理性信仰の問題を提起してわたくしを

批判している。この問題は、わたくし自身も前々

から関心を払ってきた問題なので、ここでそれに

触れておいた方がよいであろう。その際には可能

なかぎり氏の主張にそくすることを心がけたい。

（本稿はとりあえず氏の批判に答えることと、わ

たくしの考えのある部分の説明を目指すものであ

って、自説の体系的展開を意図しているわけでは

ないことをあらかじめお断りしておきたい）。	 

まず、「理性信仰」に触れている氏のつぎの主張

を取り上げることにしよう。	 
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「汎批判的合理主義の基準によれば……批判的合理

主義を提唱したポパーすら、真の合理主義者ではないこ

とになってしまうのではなかろうか。バートリーの批判

を受けても、ポパーは、例えば、「理性信仰
．．
」を最後ま

で放棄しなかったし、無神論者でもないからである。」

（書評、注 28 に対応する文）	 

	 

これもまた奇妙な主張である。自説を最後まで

放棄しないことが真の合理主義者の証しになるの

だろうか。汎批判的合理主義の規準はそんなこと

を語っていないだろう。また、批判された人間は、

批判されたなら即座に自説を放棄しなければなら

ないのだろうか。批判は、一般的に言って、相手

を一発でやりこめてしまうほどの決定性、最終性

をもつのだろうか──もちろん、そうしたものも

あることは認めねばならないだろうが。「汎批判的

合理主義の基準」は、批判は決定性、最終性をも

つとは想定していない。汎批判的合理主義はどん

な議論（批判）でも批判されうると主張していた37

のだから。としたら、そのことはみずからがおこ

なう批判にもあてはまることだろう。ポパーの反

証主義でさえ、反証子が最終的決定性をもつなど

とは想定していない。さらに、「汎批判的合理主義

の基準」は、批判された者はその批判を受容し、

見解なり立場なりを変更しなければならないと

主張しているのであろうか。批判された者が批判

を受け入れるか入れないかはまったく個人の自由

に属することだ、と思うのだが38。こうした自由も

                                                   
37 この点についてはミラー上掲論（注 16を見よ）が

大変啓発的である。わたくし自身はミラーのこの論文「d. 
CCR のパラドックス性」におけるバートリー批判は妥
当であると考える。合理性は、「立場」にかかわるのか、

「言明」にかかわるのかという問題も絡んでいる。また、

ミラーの議論が妥当であると認めると、拙著『討論的理

性批判の冒険』における関連の箇所を修正する必要が生

じるが、いまだそれを果たしえないでいるのは、遺憾と

するところである。 
38 これは、すでに論じたように、思想信条の自由の理

解の仕方にもかかわることである。 

許容しないのが汎批判的合理主義であると立花氏

が考え、そしてここに引いたような・問いかけの

形をとった非難を投げつけるのであれば、わたく

しはそこに汎批判的合理主義のみならず、批判的

合理主義への無理解を見るのみである39。	 

バートリーが語ったのは、相手からの批判の正

しさと自説の誤りを認めるにもかかわらず、その

ことを承認しないという矛盾を平気で犯す者を非

合理主義者と呼ぶといったことである。かれの合

理性理論にしたがっても、ポパーがバートリーの

批判を承認しないのであれば、そこには論争状態

が生じていると考えるべきだろう40。われわれはそ

うした状態にはなんらかの（状況の）必然性があ

ると仮定すべきであって、批判された者を一方的

に非合理主義者と決めつけるのは慎むべきである。

この文脈で大事なことは、いかなる形であれ信仰

をもちつづける──これはドグマへのコミットメ

ントの一形態でありうる──ではなく、議論をつ

づけることだ。だから、立花氏がポパーは真の合

理主義者であると主張したいのであれば、「信仰」

をもちつづけたと主張するのではなく、議論をつ

づけたと語るべきだろう。わたくしには、立花氏

は理由を取り違えているように思えてならない。	 

さらに、上記引用箇所における立花氏の主張に

は不可解なところがある。氏は、「……ポパーすら、

真の合理主義者ではないことになってしまうので

はなかろうか」と問いを投げかけて、そんなはず

はありえないという前提のもとで、ポパーは「無

神論者でもないからである」という理由を挙げて

いる。ここでわたくしは聞き返したいのだが、無

神論者でなくても（真の）合理主義者になりうる

                                                   
39 これは、先に論じた寛容の原則にかんする氏の理解

とも通底しあっていると思う。 
40 わたくしは、ポパーが「「理性信仰」を最後まで放

棄しなかった」かどうかは、疑問であると思う。『実在

論と科学の目的』（第一部、第二節）などを読むと、立

花氏が望むような言葉はないにしても、実質的にバート

リーの立場（非正当化主義）を受け入れていると解釈で

きると思うからである。しかし、この点は別に論じれば

よい点であろう。 
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から、汎批判的合理主義の合理性規準は間違って

いるということなのだろうか。もし氏がこう考え

ているのであれば、氏は汎批判的合理主義の合理

性規準は無神論者でないこと、つまり不可知論者

であるか有神論者であることを暗黙の裡に合理主

義者であることの条件にしているのではないだろ

うか。もし、氏がそうしているのであれば、わた

くしはきっぱりと「否」と答えておきたい。そも

そも「汎批判的合理主義の規準」は、立場の合理

性を問う際の規準であって、合理主義者でありう

るためにはかくかくの主義者である必要があるな

どと述べる規準ではないからである。	 

立花氏の議論は、汎批判的合理主義の提起する

「合理性の規準」が方法論的にすぎないことを再

度見落とした議論ではないだろうか。この規準は、

合理主義者（汎批判的合理主義者）の知的態度の

在り方、方法論的原則を語っているにすぎない。

汎批判的合理主義の「合理性規準」は、たまたま

この規準の提唱者が無神論者であったとしたとこ

ろで、汎批判的合理主義者は無神論者であらねば

ならないとは語っていない。バートリー自身がこ

の基準を宗教の領域で適用して無神論者を名のっ

たという事実と、規準そのものとを混同してはな

らない。かりにバートリー自身による有神論批判

が間違っており、かれがその点を認めて、有神論

者になってもかれが自身の「合理性の規準」を批

判的に保持しているならば、かれはまさに有神論

的汎批判的合理主義者となろう。再度いうが、バ

ートリーは無神論者であることを合理主義者であ

ることの必要条件などにはしていないということ

だ。したがって、ポパーは無神論者でないのに合

理主義者であるなどという主張はポイントレスな

批判であると評せざるをえない。もし、立花氏が

実質のある議論をしようと思うならば、ポパーの

ような不可知論的合理主義者とか有神論的合理主

義者が存在するという事実なるものを指摘するこ

とではなく、その合理主義がバートリー的な無神

論を論破していることを示すことであろう41。そし

て、そのときに汎批判的合理主義の「合理性の規

準」を用いてその議論をおこなうならば、それは

きわめて強力な批判になるだろうとわたくしは考

える。	 

	 

4-3	 非合理主義への最小限の譲歩	 

	 

ポパーは批判的合理主義者を名のった。そのと

きかれは、批判的合理主義には非合理主義への最

小限の譲歩があることを自認した。それに対して、

周知のように、バートリーはそれが正当化主義の

枠組みにおけるコミットメントへの退却であると

して批判した。じつはこの間の事情については、

わたくしは拙著『討論的理性批判の冒険』（未來社、

一九九三年）において、テキストにそくして詳しく

分析したことがある。ここでは、議論の展開上、

じゃっかんの繰り返しをおこなわざるをえないの

で、読者のご寛恕をあらかじめ乞うておきたい。	 

周知のように、ポパーは『開かれた社会とその

敵』第一版の第二四章では次のような考えを表明

していた。	 

	 

「誰であれ、合理主義的態度を採用する者が、まさに

そうするのは、論拠もないのに、ある種の提案あるいは

決心または信念もしくは習慣ないし行動──これらも

また翻って非合理と呼ばれざるをえないのだが──を

採用したからである。いずれにせよ、それは非合理な理
、

性信仰
、、、

と記されよう」42	 

	 

ここでポパーは、合理主義的態度を正当化しよ

うとしたら、それ自体は正当化しえない──それ

ゆえに、「非合理な」と記さざるをえない信仰──

理性信仰──に訴えざるをえないと述べている。

                                                   
41 すでに 3.1節で指摘したが、フィッシュとラオール

に言及した氏の議論は成功してはいない。 
42 K. R. Popper, The Open Society and its Enemies, 

New Jersey: Princeton University Press, 1950, p. 416. 
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ポパーによれば、あらゆることを合理的討論によ

って正当化しようとする（包括的）合理主義者は、

まさしく「あらゆることを合理的討論によって正

当化しようとする」という原理そのものを正当化

しえないのである。なぜなら、この態度そのもの

が前もってすでに採用されていなければそれはで

きないからである。それゆえにポパーは、「根本的

な合理主義的態度は非合理な決定あるいは理性へ

の信仰によって基礎づけられる、という事実を承

認する批判的合理主義」(Ibid., p.417.邦訳二一三ペー

ジ)が成立すると考えた。言い換えれば、合理主義

的態度はもろもろの討論を成立させる根本原理で

あるにもかかわらず、それ自体は合理的討論を通

じて正当化されることはないのであり、すでにし

て何らかの形で受け入れられていなければならな

い、と考えたのである。この点をポパーは、「非合

理主義への最小限の譲歩」（邦訳二一四ページ）と呼

んだのであった。	 

結局のところ、批判的合理主義の根本には「非

合理主義への最小限の譲歩」、ことばを換えれば、

理性信仰があるということだ。それは、ポパーに

よれば、「わたくしが間違っていて、あなたが正し

いのかもしれない。だから、努力すれが真理にい

っそう接近しうるかもしれない」という合理主義

者の根本的態度そのものを支えるものである。だ

から、この「非合理主義への最小限の譲歩」とし

ての理性信仰は、合理主義的態度が成立している

ときに、その内部で取り上げられ論じられるさま

ざまな信仰（beliefs）とは明らかにレベルが異な

る。わたくしは、そうした論じられる、つまり、

批判可能で訂正可能な信仰をポパーの理性「信

仰」という意味での「信仰」と区別しておくた

めに「信念」ということばを使うことにしたいと

思う43。例としては、たとえば、核のない世界を造

                                                   
43 ポパーは、わたくしの言う「信念」を「推測」とい

うことばに、そして「信じる」を「……についての理論

とか推測を提案する」ということばに置き換えることを

提案している。『実在論と科学の目的』(上)第二節を参照

ろうという希望とか、そういう世界が存在しうる

という信念を挙げることができよう。こうした信

念が、ポパーの理性信仰における「信仰」とは根

本的に異なったレベルに位置していることは明ら

かだろう。	 

このさい、これに対応してもう一つの区別にも

言及しておきたい。それもまた用語の区別にかか

わるが、正当化主義が挫折したときにおける「コ

ミットメントへの退却」にかかわるものである。

これを語る言葉はいろいろある。信仰ということ

ばがこの意味で使用されることはいま指摘したば

かりであるが、このほかに実存主義的文脈でのア

ンガージュマンとか、不合理なるものへの飛躍と

か、決断主義の意味での決断といったものが代表

的なところであろう。これらはいずれも、批判を

拒むために使用されることが多く、もうこれ以上

は議論しないということを伝えるための言葉にな

っている。こうしたことばのうち、とくに注意し

なければならないのは「決断」である。このこと

ばは、非合理主義の文脈でコミットメントへの退

却を語っている場合もあれば、もっと軽い意味で、

つまり、合理主義の文脈で批判に開かれた訂正可

能な意味で用いられているときがある。わたくし

は、この後者の使い方で用いられているときには

「決定」ということばを使うつもりである。たと

えば、ある科学的仮説の採否といったことは、ま

さしくこの意味での決定である。さらにこの意味

を強調したければ「暫定的」という形容詞を補え

ばよい。	 

「信仰」も「決断」も正当化主義の枠組みの内

部にいて、正当化が挫折するとき（あるいは、中

断されるとき）に生じてくる。しかしながら、こ

の枠組みが取り払われてしまい、非正当化主義の

枠組みで議論が進行するときには、言うまでもな

く、「信仰」も「決断」も批判に開かれており、当

然のことながら修正や訂正の対象になりうる。し

                                                                               
されたい。 
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たがって、いかなる枠組み（framework）で議論が

なされているかが重要なのであり、これを無視し

た議論は誤解を増幅するのみである。	 

ところで立花氏は次のように述べる。	 

	 

「ミラーは、真理の探究において決断
．．．．．．．．．．．

〔決定
．．
〕がどう
．．．

しても必要だ
．．．．．．

とみなしているのに対して、バートリーは

決断〔決定〕を非合理だと呼んで
．．．．．．．．

、それを消去しようと

している点にあると思われる」（信仰論、七ページ）	 

	 

ここでは、立花氏のミラー解釈については問わ

ない。論点は「バートリーは決断〔決定〕を非合
．．

理だと呼んで
．．．．．．

、それを消去しようとしている」と

いう点にある。立花氏は、わたくしが区別したば

かりの「決断」と「決定」を一緒くたにしている

ように見える。わたくしは、バートリーが「決断」

を非合理だと呼ぶことはかれの理論からして当然

のことだと思う。そしてかれが「決断」を非正当

化主義という新しい枠組みのもとで「消去」しよ

うとしたか否かはともかくとして、新しい枠組み

のもとにたった時それを批判可能な「決定」のレ

ベルで捉えたのもまた当然のことである。氏の議

論が枠組みの相違を無視した議論であるならば、

汎批判的合理主義に対する無理解を示しているだ

けであって、批判としての有効性はないだろう。	 

問題は、「真理の探究において決断〔決定〕がど

うしても必要」か否かという点にある。しかし、

これもまたわたくしには奇妙な問題設定と思われ

てならない。もし、「真理の探究において決断〔決

定〕がどうしても必要」であるという観点から汎

批判的合理主義を批判しようとするならば、汎批

判的合理主義の「方法論的規準」は「決定」を排

して古代の懐疑主義者が語るような判断中止（エ

ポケー）を規準（ルール）として推奨していると

でも論証すべきだろう。それが、人ではなく、思

想に対する批判というものだろう。ところがわた

くしには、そのような論証ができるとは思えない。

そもそも研究が進めば、説の取捨選択が生じるの

は当然のことだ。そこには決定が必然的に介在し

ている。本稿とて、立花氏の議論を批判し棄却す

るという決定のもとでわたくし自身の説を展開し

ている。こうしたことはバートリー自身も有神論

を排して無神論を支持するときにおこなっている

ことだ。また基礎言明の採否の「決定」──研究

の特定の局面においてはこの「決定」が高度に困

難なことは当然あるだろうが──は、あらゆる研

究において必須であろう。そうでなければ、研究

が前進するはずがない。わたくしには、汎批判的

合理主義の「方法論的規準」がこうした「決定」

を排除しているなどという主張は疑いの目をもっ

てみることしかできない。	 

もちろん、バートリーがこうした「決定」をお

こなうべきところで躊躇した、あるいは、回避し

たという可能性は否定できない。汎批判的合理主

義の提唱者であるバートリーという一個人におい

て言行不一致が生じている可能性はたしかに否定

できないであろう。そしてそれを指摘することは、

バートリーの言動に対する批判にはなるであろう

が、汎批判的合理主義の「方法論的規準」そのも

のに対する批判としては、破壊力のきわめて弱い

批判でしかない。	 

わたくしは、こうした批判が生じてくる背景に

は「決断」と「決定」を十分に区別せず、取り違

えて批判しているからではないかと推測するが、

ここではそうした推測で時間をつぶすよりも話を

先に進めていきたい。要するに立花氏は次のよう

に主張したいようである。	 

	 

「正当化不可能だとしても、批判に対して開かれてい

れば合理的だと仮定するのであれば、正当化不可能な

決断〔決定〕を行ったとしてもその決断〔決定〕が批判

に対して開かれていれば、それを非合理と呼ぶ必要は

まったくないはずだ」（信仰論、八ページ以下。強調は

小河原）	 

	 

この主張は、いまわたくしが述べたばかりの「決
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断」と「決定」の違いを無視しているのみならず、

肝心な点を見落としている。氏は、あっさりと「決

断〔決定〕が批判に対して開かれていれば」と

述べているが、非合理主義者あるいは、教条主義

者はみずからの決断〔決定〕を批判に対して開い

ているのだろうか。とりわけ、バートリーが分析

したように、批判と正当化とが分ちがたく融合さ

れているのであれば、かれらにおいて簡単に「開

かれている」とは言えないだろう。バートリーの

議論は、かれらは非合理であることへの「合理的

な」言い訳（たとえば、君もまたしかり（tu	 quoque）

論法）をおこなうことによって、じつは批判に対

して「閉じている」のだと主張していたのである。

もちろん、汎批判的合理主義者の立場からすれば、

かれらの決断〔決定〕は最初から批判可能なので

あって、わざわざ「批判に対して開かれていれば」

などと「仮定する」必要はないことだ。バートリ

ーは、簡単に言って、あらゆる立場が批判可能で

あると主張しているのだから。問題は、それにも

かかわらず、かれら非合理主義者が決断〔決定〕

を批判に対して開かないという点にある。した

がって、そうした態度を非合理的と呼ぶことにな

んの不都合もないだろう。	 

つづけて立花氏は、おそらく氏自身にとっての

問題としてなのだろうが、「ポパーの「理性信仰」

の信仰
．．
は非合理ではなく、また非合理な信仰主義

（fideism）でもない可能性があること」（信仰論、

九ページ）を究明したいようだ。しかし、これは

わたくしにはきわめて不可解な問題設定に思われ

る。ポパーの「理性信仰」を汎批判的合理主義の

枠組みの中におけば、それは批判可能になり、「合

理的」──十分に批判に耐えているならば──と

呼ばれうる立場になるし、信仰主義でもないと言

えるだろう。このことを立花氏は十分に理解して

いるはずだ。また、立花氏は、J・クラフトに対す

るポパーの言及を引いて、信仰を積極的に評価す

る可能性を指摘している。しかしながら、ポパー

が評価しているクラフトの「信仰」は、わたくし

のことばで言う「信念」と解釈すれば、ことはす

でに十分に解明されてはいないか。わたくしとし

ては、氏が幻想としての問題にとらわれていない

ことを祈るのみである。	 

このように述べたとはいえ、わたくしは、氏が

汎批判的合理主義とは違った枠組みのもとでポパ

ーの「理性信仰」のいわゆる「非合理性」を非合

理ではないと解釈する可能性を全否定しているわ

けではない。つまり、汎批判的合理主義とは異な

った新しい知的枠組みを提供する可能性は閉ざさ

れていないであろう。しかし、それをするのは立

花氏の課題であって、言うまでもなく、わたくし

の課題ではない。この点では、成功を祈るとしか

申し上げようがない。	 

	 

4-4	 理性は信仰されるものなのか	 

	 

ここでは、立花氏への反論から少し離れて、理

性と呼ばれているものそのものについて考え直し

てみたいと思う。	 

第一に「理性信仰」といわれるときの「理性」

はいかなるものなのか、という点が問われてよい。

ポパーにそくしてみると、かれは『開かれた社会

とその敵』第二四章第一節で、理性あるいは合理

的態度といったものに言及しており、簡単に言え

ば、論証と経験を大事にする科学的態度とよく似

たものを考えている。かれはこの態度の社会的性

格を強調し、「われわれの理性は、われわれの言語

と同じく他人との相互交流に負うている」（邦訳二

〇八ページ）と述べている。	 

わたくしはポパーの主張に異議はない。それは、

より簡潔に言えば、理性的態度あるいは、合理的

態度とは、経験的データなどを含めてさまざまな

材料を用いながら、論証を試み、かつそうしたも

のを傾聴する態度、と言ってよいのだろう（邦訳二

〇九ページ）。論証を支えるのは、言うまでもなく、

論理学によって研究されるような一連の推論規則

（たとえば、ＮＫのシェーマ）であろう。この点
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に関してミラーは次のように述べているが、正鵠

を射ていると思う。	 

	 

「論理的推論の規則体系は、トートロジーのようにわ

れわれが採用する他の立場からのたんなる帰結といっ

たものではなく、合理主義の立場そのものを構成する不

可欠の要素である」（上掲論文、三七ページ）	 

	 

この推論規則が最小限どのようなものであれば、

理性的態度を支えうるのかという問題は、それ自

体興味深い問いであるが、ここでの問題ではない。	 

理性的態度が、言語の習得と同じように、われ

われの社会生活のなかで形成されてくるのであれ

ば、われわれが人生のいつの時点で理性を信仰す

るようになったかと問うことにはほとんど意味が

ないだろう。それは、信仰なくして身についたと

言わざるをえないだろう。たとえば、特定の政治

的あるいは、宗教的信念（信仰）などであれば、

それをもつに至った時点あるいは、もつに至った

経緯を語ることができるかもしれない。しかし、

われわれの圧倒的大多数は自分の人生の特定時点

で、理性を信仰しているとか、理性が普遍的であ

るといった信仰をもっているといった告白をおこ

なうであろうか──もちろん、そうできる人もい

るかもしれないが。われわれは、ポパーの言うよ

うな意味での理性的態度を信仰によってではなく、

社会生活のなかで習得し、かつ維持している。も

ちろん、だからといって明白なことながら理性的

態度が正当化されているわけではない。それは、

たとえばわたくしのことば遣いがいつでも正当化

されているわけではないのと同じである。	 

ところが、こうした考察とは対照的に、ポパー

の思考は理性的態度の「確立」という問題から正

当化主義にどんどん引きずり込まれ、すでに指摘

したように、理性的態度そのものは、論理的論証

によっても経験によっても確立されえず（上掲邦

訳二一二ページ以下）、理性への非合理な信仰によ

ってのみ支えられるという結論に到達するのであ

る。	 

しかし、これはじつに奇妙な議論の仕方ではな

いだろうか。第一に、なぜ理性的態度は「確立」

されねばならないのだろうか。「確立」ということ

の意味が、ひとりでも多くの人がこの姿勢をもつ

ようになるという意味であるならば、そこにある

のは社会的啓発の問題であろう。ところが、ポパ

ーが論じているのは、むしろ、哲学的問題である。

こうした観点から見たとき、確立されねばならな

いと発想すること自体が正当化主義の圧倒的影響

下にあることを示してはいないか。理性的態度は

正当化されていずとも、批判を受け入れ修正され、

場合によっては廃絶されうる態度であるならば、

それで十分ではないのだろうか。	 

この点は、われわれにおける言語の習得過程と

比較してみるならば、幾分か明瞭になるだろう。

たとえば、われわれが日本語を習得するとき、語

彙のみならず文法も習得するが、その過程で誤っ

た語彙や文法を習得しそうになった時、あるいは

習得してしまったとき、そこでは他者による批判

が働くのであり、誤りは訂正されていく。言語を

全体として見たとき、語彙の変遷ははげしく、文

法は比較的安定していると言えるかもしれないが、

両者ともたえざる批判にさらされており、歴史的

に見ればともに変化していくと言わざるをえない

だろう。	 

理性的態度の習得についても、同じことが言え

るだろう。子供は、この態度の根幹にある推論規

則を習得する過程で、誤謬推理をするならば、他

者の批判によって、あるいは、実践上における手

ひどいしっぺ返しによって誤りの修正を強いられ

るだろう。もちろん、推論規則それ自体は言語の

文法などよりもはるかに安定したものであって、

容易に修正されるものとは考え難いが、原理的に

は批判と修正に開かれていると言わざるをえない

44。	 

                                                   
44 ミラー、上掲論文、「e. 論理の批判不可能性」が大
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reductio ad absurdum 

思考モデルⅠ 

 

宗教上の諸信念 

さまざまな信念 

さまざまな形而上学的信念 

理性（論理）への信念 

わたくしは、理性的態度は、啓発される必要は

あるとしても、正当化される必要のないものだと

考える。それはすでにして批判に開かれているの

であり、自己廃絶の可能性を含めて妥当な批判に

よって修正されうる。それで十分なのだ。（もちろ

ん、修正に応じない人物もいるだろう。しかし、

そのような人はおそらく非合理主義者として分類

されるだろう）。なんども言うが、この態度は、ポ

パーの語るような理性信仰によって確立されるも

のではなく、言語の習得と同じように、実践のな

かで洗練されていけばいいものなのだ。理性信仰

によってこの態度を「確立」しようとする発想こ

そまさしく正当化主義の文脈のなかにある。	 

理性的態度は、言語がそうであるように、一種

の社会的媒体なのであり、われわれはそこに生れ

落ちてくるだけである。そしてそこで、とりわけ

信仰（信念）を含めてあらゆるテーマを可能なか

ぎり論じ合うのだ。そのとき、なんらかの信仰（信

念）とか主張とかテーゼ、あるいは見解とか立場

といったものを論証によって正当化することはで

                                                                               
いに参考になる。 

きない。われわれにできることは、それらのなか

に誤りを発見することによって、非正当化するこ

とである。非正当化主義とはこうした考え方に対

する名称である。もっと簡潔に述べるならば、あ

らゆる主張に対して──言うまでもなく、この主

張そのものに対しても──帰謬法（reductio	 ad	 

absurdum）を適用することなのだ。そして、もち

ろん、謬にみちびかれることのなかった見解など

は、比較秤量され、よりよいものが選択されるで

あろう。	 

ここで述べている考えは左図のように提示でき

るかもしれない。青色の楕円状の枠線は、われわ

れの理性的態度が、あらゆる信仰、信念、また主

張を内部に包み込んでいることをあらわしている。

換言すれば、どんな特殊な宗教とか神秘体験への

信仰であれ、あるいはポパーの語るような理性信

仰であれ、原理的に批判的検討の対象になるとい

うことだ。もちろん、その批判は、批判の対象と

なるものを謬に導くこと（帰謬法の適用）を主眼

としている。	 

ところが、こうした考え方と比較して

みるとポパー自身の考えは、相当に異質

であるように思われる。かれは、非合理

主義を採用するか、批判的合理主義を採

用するかは選択の問題であり、決断

（decision）の問題であると言う。しか

もそれは、ポパーによれば、道徳的決断

（moral	 decision）の問題である（邦訳

二一四ページ）。かれによれば、包括的な

非合理主義を選ぶか、それとも、「私が『批

判的合理主義』と名付けておいた、非合

理主義へのあの最小量の譲歩を受け入れ

るか」という問題は根本的な道徳的決断

の問題であるとされる。そのときポパー

は、「論証がこのような根本的な道徳的決

断（fundamental	 moral	 decision）を決

定することはできない」（同所）と主張し

つつ、その一方で、選択肢からの諸帰結
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を注意深く分析する論証が選択を手助けしうると

主張する。ポパーは「決断の諸帰結の合理的分析

が決断を合理的なものにするのではなく、諸帰結

がわれわれの決断を決定するのでもなく、決定す

るのはいつでもわれわれである」（同所）と述べて

いる。わたくしは、この主張が「思考モデルⅠ」

においてのことであるならば、つまり、ここでポ

パーによって「決断」と呼ばれていたものが、わ

たくしのことばでいうところの「決定」であるな

らば、心底から同意することができる。しかしな

がら、わたくしが疑問に思うのは、ポパーが選択

肢の一つとしている批判的合理主義は、まさに諸

帰結の合理的分析を可能にする根本的な決断であ

ったはずだということである45。理性的態度が初め

に形成されていなかったら、諸帰結の合理的分析

がなされるはずもない。ポパーはそれを「非合理

主義へのあの最小量の譲歩」として語ったのだ。

だとしたら、それは「思考モデルⅠ」の内部に入

ってくることのできないものだろう。理性的態度

は、すでに「思考モデルⅠ」を語った時に述べて

おいたように、選択の対象になるものではなく、

まさに選択を可能にする理性の媒体なのだ。わた

くしは、ポパーのうちに次のような個所を見ると

き、この思いをいっそう強くする。	 

	 

「『無批判的』合理主義は整合的ではないから、問題

は知識と信仰とのあいだでの選択ではありえず、二種類

の信仰のあいだでの選択でありうるに過ぎない。したが

って、どちらが正しい信仰でありどちらが誤った信仰で

あるのか、というのが新たな問題である。私が示そうと

試みたのは、われわれが直面している選択は、理性およ

び諸個人への信仰と、人間を集団に統合する人間の神秘

的諸能力への信仰とのあいだに存在するということで

ある」（邦訳、二二六ページ）	 

	 

                                                   
45 わたくしは、こうした点もポパーの思想が誤解され

やすい一因ではないかと考える。 

ここでもポパーは、理性的態度がすでに成立し

ていることを前提して自分の主張を積み上げてい

る。そしてかれが提起する選択肢は、「理性および

諸個人への信仰」、つまり、ポパーのことばで言え

ば、理性への非合理な信仰と、「神秘的諸能力への

信仰」、つまり、非合理主義への信仰とのあいだで

の選択なのである。そしてポパーは、この二つの

信仰は、どちらかが正しいものであり、他方は誤

ったものであると言っている。しかしながら、わ

たくしは何度でも繰り返すつもりだが、正誤を論

じうるのはわれわれがすでにして理性的態度を採

用しているからなのだ。そしてポパーは、理性的

態度の採用が確立されるためには信仰が必要だ

と語っていたのだ。わたくしはここにポパーの思

考の不整合性を見る。理性的態度を確立するため

の信仰が、その信仰のすでに確立している世界で、

改めて選択の対象になるというのは、一種の論点

先取あるいは循環論法に等しい論じ方ではないだ

ろうか。	 

またわたくしには、「二種類の信仰のあいだでの

選択でありうるに過ぎない」という主張も、問題

をはらみすぎているように思える。なぜなら、こ

れではすべてが信仰の問題に還元されてしまうか

らだ。としたら、少なくともこの時期のポパーに

信仰主義の嫌疑をかけられるのもやむをえないで

あろう。	 

われわれが理性的態度を維持しているならば、

選択肢の一方をまさにいま引いたばかりの引用文

でポパーが言っているように「整合的でない」と

して、つまり、それ自体で選択肢としては存立し

えないものとして排除することができる。そして、

合理主義と非合理主義とのあいだでの選択が問題

になるならば、われわれはポパー自身が非合理主

義に対して試みたような論証をすることによって、

それを謬へと帰着させることができるのであり、

選択肢から排除することができる。これは、帰謬

法の適用であり、非正当化主義の適用に他ならな

い。もちろん、排除できない選択肢が複数残るの
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であればわれわれは選択のために規準──これは、

当然、批判可能である──を設けてもっとも賢明

と思われる選択肢を採用することができるだろう。

要するにわれわれは、理性的態度をどこにおいて

ももちつづけることができる46のであり、非合理な

理性信仰などというものに巻き込まれる必要はな

いのである。	 

	 

5	 なぜわたくしは立花氏の書評に抗議する

のか	 

	 

立花氏が拙著への書評に強引に結びつけた・合

理性論については以上でその問題点のおおよそを

見た。ここでは、書評そのものに立ち戻ってみよ

う。ここでもまたわたくしは多くの問題点を摘出

せざるをえない。最大の問題点は、氏の書評は拙

著が扱っていた問題を把握しようともしなければ、

ポパー流の寛大な合理主義を名のる者ならとうぜ

ん示してもよいと思われるはずの問題の共有を試

みる態度も示していないということだ。	 

氏の書評をたどってみたい。氏はひとくさり書

評を書きにくいと述べた後で、拙著の紹介として

なんと二ページにもわたって目次のすべてを引用

する。さらにご丁寧にも、わたくしがキンドル本

の内容紹介欄に書いた広告文を全文引用する。氏

は客観的な紹介をしているつもりなのであろうが、

わたくしにはあまりに安直なやり方であると思え

るし、拙著の狙いがどこにあるのかを覆い隠して

いる、と考える。このように書くと読者の多くは

怪訝に思われるかもしれない。なぜなら、立花氏

はわたくしが書いたものをそのまま紹介している

だけであるから、わたくしの狙いを覆い隠すこと

などできないではないか、と。しかし、それは事

態を見抜いていない人の評言である。まず、この

点を述べさせてもらおう。	 

                                                   
46 この点は拙著においてウェーバー批判として語っ

ておいたところである。 

たしかに、書物によっては目次を引用すること

で、内容を大づかみに提示し、内容紹介に代える

ことのできる場合もあるだろう（じっさい、わた

くしもそれに類似したことをおこなったことがあ

る）が、拙著の場合はそうではないであろうと思

う。というのも拙著の目次はなん層にもなってい

るうえに細かすぎるのであり、読者はむしろ煩瑣

な思いを抱くだけであろう。一般的に言っても、

そして拙著について言っても、何が議論されてい

るのかが前もってわかっていないかぎり、長大な

目次の提示では、内容の把握はむしろ難しくなる。

拙著は、多くの人にはまだ共有されているとは思

われない「ある問題」──これについては後論で

述べよう──を扱っているのであり、目次はそれ

を論じた成果を、言及の便を図って、できるだけ

細かく提示したにすぎない。問題が共有されてい

るならば、議論の成果を示す目次を提示するだけ

でこと足りるかもしれないが、そうでなければ何

のことかわからないだろう。立花氏は、わたくし

には、客観的紹介を装いつつ、なすべき仕事を放

棄しているように思える。	 

広告文についても同じことがいえるが、どう言

っているのかについては煩わしいので省略する。

結局のところ、氏は次にように結論する。	 

	 

「浅学非才な私には本書の書評を執筆する能力をも

ちあわせていない。『是非、読者の皆さんには、直接、

小河原著書と藤原著書を読んでいただきたい』とお願い

するのが、私にできる最善の書評であるかもしれない」

（同上）	 

	 

この箇所を読んだときにわたくしの正直な感想

を記しておくべきだろう。わたくしは心底あきれ

た。これでは氏は、書評など拒否すればよかった

のだ。ところが、氏は次のように述べる。	 

	 

「小河原氏にはまったく申し訳ないが、本書の趣旨か

らはずれることを承知のうえで、……さらに、問題・目
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的である「宗教教育プロジェクトの（代替案の）提言」

の「宗教教育」から「教育」を除いて、主として「宗教

と批判的合理主義の関係」という問題に限定し、……書

評の代わりとさせていただきたい。したがって、氏の議

論の展開に忠実とはいえないことをお断りしておく」

（書評、47 ページ）	 

	 

これではわたくしには「忠実とはいえない」ど

ころか、「書評の代わり」にもならない身勝手なわ

がままとしか思えない。「本書の趣旨からはずれ

る」ことで拙著は歪曲されるどころではない、じ

つに拙著の根本的問題がかき消されてしまうのだ。

書評を受ける人間として、こうしたことは受け入

れられないし、受け入れるならば、読者になって

くださるかもしれない方々に対して誤ったメッセ

ージを伝えることになってしまうであろう。	 

くわえて、氏が書評の代わりとして論じたとい

う「宗教と批判的合理主義の関係」の問題にした

ところで、氏は、すでに前節までにおいて指摘し

ておいたように、なんら効果的な批判をしている

わけではなく、自己の優越を結論とする──わた

くしの見るところ、多くの誤謬を含んだ──文章

を書いたにすぎない。こうしたことをもって「書

評の代わり」とされ、「氏の議論の展開に忠実とは

いえない」どころか、わたくしの論じた問題を書

評の名のもとに「実践的な研究者の悪評を招くよ

うな不毛の繊細さを漂わせている」47議論の材料に

されたのでは、わたくしは断固として抗議してお

かねばならない。それが読者に対する責任でもあ

ろう。 
ここまでのわたくしの苦情をまとめるとこうな

る。氏は、目次とか広告文の全文引用という客観

的紹介を装いつつ、わたくしの問題がなんであっ

                                                   
47 注 49を見よ。氏が拙著をダシにして論じていれば、

教育という具体的レベルにおいて、拙著の中身に立ち入

って、議論を噛み合わせることができたはずである。ウ

ェーバーの方法論についてのわたくしの議論などは当

然その素材となりうるものであろう。 

たのかを取り出すことさえできなかった。それに

よって、結局、立花氏はわたくしの問題を散らか

った言葉の堆積の中に埋め、読者となりうる人び

との関心をあらぬ方向に逸らしてしまった。	 

では、わたくしの扱った問題とはなにか。それ

は、藤原聖子『教科書の中の宗教――この奇妙な

実態』（岩波新書、二〇一一年）という小冊子によ

って触発されたとはいえ、藤原氏の問題をはるか

に超えて、価値教育──これは宗教教育をその一

部とするより大きな問題である──にかかわる問

題であった。それは、立花氏も認識しているが、

広がりの大きな問題である。つまり、拙著は、	 

	 

「藤原聖子著『教科書の中の宗教―この奇妙な実態

―』、岩波新書、2011 年に対する書評を軸に、それを拡

大・敷衍して完成した著書のようである」（書評、44 ペ

ージ）	 

	 

と決めつけられる筋合いのものではない。そも

そも藤原氏は価値教育にかかわる理論的問題を扱

っていないではないか。わたくしは藤原氏の著作

への書評を軸にしたのではなく、それをいわばダ

シにしたにすぎず、「宗教教育」あるいは「宗教知
．

識
．
教育」それ自体に潜在している問題──換言す

れば、公教育
．．．

における価値教育の問題──を扱っ

たのである。だから、わたくしは自分の広告文で	 

	 

「第二部では、非正当化主義の観点からウェーバーの

『神々の争い』論と価値自由のテーゼを根本的に脱構築

する。それによって宗教教育のみならず、価値の教育と

しての『教養教育』の育つべき新たな地平をきりひらく」	 

	 

と述べておいたのである。氏はそもそもわたく

しの問題を理解していないから、この文を含む広

告文を引用したにもかかわらず、その意味すると

ころを把握しえなかったのであろう。繰り返しに

なるが、わたくしは、拙著の第二部（すなわち、

後半すべて）を費やしてウェーバーの社会科学論
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や価値自由のテーゼを論じた。この問題にとって、

藤原氏の著作を扱った部分はいわば序論にすぎず、

せいぜいのところ、わが国における現実の宗教教

育に批判的に言及するための材料にすぎない。そ

もそも藤原氏は価値教育にかかわる原理的な問題

を視野に入れることさえできないでいる。それは

拙著で取り上げた氏の書を読めば一目瞭然だろう

48。わたくしとしては、立花氏の「書評」なるもの

によって、自分の扱った問題が藤原氏の著作に対

する書評というレベルに矮小化されてしまったこ

とを遺憾とせざるをえない。わたくしが扱ったの

は、あくまでも公教育という現実問題への原理的

考察（価値自由の問題などについての考察）であ

る。この点が立花氏の書評によって塗りつぶされ

てしまったから、わたくしは抗議しているのであ

る。	 

わたくしの抗議には、わたくしなりに込めた意

味がある。つまり、ここには、合理主義者、とり

わけ寛大な批判的合理主義を名のる者の「批判の

作法」にかかわる問題があると思うから、苦言を

呈しているのだ。合理主義とは、なによりも問題

を共有し、ともに考える精神のことであろう。ポ

パーが「わたくしが間違っていてあなたが正しい

のかもしれない。だから努力すれば、われわれは

いっそう真理に接近しうるかもしれない」と述べ

たとき、当然のことながら、「われわれ」のあいだ

においては、問題が共有されていることを前提し

ていたのではないだろうか。ところが、立花氏は

そうしたことには無頓着なのだ。氏は、拙著が格

闘した問題とそれに対するわたくしの曲がりなり

の解をことばの羅列のなかでいわば溶暗させてし

                                                   
48 ここで公平のために述べておかねばならないが、氏

の狙いはタイトルが示しているように、公教育のなかで

宗教がどう扱われているのかの報告を主題としている

のだから、わたくしが拙著で狙ったことと重点の置きど

ころが違うのだ。わたくしはこの点を当然のこととして、

自分の議論を展開するためのダシにさせてもらったに

すぎない。立花氏はこの明白な点を完全に無視している

ようだ。あるいは、拙著の第二部は読まなかったのかも

しれない。 

まった。さらにわたくしの視角からすると、氏は

寛大な批判的合理主義者を名のりつつ、合理主義

者としての現実の作法においては、他者と問題を

共有するよりも、自分の問題を押しつけるだけと

いう流儀をなにはばかることなく実践している。

問題の共有を試みず、すべてを自分流の枠組みで

裁断していくのは、一種のドグマティズムではな

いだろうか。氏は寛大な合理主義というものを主

張したいようであるが、それは、相手の設定して

いる問題は寛容の名のもとに放置し、つまり、ど

うぞお好きになさい、と言い、代わりに自身の問

題を押しつけ、それを受け入れろ、それが寛容と

いうものだろう、と迫る合理主義なのだろうか。

そこにあるのは、寛容を隠れ蓑としたドグマティ

ックな自己中心主義ではないのか。しかしそのよ

うなことをすれば、他者が取り組んでいる現実の

問題からの距離が遠くなるだけであり、哲学的に

思考することの意義そのものが薄らいでいくだけ

だろう49。	 

	 

補論	 

	 

本文中では、議論を散漫にさせないために言及

しえなかった論点がいくつかあるので、ここでは

そのうちでも重要と思われるについてのみ論を補

っておきたい。	 

	 

Ⅰ	 教育の中立性	 

                                                   
49 現実との接触の重要性をポパーは次のように述べ

ていた。「方法にかんするみのり多い論争を鼓吹してき

たのはいつにせよ研究者が面と向かわざるをえない一

定の実践上の問題であった。そうでない論争はことごと

く実践的な研究者の悪評を招くような不毛の繊細さを

漂 わ せ て い る 」（ Karl Popper, The Poverty of 
Historicism, Routledge, 1957, p. 57）。立花氏が説く合
理主義の三分類はまさに──繊細さがあるのかどうか

は知らない──不毛な分類なのではないか。本稿でわた

くしは立花氏の批判にこたえるというかたちで、論争に

入っているが、合理主義の問題がいかに大事な問題であ

るとはいえ、公教育における価値教育のあり方という現

実的な問題を忘れないようにしたいと思っている。 
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立花氏は、注7で教育の中立性に言及している。	 

	 

「反科学的宗教教育が……中立性の原則と抵触する

のだとしたら、反宗教的科学教育のほうは中立性の原則

と抵触しないのだろうか。……どちらかただひとつの見

解・立場だけを教えることは、当然、中立性の原則に抵

触するだろう。他の多様な見解・立場の提示とともに、

反科学的宗教的見解・立場を提示するのであれば、中立

性の原則に抵触する「宗派教育」ではないと思われる。

……そもそも教育は、何かを「教える（教え込む）」こ

となのだろうか？少なくとも、義務教育ではない高等学

校では、ひとつの見解・立場だけではなく、複数の競合

する見解・立場を提示し、学生が自分なりの見解・立場

を模索し、構築していくことの手伝いをするのが教員の

仕事ではないのだろうか。これこそが、第２項で規定さ

れている「教育の中立性の原則」に沿った教育だと思わ

れる。」	 

	 

もし、中立性ということで氏がいろいろな見解

を対等に教える（扱う）ことを指しているのであ

れば、「事実からの価値批判の原則」を念頭におく

と、わたくしの立場だとされている反宗教的科学

教育50は中立性の原則に抵触するであろう。わたく

しはこのことを自覚しているつもりであり、拙著

においても教科書は、諸宗教に対して公平中立で

はなく、せいぜい三大宗教くらいしか取り上げず、

ミニミニ宗教は無視されていることを指摘してお

いた。またそれのみならず、チベット仏教の例で

示しておいたように、ふつうに科学教育（たとえ

ば、遺伝理論の説明）をおこなうだけで、自覚さ

れると否とを問わず、事実として反宗教的科学教

育になってしまいうることも指摘しておいた。	 

                                                   
50 わたくしは、科学と宗教は「事実からの価値批判の

原則」を媒介にして、相互に事実問題として対立しう

ると論じた一方で、科学と矛盾しない宗教の存立を否定

してはいないのである。立花氏の「反宗教的科学教育」

というレッテルは、わたくしの立場を正確に表現するも

のではない。 

そして、こうした指摘の含意を考えてみるだけ

で氏の立場は一挙に揺らいでしまうのではないか

と思われる。なぜなら、次のような点を簡単に指

摘できるからだ。第一に、そもそも教科書は、そ

してまた、学校教育は、あらゆる立場を公平中立

に取り上げることはできないということだ。また

限られた教育資源を考えれば、そうすることが望

ましいわけでもない。この点で、「複数の競合する

見解・立場を提示」するという氏の見解は現実を

無視した典型的な理想論にすぎないように思われ

る。	 

第二に、「他の多様な見解・立場の提示とともに、

反科学的宗教的見解・立場を提示する」としたら、

これもまた現実には実行不可能であろう。なぜな

ら、「他の多様な見解・立場」はあまりに多すぎる

からだ。拙著でも言及だけはしておいたと思うが、

ニーチェのような反キリスト教的立場、宗教をア

ヘンとするマルクス主義的立場などがすぐ思い浮

かぶであろう。また他方で、反科学を標榜する宗

教にしたところで、反文明的な宗教やスピリチャ

リズムから創造説のような攻撃的な宗教に至るま

で数多く存在する。	 

くわえて、生物学の教師が、進化論を授業で扱

ったとしてみよう。かれは進化論と一部の宗教が

衝突することを自覚しているだろう。その時、か

れは数多くの宗教に言及しなければならないのだ

ろうか。そもそも、そんなことが現実にできるの

だろうか。そうしたとき、創造説にも言及せざる

をえなくなるだろうが、果たしてそれがよいこと

なのだろうか。日本の公教育の現実のなかで創造

説はほとんど力をもっていないだろうから、言及

すること自体が、さなきだに少ない授業時間をさ

らに少なくしてしまうであろう。それどころか、

子弟に科学教育を求める父兄からは、立花流の理

想を実現しようとする教員は肝心の（生物学）教

育をサボタージュしているとして訴えられかねな

いだろう。現代日本で、こうしたことが生ぜず、

科学教育が比較的滑らかに進行しているのは、啓
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蒙主義の立場にたつ科学教育が「勝利」した（し

ている）からなのだ51。それが日本の公教育の現実

なのであって、これを無視して教育論を語ること

にはほとんど意味がないだろう52。ウェーバー流の

言い方をすれば、「腹の底」にあるものを包み隠さ

ず、率直に語り合えばいいのだ（拙著、location	 234）。	 

さらに立花氏は、次のようにも主張している。	 

	 

「義務教育ではない高等学校では、ひとつの見解・立

場だけではなく、複数の競合する見解・立場を提示し、

……」	 

	 

わたくしには、これも単なる理想論のように思

える。立花氏は、これを「反科学」たい「反宗教」

の対立という文脈で語っているが、この原則を教

育のあらゆる場面に当てはめたら──そして、氏

の議論はそうならざるをえないと思うが──教育

は成立しなくなってしまうのではないだろうか。

この点にかんして、わかりやすさを考えて科学史

から例を引かせてもらおう。わたくしはある大学

の一年次教育でコペルニクス説を題材にした時、

学生たちはこの説を楕円軌道説と思い込んでいた

り、また「周天円」などということばも知ってい

ないことにびっくりしたことがある。もちろん、

ティコ・ブラーヘの説についてはまったく知らな

い。また、惑星軌道が楕円であるといっても、二

焦点間の距離が無視しうるくらいに短いことも理

解していなかった。立花氏の説にしたがえば、プ

トレマイオス説の対抗学説として学ばれるコペル

                                                   
51立花氏はこれいつ成立したのかと問うが、それは、

日本の場合、大きく見て明治以降の公教育のなかで生じ

てきたことであって、時点を問うことに意味があるのだ

ろうか。わたくしには、現に成立しているという現実の

方が重要である。 
52 わたくしはある大学で教鞭をとっていたときに、進

化論の話を聞くのが不愉快だと言っている学生がいる

ということを小耳にはさんだことがある。しかし、そう

した学生が尊重されることはなく、ほとんど無視されて

いるのが日本の現実であろう。これは、善かれ悪しかれ、

科学教育が「勝利」したということの意味でもあるのだ。 

ニクス説などが的確に提示された場合、こうした

ことは本来あってはならないことになるのであろ

う。しかし、わたくしは学生や高校の教員を責め

る気にはなれないし、むしろかれらに同情する。

かれらは、忙しすぎて細かいところまで学んでい

られないのだ。それは、決して弾劾されるべきこ

とではない。教育には積み重ねという側面があり、

単純な説を徐々に精緻化して教えていく側面もあ

るからだ。たとえば、数学の例になるが、因数分

解を知らない者に微分・積分を教えるわけにはい

かないだろう。	 

いま、科学史の事例で語ったが、宗教にかんし

ても事情は似たようなものだろう。たとえば、宗

教改革にかんしては、プロテスタント側からの見

方もあればカトリックの側からの見方もある。見

方によってルターは聖人にもなれば悪魔にもなる。

農民戦争まで視野に入れれば、ルター像は高校教

育の枠内に収まりきるかどうかわからないくらい

多様であろう。	 

科学と宗教の関係にかんしては、精神分析家の

説、進化論者の説、文化人類学者の説、などなど

数えきれないくらいあるだろう。	 

要するに、わたくしは立花説の実行可能性を強

く疑う者である。	 

ところで、わたくしは教育には積み重ねという

側面があると指摘した。これにくわえてわたくし

は、氏が指摘しているように、「現実には、もっと

も批判に耐えている仮説を教えるべき」という発

言もした。わたくしの考えのこうした面が氏にお

いては十分に理解されているとは思えないので、

若干の補足をしておきたい。	 

わたくしは高校生に対してニュートン力学を無

視して直ちにアインシュタインの（特殊）相対性

理論を「現実には、もっとも批判に耐えている仮

説」として教えるべきだなどとは考えていない。

拙著ではこうした点にまで言及できなかったので、

誤解を招きかねない単純化された定式になってい

るが、教育には積み重ねがあり、段階ごとにもっ
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とも適切な──その段階で教えるに値するもの

としてもっとも批判に耐えている──説を教える

べきだと考えていたことを明言しておきたい。そ

うでなければ、そもそも教育が成立しなくなって

しまうであろう。	 

ところで、立花氏はいま引いた引用文につづけ

て「学生が自分なりの見解・立場を模索し、構築

していくことの手伝いをするのが教員の仕事」と

も述べているが、これもまた、わたくしには上述

したような理由によって、ほとんど実行不可能な

理想論であると思えてならない。「反科学」たい「反

宗教」の対立は、歴史をたどればたどるほど、複

雑かつ根深いことが露呈されてくるだろうからだ。	 

ところで、議論はここで終わるわけではない。

氏は、自身の理想論の方向でこそ「教育の中立性

の原則」が実現するだろうと考えているようだ。

しかし、果てしてそうだろうか。かりに氏の考え

るような理想論を実践する教員がいたとしてみよ

う。その者は自分の観点から「他の多様な見解・

立場」を取捨選択して授業をするだろう。すでに

拙著で語っておいたことだが、われわれはすべて

の見解・立場を平等に扱えるわけではないし、そ

もそも授業をするには一定の観点からの取捨選択

をするのは避けられないからだ53。そうした者が立

花氏の理想論に心酔すればするほど、かれが行き

すぎてしまう可能性も十分に考えられるだろう。

そのとき、かれはいわゆる「事実をして語らしめ

る」という手法で自説をさも不偏不党の公正な説

であるかのように語り、「教育の中立性の原則」か

ら逸脱する可能性も生じてくるのではないだろう

か。	 

これはなにを意味するか。立花氏の路線で「教

育の中立性の原則」は実現することはきわめて難

しいということだろう。それどころか、氏が念頭

におくような授業が日本の公教育においてほとん

ど成立しないのだとしたら、「きわめて難しい」の

                                                   
53 拙著、第一二章などを参照されたい。 

ではなく、「ほとんど成立しない」と言わねばなら

ないだろう。	 

しかしながら、わたくしは立花氏とは別の路線

で「教育の中立性の原則」の実現方法を考えるこ

とは不可能ではないと考える。まず考えるべきこ

とは、立花流の理想論によって教員を縛りつける

のではなく、教員を可能なかぎり自由にし多様な

活動を実行できるような環境整備をしていくこと

だろう。教員一人一人が教育の中立性ということ

で考える理想を実現するように促すことだ。この

ようにすれば、当然、逸脱者が生じてくるだろう。

そのような時にこそ、「教育の中立性」が問われる

べきであって、最初から実行不可能な理想論を押

しつけて、現場の多様な問題と格闘している教員

をしばる必要はない。つまり、「教育の中立性」に

疑念が生じてきたときに、それを（少なくとも、

事後的にではあれ）チェックできる制度──ここ

には、教育委員会やジャーナリズムも含まれる─

─を整備しておくのがベターではないかと思うの

である54。そのためには、少なくとも高校段階では

教科書が使用されている必要があるだろう。「教育

の中立性」をチェックする素材が皆無では、制度

が機能しなくなってしまう。どのような教科書が

用いられているのか55をチェックできるならば、チ

ェックの客観性を少しなりとはいえ担保できるで

あろう。こうしたことを考えると、教科書を丸暗

記させる教育は論外であるが、わたくしは、教科

書は参考程度に使用すべきであって「教科書は障

害になるだけ」（書評、注 7）という立花氏の説には

賛同しかねるのである。	 

本稿では、わたくしの念頭にある制度をこまか

に説明することは課題ではないであろうから、氏

との路線の違いを強調しておけば十分であろう。

わたくしが狙ったのは、氏の説くような理想論は

                                                   
54 もちろん、制度自体の中立性をどう担保するかとい

う問題があるが、ここでの課題ではない。 
55 もちろん、教員が指定している参考書とかプリント、

問題集などもあった方がいい。 
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自己中心的な教員にあっては自己陶酔的偏向を産

み出しかねないと指摘することであり、くわえて

氏の議論の一面性を指摘することであった。	 

	 

Ⅱ	 確定した科学的事実	 

	 

立花氏は、「験証されている事実を確定した科学

的事実
．．
とはみなさない点にこそ、……科学の真骨

頂がある」（書評、注 27）という。ここでわたくし

は聞きたいのだが、「確定した科学的事実
．．
」とはい

ったい何のことなのだろうか。ポパーの反証主義

の影響下にあるところ──汎批判的合理主義も例

外ではない──では、基礎言明によって語られる

事実なるものは原理的に反証可能と考えられてい

るのだから、それが「確定した」とはどのような

意味なのであろうか。もしこのことばが「永遠の

不変の真理であることが証明されている」といっ

た意味でつかわれているのであれば、これくらい

反証主義の精神に反するものはないであろう。氏

は、「験証されている」ということと「確定した科

学的」ということを等置できないといっているわ

けだが、これは、アガシなど引き合いに出さなく

とも、反証主義を支持する者の常識ではないだろ

うか。氏はアガシの立場にたってバートリーは験

証主義的であるという。そしてそれはアガシが取

り上げたファラデーの例によって反証されている

という。わたくしは、こうした言い方をするなら

ば、ポパーにおける験証の考えも反証されている

といった方が適切であろうと思う。わたくしは、

拙著『反証主義』でも簡単に触れたことがあるが、

験証という考えにまったく問題がないとは考えて

いない。しかし、ポパーの場合ではいかなる問題

も解けない仮説（たとえば、グッドマンのグルー

仮説）は、グッドマンの意図にしたがって変色の

時期を紀元三〇〇〇年にでも設定すれば、反証も

験証もされていないわけであり、そもそも仮説と

して価値がないのである56。こうした点を考えると、

験証という考え（氏が考えている験証主義）が無

意義だとは言えないだろう。それとも、立花氏は、

験証という観念の全面的放棄を勧めているのだろ

うか。その時には、エメラルドはグリーンである

という仮説は、とりあえずここでは話を単純化す

るために真であると仮定してふつうには験証され

ていると考えられるが、験証が問題にならないと

いう理由でグルー仮説57と同列におかれてしまい

はしないか。わたくしはこうした考えは受け入れ

がたいと考える。	 

さらに氏が験証主義
．．．．

に対する反例
．．
として挙げる

ファラデーの例は、本当に反例になっているのだ

ろうか58。氏は次のような言い方をしている。	 

	 

「……その当時、ファラデー以外のすべての人間が不
．

可能だとみなしていたこと
．．．．．．．．．．．．

を、ファラデーは、自分のや

ろうとしている研究から可能かもしれない
．．．．．．．．

と判断し、不

可能とされることに果敢に挑戦したのである。……」（書

評、注 27）	 

	 

こういった例なら、ファラデーに限らず数多く

あるだろう。拙著でも触れたが、ニュートンは、

投射体は放物線軌道を描くというガリレイの説を

覆して楕円軌道を描くという説を提起した。ニュ

ートンは、氏の表現方法にしたがえば、ガリレイ

の説に果敢に挑戦したわけである。一般に新しい

理論の提唱とか新発見は、そんなことはありえな

いと想定されているところで出現してくる。多く

の特許がそうであるように、不可能と思われてい

                                                   
56 同じことは STAP 細胞についても言えるだろう。

この細胞仮説は本稿執筆時点で取り下げられており、い

かなる験証も有していない。ということは、この仮説は

公式にはいかなる問題も解いておらず、情報としての価

値もないということだ。験証を無視してしまうのは一方

的発想にすぎない。 
57 この仮説については拙著『反証主義』第二章第一節

を参照されたい。 
58 傍点を付した単語はいずれも立花氏の用法にした

がっている。 
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るところで何年もの辛苦に満ちた挑戦のあとで成

果が生じてくる。おそらく、青色発光ダイオード

の発明はそうした例に数え上げられるものだろう。	 

他方で、クーンが言及したことで有名になった

プリーストリーのような例もあろう。かれはラボ

アジェの実験にもかかわらず、まわりが燃焼とは

酸素による酸化であるという説に死ぬまで抵抗し

燃素説に固執していた。立花氏の言い方からすれ

ば、プリーストリーは結果的に失敗しただけで合

理的であったということになるのだろうか。それ

とも、不可能とされることに挑戦して成功した者

だけが合理的であると氏は言いたのだろうか。こ

こでも氏の言明は不明瞭である。	 

反証主義は不可能と見なされることへの挑戦を

非合理として排除していない。その一方で反証主

義は、すでに反証されてしまったものに言われな

くしがみついている者に非合理というラベルが貼

りつける可能性を拒否するわけでもないだろうと

考える。（こうした意味でプリーストリーが非合理

と呼ばれるであろうし、永久機関の開発にかかわ

る人物もそのように呼ばれるだろう59とわたくし

は考える）。ここで、反証されたものにしがみつか

ないということは、実態として、験証された事実

を受け入れるということの別な言い回しにすぎな

いであろう。	 

さらに立花氏は、「実際に
．．．

批判がなされた場合、

批判に耐えているか、耐えていないかなどの判断

は、その批判的議論に関わるひとりひとりに委ね

られることになる」と述べているが、わたくしに

はこれも不明瞭な発言としか思えない。反証可能

性が存在するかぎり、どんな判断であっても反証

に開かれている。だから、氏が言うように、「当然、

批判する側は
．．．．．．

、批判の対象は批判に耐えないと判
．．．．．．．．．．．．．．．

断する
．．．

であろう」ということにもなろう。つまり、

反証の可能性は空想的なものまで含めてゼロとは

                                                   
59 注意しておきたいが、ここでは「非合理と呼ぶ」時

点が問題である。ラボアジェ以前、またエネルギー保存

則の登場以前において、そう呼ぶことは不適切である。 

言えなくなる。そこには主観的判断が関与してく

るだろう。しかしながら、これが氏の言いたいこ

とであるならば、わたくしは「ちょっと待て」と

言わざるをえない。なぜなら、論理的な意味での

反証可能性と現実的な意味での反証可能性は根本

的に異なるからである。論理的には反証可能であ

っても、現実に反証する実験などがことごとく失

敗しており、また現実に反証のための実験がまだ

提案されていないとかそもそも実験機材が存在し

ない60という場合もあろう。バートリーはこうした

状況を「問題のなさ」という概念で捉えていたと

思う。この状況は個人の主観的判断に還元されて

しまうものではない。「問題のなさ」という概念は、

実験の水準や状況などの客観的状況にかかわる概

念であって、たとえば学会や科学ジャーナルなど

をつうじて客観的にチェックできるものだからだ。

それは、個人がただ主観的に妄想するような単に

頭の中にのみ存在する反証可能性ではない。わた

くしが氏の文章を読む限りでは、氏はこうした状

況を考慮に入れているとは見えない。氏は、個人

の「果敢な」挑戦という一側面にのみ注目してい

て、そのさいの客観的状況を十分に考慮している

とは思えない。だから氏は、たとえば、永久機関

が存在するといった観念にとりつかれている人物

は、「果敢な」挑戦心をもっているのかもしれない

が、なにが験証された事実であるのかを理解して

いないという事実を考慮しえていないように見え

るということだ。しかし、立花氏の概念規定によ

るとそのような人物も合理的とされてしまうよう

だ。わたくしは、非合理ということばを明確に使

用できる合理性概念のほうがわれわれの研究には

役立つであろうと考える。	 

	 

 

                                                   
60 例えば、ニュートンの投射体楕円軌道説を反証する

ためには弾丸（ミサイル）を打ち出して実験するという

手があっただろうが、言うまでもなく、かれの時代にそ

のようなものはなかった。 
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＜＜第 25 回年次研究大会シンポジウム発表要旨＞＞  
 
 
ポパー理論拡張の試み：訴訟における事

実≒歴史的事実の認定を考える	 

嶋津	 格 
 
０	 本稿のねらい 
本論考は、言語的・意識的な心を中心に（と

いうか、媒体としての心抜きの命題または言明

の理論として）発見の論理を語る傾向の強いポ

パーの議論を、心の非意識的な活動の場面をも

含む形に拡張する試みを行う。そしてそのよう

な理解を、訴訟における事実認定の場面に適用

することで、このような理解が実際の人間の認

識活動の描写として妥当であるとともに、「自由

心証主義」などの訴訟上の原理を認識論的に解

明する力をもつことを示そうとするi。 
 
１	 因果法則と具体的事実との関係 
	 既知のように、因果法則の問題はヒューム

の議論（因果法則の存在への懐疑論、または、

思考の習慣としてしか因果法則は成立しない、

との議論）が有名である。カントはこれにショ

ックを受けたが、その後でそれを乗り越えるこ

とができたのか否かについては、議論が分かれ

る。カントについて「まどろみから覚醒したが

また眠り込んだ」と評したラッセル＊［以下＊印は後

日引用を追加予定の部分を示す］は、その長い生涯の中でこ

の問題を何度も論じているが、時間を経てその

扱いに変化が見られる。要するにヒュームの懐

疑を乗り越える可能性について、時間とともに

楽観論から悲観論へと変化している＊。ヒューム

自身は、Treatise に見る限り、因果法則の存在
を否定（A：Part1において）しながら、それを
習慣（または convention：慣行）の問題として

われわれが解決していることを示す（B：Part
３において）。ヒュームは多分それで満足し、そ

れ以上に解決の必要を感じなかったのではない

か、というのが（３年間ほど院生たちと原文で

Treatiseを読んだ）私の印象である。 
『客観的知識』でポパーは、このヒュームに

ついて、Aはきわめて価値のある指摘だが、B
は問題の解決ではないので無価値だ、という趣

旨のことを述べる＊。思考の習慣は心理の問題で

あるが、問われているのは心理ではなく論理だ、

ということであろう。そして例の、反証の試み

に耐えて残った仮説としての科学的法則を表現

する命題（普遍命題）をある種客観的存在とし

て理解するのであるii。 
因果法則を表現する命題の客観性をめぐるこ

の議論は、決着を見たとはいえないが、心理か

論理か、主観か客観かはさておき、われわれは

認識上も実践上も、なんらかの因果法則理解に

依存せざるをえないiii。 
ポパーの著作の中では初期に属する『歴史主

義の貧困』では、人間の努力や意識と独立の歴

史（的発展の必然的）法則の存在を否定すると

ともに、歴史学における認識のために（因果的）

法則理解が必要であることを述べる＊。単純化す

れば、以下のようになるだろう。 
 
S →	 U →	 T	  (図１) 

 
図１において、Sと Tは事実についての単称

命題であり、時間的に Tの方が Sより後に起こ
る。Uは Sと Tの間をつなぐ因果法則を述べる
普遍言明である。 
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１－１	 帰納または仮説の獲得 
（真なる）Sと（真なる）Tから Uを得るの

が帰納だが、いくら多数の Sと Tを集めても、
そこから誤り得ない帰結としてUを得ることは
できない、つまり帰納論理は存在しない、とい

うのが、ポパー科学理論の第一歩である。これ

は、ポパーが上記のように論理を問題にする結

果である。論理は命題間にしか成立しないが、S
と Tを述べる命題をいくら集めても、そこから
論理として、つまり誤り得ない推論として Uを
得る方法はない。Uは普遍命題なのだから、有
限個の例に還元されないのは、当然だからであ

る。 
しかしわれわれは実際に、具体的経験の集ま

りの中から法則（実は仮説）を思いつく。これ

は心理の問題であるし、heuristic(発見法)はポ
パーの関心対象ではないのだが、潜在的反証の

対象となる仮説群がどこかで得られるのでなけ

れば、ポパーの発見の論理も機能する場所がな

いのである。「Sと Tから Uを得る」というの
はこのような、限定的な意味においてであり、

得られるものは（真なる）法則命題ではなく、

仮説である。それが科学におけるシステム化さ

れた反証の試みに耐えて残ったからといって、

仮説としての性格を払拭できるわけではないの

だが、実践的目的からはそれは、もっとも信頼

性のあるそれ（つまり、実践上それに従わない

ことが不合理であるといえるような因果理解）

となる。 
 
１－２	 予測 
	 次に、（真なる）Sと（実践上それに従うべ

き仮説としての）Uがあれば、われわれは Tを
予測することができる。もちろん予測は外れる

かもしれない。その的中の確実性は、（Sの誤り
を考える必要がないとして）Uのそれに依存す
る。現在の進んだ確率論を利用すれば、この U
は実は普遍言明ではなくベイズ論的な頻度確率

を述べている命題であってもよいだろう。その

場合結論としての Tは、「これまでの頻度分布を
前提すれば、○○パーセントの確率で Tが起こ
る」といった形で与えられることになる。基本

的にこれが、天気予報で使われている方法であ

る。天気に関するデータは長年の観測結果（た

ぶんこれもいわゆるビッグデータといえるのだ

ろう）があるし、それらを処理する電算機の処

理速度は急速に拡大しているから、天気予報の

精度も高まっている。しかし統計にできること

は、「これまでの条件が同じなら」という仮定の

上での予測であるから、われわれの知らないと

ころで条件が変わっていれば、この方法は成功

しないかもしれない。つまり「自然の斉一性」

にあたるものは統計的法則（図１における U）
においては、公準というより仮説の一部である。 

 
１－３	 過去の事実の確定 
次は、Tと Uから Sを確定することである。

歴史学上の事実の確定や、訴訟における事実の

認定ivがここに含まれる。目の前にあるものは、

歴史資料や訴訟で提出された証拠である（これ

を命題化したものが T）が、そこから過去の事
実（S：歴史委的事件または「要証事実」）を推
定し、認定するのである。そのためには Uにあ
たるものがどこかになければならない。 
	 しかし、「歴史学において因果法則の利用が

必要か」といった論点が問題にされるとき、こ

れを否定する議論もよく行われる。法則的・普

遍的な命題を利用するのではなく歴史学は個別

から個別へと推論するのだ、といった主張のよ

うである。これについては、次の節で扱うこと

にする。 
 
２	 推論が誤る危険 
たとえば「地球上では太陽は毎日東から昇る」

（命題 C）から「（特定の場所で特定の日を基準
にして）明日も太陽は東から昇るだろう（雲に
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隠れているとしても）」（命題 D）という推論は
偽である。なぜなら、極地方では太陽が登らな

い季節や沈まない季節があるから、命題 Cは偽
（または例外のある一般論）だからである。そ

れにもかかわらず、極地方以外の場所で語られ

ているかぎり、Dは真である（地球や太陽がな
くなるほど未来のことをいわなければ）。そして、

極地方のことを知らなかった歴史上の人々は、

もっとも確実な予測として Dを理解し、それに
従って成功裏に行動してきたのである。 
これは前述の分類では「予測」の問題だが、

過去の事実の認定についても、同じことがいえ

ることは明らかである。ここで着目すべきは以

下の点である。 
＜法則言明はつねに、（その例となる）個別

言明よりもずっと誤りやすい。＞ 
これに起因する誤りを回避する極端な方法は

以下のものである。 
＜Uに「S（単称命題）から T（単称命題）
が導けるかぎりで」という但し書きを付加

する。＞ 
こうして Uは、他の場所や時間のことについ

てはコミットしないミニマムな法則（これを法

則と呼ぶのは困難だが）となる。この場合には、

S→U→Tという本来の推論は結局、S→Tとい
う推論に短縮されているに等しい。そして後者

はまさに、個別から個別への推論である。 
要するに、ポパー的な形で S→U→T（予測）

または T→U→S（過去事実の認定）を明示的な
推論として行うためにはUが明示化されねばな
らないが、科学法則のようにシステム化された

活動によって生成されるもの（科学命題）以外

には、明示化に耐えるような Uはむしろ例外か
もしれない、ということである。 

 
３	 ポパー理論の拡張 
本稿が主張する「拡張」は、ポパー理論を 

① 科学理論を超えていわゆる経

験則にも適用する 
② その際、経験則は明示化され

ないものも多いことから、非明示的な心の

働きとしてそこにある経験則についても、

推論と反駁に類似するメカニズムを想定

する 
③ 非明示的な情報をも対象とす

るかぎり、事実認定における前件である T
そのものの中にも非明示的な要素が含ま

れることを想定する 
ことである。 
 
以下は箇条書きで概要を示す。 

a. 明我と暗我:仮に言語的・意識的な心の
部分を「明我」とよび、非言語的部分に「暗

我」の働きがあることを想定する 
b. 暗我の中でも、言語化はされないまま

仮説構成とその試行錯誤のプロセスがある

と考える 
c. 明我の中にある情報を使って暗我がパ

タン化を行い、その結果が明我に投げ返され

る。（たとえば知人の顔の認知（「○○さん顔

だ」）。事件記録から事件の「筋」の読む・・・。）

この過程を「上のカン」とよぶ 
d. 自覚的でない情報を元にパタン認識を

行う場合（証人が、悲しんでいる、怒ってい

る、自信なさそう、いらいらしている・・・

ウソをついてそう・・・等とする判断） 
e. このような枠組みで、バケツとサーチ

ライト論を考え直してみる。 
f. ポパーの帰納論理否定論の再考。誤り

えない「論理」としての帰納が存在しないこ

とはポパーのいうとおりだが、可謬主義的な

形で法則（U）を得るものとしての帰納的活
動は、われわれの心の中で実際行われている。 

g. 事実認定においては、裁判官または陪
審員の中にある「経験則の海」を道具として

利用して、証拠評価が行われ、事実が認定さ

れている。明示的な科学法則を利用できる場

合にはできるかぎりそうするべきだが、それ

以外の場合には、われわれはこれに依存する

しかない。その場合に、言語的に明示可能な

経験則のみに寄ることを要求することは、事

実認定を歪める結果となるおそれが大きい。

「自由心証主義」は、このような視点から理

解される。 
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i 本稿の元になる報告を、2013年 11月の日

本法哲学会で行い、それに基づく論考を 2014
年 10月に刊行される『法哲学年報	 2013』に
「民事事件における事実の認定――「言語の内

と外」各論として」として発表予定である。本

稿は、この中でポパーに言及している箇所につ

いて、聴衆がポパー研究者たちであることを前

提として、よりポパー論内在的に論じることを

目的とする。 
ii これについては、旧稿「客観と主観、発見

の論理と心理──ポパー理論の批判的検討に向

けて」上原・長尾編『自由と規範』東京大学出

版会、1985年（ポパー哲学研究会編『批判的合
理主義』未来社、2001年に再録）参照。 

iii 訴訟における事実認定ができるだけ客観的
で公平なものでなければならないのは明らかだ

が、ではそれはどのようにして可能なのか、と

                                                                               
いった問題意識から出発した場合、特に何らか

の意味で信頼性のある因果法則の必要性を強く

意識させられる。 
iv 注１に挙げた論文で私は、事実認定をフェ

イズ１とフェイズ２に分けて論じている。フェ

イズ１は、当該事件においてレレバントな事実

命題（訴訟法ではこれを「主張」という）を得

るフェイズである。法律学の訓練はこれを構成

する能力を与えるし、それが司法の実務訓練の

中心部分であるが、ここではこの部分は省略す

る。フェイズ２は、こうして獲得された事実命

題のうち、当事者間で一致（「自白」という）し

ないものについて、その有無を証拠によって判

定するフェイズである。本稿で「事実認定」と

いう語で問題にしているのは、特に断らない限

りこのフェイズである。 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★  
 

反証主義の精神  
 

蔭山泰之 
 
ポパーは、その思想の裾野の広さから、さま

ざまな分野で、様々なテーマのもとに語られる

ことが少なくない。とくに社会科学の分野では、

その「開かれた社会」の思想が、シュミット、

ワイツゼッカー、サッチャーなど、著名な政治

家たちに影響を及ぼしている。 
しかし、原点に立ち返って考えてみると、ポ

パーと反証主義は密接不可分であり、ポパーに

ついて語る上では、その根本思想である反証可

能性と反証主義について語ることは欠かせない。 
ところが反証主義は、一般的に科学哲学の文

脈では、論理実証主義の検証主義と同じく、い

わゆる新科学哲学派のためのかませ犬的、切ら

れ役的立場として扱われることが多く、すでに

克服された立場として扱われることが少なくな

い。 
論理実証主義の検証主義は、論理と実証にこ

だわる立場であり、反証主義はこの検証可能性

の困難を克服する立場として誤って広まってし

まったことは、批判的合理主義を研究する者に

とっては、周知の事実である。「反証可能性は意

味の基準である」という理解は、いわゆる「ポ

パー伝説」と呼ばれていて、現在ではこれはか

なり払拭されているといっていいだろう。しか

し、通常、新科学哲学の立場から、「反証主義は

科学の歴史の実態に合わない」などと言われる

場合、たったひとつの反証があがったとしても

理論は捨てられないなどと反論されるが、そこ
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には「反証可能性は決定的な反証を目指してい

る」という暗黙の解釈がある。私はこの解釈を

「第二のポパー伝説」と呼んだが、これもある

意味、反証可能性を論理的な事柄として理解し

ている立場といえよう。 
なるほど、反証可能性を検証可能性と同様に、

単なる論理的な事柄としてだけ扱ってしまえば、

実に些末な理論として片づけられてしまい、ポ

パーは論理実証主義の亜流の哲学研究者として、

無名な存在として終わっていただろう。 
	 だが、わが国での受け取り方はともかく、

少なくとも英独では、ポパーは 20世紀を代表す
る哲学者としての名声を博している。ポパーが

世界的に影響のある科学哲学者になった背景に

は、モノー、メダウォー、エックルス、サミュ

エルソンなど 20 世紀を代表するノーベル賞級
の著名な科学者たちが、ポパーの思想に意義を

認め、それに影響を受けたということを公言し

ていたということが事実としてある。はたして、

彼ら第一級の科学者たちは、ポパーの反証可能

性を、検証可能性と同じく論理的な事柄として

捉えていたのだろうか？論理実証主義を称賛す

る現場の科学者がいないことを考えると、おそ

らくそうではないことは、想像に難くない。 
	 マッハやポアンカレなどの科学者でもある

思想家の理論は別にしても、一般には、科学哲

学の理論は哲学者の間で論じられているだけで、

哲学出身の思想家の科学哲学理論など科学者に

影響を与えることなどないと考えられているだ

けに、実際の科学者に影響を与えたポパーの思

想は、この点では特異な存在と言える。 
	 ポパーを認める科学者たちは、反証主義を、

いわゆる哲学の文脈で切られ役として批判され

る立場の理論として解釈して、それをそのまま

実践しているわけではないだろう。科学者であ

れば、実験がうまくいかないことなど日常茶飯

事だろうから、ことがうまく運ばないというだ

けで、それを反証と捉えてただちに自説を捨て

るなどという馬鹿げたことはしないはずだ。し

かし、哲学者たちは、反証主義を批判する際に、

ポパーはそのような馬鹿げたことを主張してい

ると解釈し、ポパーを支持する科学者たちはそ

のような解釈はしていない。 
ここには、科学哲学の不毛さがある程度垣間

見えるような気がしないでもないが、では、ポ

パーの思想のなにが、いったいそれほどプロフ

ェッショナルの科学者たちに受けたのだろう

か？反証可能性の考え方のなにが彼らの心に響

いたのだろうか？ 
私の見るところでは、反証主義が現場の科学

者の支持を得た背景には、少なくとも以下の三

つの問題がある。 

（１）われわれはすべてを知っているわけでは

ない。 

（２）われわれを取り巻く環境は変化する。 

（３）われわれ自身も変わらなければならない。 

反証主義、反証可能性は、これらの問題に対

処するための立場として、きわめて刺激的で、

効果的な立場である。私はこれらの問題に立ち

向かうさいの反証主義の思想を、「反証主義の精

神」と呼び、単なる科学哲学の枠には収まらな

いその意義を明らかにしたい。 
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対話によるポパー入
門	 
	 

蔭山泰之	 

	 

登場人物 
雄太：大学を卒業して某電機メーカーに勤務す

る会社員。慶介の大学時代からの親友。	 

慶介：某大学大学院生。カール･ポパーを中心に

科学哲学を研究している。雄太の大学時

代からの相談相手。	 

	 

第７回 批判的合理主義の展開 
	 

晩年のポパー	 

雄太「しかしそれにしてもポパーって人は、

うわさには聞いてたけど、ほんとうにいろんな

ところに首をつっこんでるんだね。いやー、こ

れまでポパーについていろいろと話をしてもら

ってきたけど、それにしても範囲が広すぎて、

オレなんかとてもおっつかないや。いろんなこ

とが出てきたからね」	 

慶介「そうだよね、じつはボクも説明するの

がけっこう大変なんだけど、これでも話してな

いことはまだいっぱいあるんだよ」	 

雄太「へえー、まだあるの？」	 

慶介「そうだな……おもなところでは、音楽

論、芸術論、ギリシャ思想研究、言語論、時間

論、心身問題……」	 

雄太「心身問題ってなんだい？」	 

慶介「人間のこころと身体の関係はいったい

どうなってるんだっていう問題だよ。さっき三

世界論のときにも話したけど、唯物論は心なん

か認めないし、唯心論はその逆で物質なんか認

めないんだ」	 

雄太「さっきの三世界論の話からすると、ポ

パーは両方とも認めるんだろ……」	 

慶介「うん、心身問題については、ポパーは

ニュージーランド時代からの親友のエックルズ

っていう大脳生理学者といっしょに『自我とそ

の脳』っていう本を共著で出している。エック

ルズは、ポパーの三世界論がとても気に入って

いて、自分の本のなかでもよく引き合いに出し

てるんだよ」	 

雄太「へえー、それじゃエックルズの本を読

めば、三世界論のまた違った面が見えてくるか

もしれないな……。ところで、ＬＳＥをやめて

からもポパーはいろいろと活躍してたっていっ

てたよね？」	 

慶介「うん、ポパーはＬＳＥを退官するまえ

からロンドンのそばの片田舎に移り住んで思索

と執筆に励んでたんだよ。精力的にいろんな国

にでかけていって講演したりして、いろんな国

から称号とか賞なんかを授けられてりしてるん

だ」	 

雄太「へえー、相変わらずだな、ポパーは…

…」	 

慶介「それで、一九九二年には日本の稲盛財

団の設立した京都賞を受賞して、はるばる日本

にまでやってきてるんだ」	 

雄太「一九九二年って……ポパーはたしか一

九〇二年生まれだったよね。九〇才で日本まで

こられたんだ」	 

慶介「うん、きただけじゃなくて、受賞講演

までやってる。じつはボクも、そのとき聞きに

いったんだけどね」	 

雄太「ふーん、オレはそのころポパーの名前

は知らなかったけど、いってみたかったな……」	 

慶介「でも、さすがのポパーも一九九四年に

は亡くなってしまったんだ」	 

雄太「そりゃ残念……。でも、ほとんど二〇

世紀を全体を通して生き抜いたことになるよ
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な」	 

慶介「そうだね。そういう意味じゃ、まさに

二〇世紀の思想家だっていえるよね」	 

	 

正当化による合理性	 

雄太「ところで、これだけ広い範囲にわたっ

ているポパーの考え方をひとことでいい表わす

とどういうことになるのかな？」	 

慶介「おっと、ついにそれを聞かれたか。い

つかはそんなこと聞かれると思ってたけど。た

しかにこれだけ範囲が広いと捉えどころがなく

なるよね」	 

雄太「だから聞いてるんだよ」	 

慶介「そうだな……、これはボクの見方だけ

ど、ポパーの中心的な考え方は、やっぱり批判

に合理性を求めるってことかな……」	 

雄太「批判？	 合理性？	 合理って、人があ

まったらリストラしちゃうあれ？」	 

慶介「それは合理化。ちょっと似てるけどぜ

んぜん違う。合理性ってのは、いわば理にかな

ってるってことだよ。むちゃくちゃなことを不

合理とか非合理っていうだろ。その反対で、よ

く考えればだれでもじゅうぶん納得できるって

ことかな」	 

雄太「それならわかるよ。でも、そういう合

理性って、理由とか根拠とかがあるってことな

んじゃないの？	 たとえばだれかがむちゃくち

ゃなことをいったとする。そしたら『どうして

そうなるんだよ』って理由を聞くよね。それが

納得できるもんだったら、そういう発言は合理

的なものってことになるんじゃないの？」	 

慶介「そうだよね、ふつうはそういうふうに

思われてるよね。合理的ってことは、理由とか

根拠とかがあげられるってことだってね。いい

換えると、正当化できるってことだよ」	 

雄太「そうそう、その正当化ってやつだよ。

合理性ってのは……」	 

慶介「それで、実証主義者たちなんかは、感

覚経験による実証ってことを最高の正当化だっ

て考えたわけなんだ」	 

雄太「そうだろ。やっぱり、なんの根拠もな

く発言するやつは、いいかげんなやつだよ」	 

慶介「まあそうだね。まえに話したように、

帰納法で得られた知識は保証されないのに、そ

れでも帰納法があれほど信じ込まれていたのも、

そういうわけだったからだよ」	 

雄太「そういうわけって、どういうわけ？」	 

慶介「じつはポパーより二〇〇年くらいまえ

に、ヒュームっていう人が帰納法で得られた知

識は正当化できないってことを指摘してたんだ。

それで今世紀になってラッセルっていう人は、

このヒュームの指摘した帰納の問題を合理性に

とっての大問題だって考えたんだ。もしこの問

題が解決できなければ、正気と狂気の区別がな

くなるなんていってね」	 

雄太「正気と狂気ねぇ……」	 

慶介「そう、だからラッセルは、たとえば自

分をゆで卵だって思っている人を非難するため

の合理的な根拠がなくなるっていうんだよ」	 

雄太「ゆで卵っていうのはいいね。オレだっ

たら自分のことフォアグラくらいに考えたいね

……。でもそうか、正当化がうまくいかなくな

ると、なんでもありってことになっちゃうんだ

な。だから合理的に正当化できるってことはと

っても大事なんだよな……」	 

	 

ほらふき男爵のトリレンマ	 

慶介「そうすると雄太は、合理的になろうと

すれば、なにごとも合理的な根拠から正当化で

きなきゃダメだっていうんだね」	 

雄太「もちろんだよ。そうやって、インチキ

とかいかさまを見抜くんだ」	 

慶介「それじゃあちょっと聞くけど、その正

当化の根拠そのものの正当化はどうなってるん

だろうか？」	 

雄太「えっ！……そんなの決まってんじゃな
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いか。えーと、えーと……」	 

慶介「たぶんね、それも合理的になるために

は、その根拠自体にも根拠が必要だろうね」	 

雄太「そうそう、そういうこと。また根拠が

あるんだよ」	 

慶介「うん、それじゃその根拠の根拠はどう

なんだい？」	 

雄太「うーん、そりゃまたべつの正当化の根

拠があるはずだよなあ……」	 

慶介「そうそう、そうやってどんどんつづい

ていくよね。これって、まるで『唐、天竺の西

にいくとどこになるんだ』っていう落語の八公

の話みたいだよね。ところで、これをつづけて

いったらどうなるかな？」	 

雄太「どうなるって……どうなるんだ？」	 

慶介「そうだな、さっき実証主義論争のとこ

ろで名前をあげたアルバートにいわせれば、三

つの可能性のうちのどれかになるんだって」	 

雄太「三つの可能性っていうと？」	 

慶介「ひとつは、このままずっと無限に根拠

をさかのぼっていつまでも終わらないっていう

可能性だ。これを無限後退っていうんだ」	 

雄太「でもそれじゃ、なにも正当化できなか

ったってことになっちゃうよね」	 

慶介「そうだよ。だから、ふつうはなにかこ

の無限後退を止める手段がとられるんだ。その

うちのひとつが、論理的循環っていうやつだ」	 

雄太「それってなに？」	 

慶介「ＡがＢを正当化して、ＢがＡを正当化

するってな感じだな。たとえば、海が荒れてい

るのを見て、だれかが『海神が怒ってる』って

いったとする。べつの人が『どうしてそんなこ

とがわかるんだよ』って聞いたら、その人が『こ

んなに海が荒れてるのにわからないのか』なん

て答えたら、この理由づけは循環してるよね」	 

雄太「そういやあ、そういう循環ってインチ

キ宗教でときどきあるよね。一生懸命信心すれ

ば病気が治るっていわれて病気が治らなかった

ら、たいてい信心がたりなかったからだってい

われるよね。それで、どうして信心がたりなか

ったってわかるんだよって聞いたら、病気が治

らなかったからだっていわれたりして……」	 

慶介「そうそう、それなんか循環のかっこう

の例だよね。だからこの循環を断ち切るために

も、信心の強さと病気の治癒はべつべつに検討

しなきゃならないんだよ……。まあ、それはと

もかく、アルバートがいっている三つ目の可能

性ってのは、この正当化の連鎖をかってに打ち

切っちゃうってことだ」	 

雄太「それってさあ、たとえば偉そうにして

る人が理由を聞かれて、だまれ！そうだからそ

うなんだッ！ってどなっちゃう感じかな……」	 

慶介「まあ、そんな感じかもね。結局、アル

バートにいわせれば正当化の試みは、無限後退、

論理的循環、かってな打ち切りの三つのうちの

どれかになっちゃうんだって。アルバートはこ

れをほらふき男爵のトリレンマって呼んでるん

だよ」	 

雄太「それって、おもしろい名前だね」	 

慶介「ほらふき男爵ってのは、ドイツの古典

文学に登場する架空の人物で、自分で自分を底

なしを沼から引っ張り出して助かったとかほら

ばっかり吹いてる人なんだ。トリレンマってい

うのはディレンマの枝がひとつふえて三つにな

ったものだよ」	 

雄太「そうすると、正当化っていうのは、結

局、見込みなしってことになるのかなあ……」	 

	 

合理性の限界	 

慶介「うん、でもこれだけじゃないんだ。合

理性を重んじる立場を合理主義っていうんだけ

ど、ちゃんとした合理的な根拠のあるものだけ

を受け容れるっていう原理を立てている立場を、

ポパーは包括的合理主義って呼んでいる」	 

雄太「包括的合理主義って、なかなか合理的

な立場だよね」	 
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慶介「でもね、それじゃその原理自体はどう

なるのかな？」	 

雄太「あっ、またそうきたか」	 

慶介「そう、そうくるよ。だから、こういう

包括的合理主義も、ほらふき男爵のトリレンマ

にひっかかっちゃうことになるんだよ」	 

雄太「うーん、そういうことか……」	 

慶介「うん、そういうことだよ。だから、正

当化による合理性には限界があることになる。

合理的に根拠づけられないなにかが残るんだか

らね」	 

雄太「そういうところで、どうしてもぜんぶ

を合理的に根拠づけて、正当化しようとするこ

とは、自分で自分を底なし沼から引っ張りだそ

うとするほらふき男爵に似てるってことになる

のか……」	 

慶介「だいたいだよ、合理性を重んじようと

する態度そのものはどうなんだろうか。この態

度は合理的に根拠づけられるのかな？」	 

雄太「うーん……、どうせダメだっていうん

だろ」	 

慶介「まあ、合理性なんかどうでもいいやっ

ていうようなやつに、いくら合理性を合理的に

根拠づけようとしても、たぶんムダだろうしね」	 

雄太「いってもわからないやつっているから

なあ……」	 

慶介「それでね、ポパーは合理主義者はこう

いう合理性の限界、正当化の限界をちゃんと認

識してなきゃダメだっていうんだよ」	 

雄太「わかったよ。でもそれじゃどうしろっ

ていうんだよ、正当化がダメなら……」	 

	 

正当化か批判か	 

慶介「そこで登場してくるのが、さっきもい

った批判なんだよ。つまり、合理性を正当化に

求めるんじゃなくって、批判に求めろってこと

さ」	 

雄太「でも、批判なんか合理性となんの関係

があるんだよ。ちゃんとした正当化ができれば、

みんながその結果に納得して考え方とか意見と

かが一致するかもしれないけど、批判ばっかり

し合ってたら、みんな意見がバラバラになっち

ゃうんじゃないか？」	 

慶介「うん、たしかにそういう気がかりはあ

るよね。それじゃ、批判が合理性とどういうふ

うにかかわっているのかをわかりやすくするた

めに、ここで正当化しかしない人と、批判しか

しない人を比べてみようか」	 

雄太「そりゃいったいどういう人だい？」	 

慶介「そうだな、一方は他人も自分も批判し

ないし、ほかからのどんな批判も受けつけない

で、ただ自分のいっていることを正当化するだ

けの人だ。もう一方は、ことさら自分のいって

ることを正当化しようとしないけど、自分を批

判しようとし、同時に他人も批判しようとして

がんばる人なんかを考えてみてよ」 
雄太「それって両極端だな」 
慶介「それで、まえの人とあとの人、どっち

が合理的かな？」 
雄太「どっちって、ふつうはちゃんと正当化

しようとするまえの方の人だろうね。でも、正

当化ってどのみちムリだったんだっけ……」 
慶介「うん、百歩譲って、もし正当化しよう

とする方の人が神様みたいな人で、ボクたちに

はわからない仕方で自分のいってることをうま

く正当化できたとしよう。だから、この人はぜ

ったいに間違いを犯してないってことになるよ

ね。もしこんな人がいたら、そりゃこの人は合

理的といえるだろうね」 
雄太「いればの話だけどね。でも、そんな神

様みたいな人いっこないよ」 
慶介「そうだよね、人間だれしも間違いを犯

すかもしれないよね。だから、もしこんな正当

化しかしない人が間違いを犯しちゃったら、こ

のひとはぜんぜん批判を受けつけないんだから、

ほかからその間違いをなおしようがないってこ
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とになる。だから、こういう人に対しては、た

だ信じるか信じないかのどちらかしかないだろ

うな……」 
雄太「そりゃまるで、新興宗教の教祖様みた

いだな」 
慶介「こういう人たちが批判をかわす仕方に

は、だいたいパターンがあるんだ。教祖様だっ

たら、『私の正しさがわからないで批判するのは、

悪魔によって目が眩まされているからじゃ』な

んていうだろうね。要するに、自分たちを批判

するのは、批判する人の考え方が歪んでいるか

らだって決めつけてしまうわけなんだよ。こう

すれば、もう批判の中身に関係なく、どんな批

判でもかわせることになる」 
雄太「なるほど、こうしておけば、なにいわ

れても動じないよな……。でも、そんな決めつ

けをされちゃったら、もうそいつらになにいっ

てもムダってことにならないか？」 
慶介「そうだよ、こういう決めつけをされち

ゃったらもう議論がぶちこわしになっちゃうよ

ね。だから、信じるか信じないかのどちらかし

かないってことになるんだよ……。それじゃ、

さっきあげたもう一方の自分と他人を批判する

人はどうだろう。この人は正当化しないんだか

ら、一見頼りなさそうにも見えるかもしれない

けど……」 
雄太「でも間違いを犯したら、その人は批判

に対して聞く耳をもってるんだから、ほかから

指摘されて間違いに気がついて、自分で自分の

考えをなおすことができるんだよね」 
慶介「そういうことなんだ。正当化に突っ走

る人は、間違いを犯しても軌道修正できないで、

下手をすると狂信的なヤバイ方向にどんどん落

ち込んでいっちゃうかもしれない。でも批判を

受け容れる人なら、ほかの人とか現実からのフ

ィードバックを受けつつ、軌道修正することが

できて、理にかなった方に自分を合わせつづけ

ることができそうだよ」 

雄太「なるほど……。こう考えてみると、批

判ってことが合理性となにか深い関係がありそ

うだってことがわかってきたような気がする

よ」 
 
間違いを犯すかもしれないこと 
慶介「そうかい、そりゃよかった。でもここ

で大事なのは、絶対に間違えないってことを認

めないことだよ。逆にいうと、人はだれだって

間違いを犯すんだってことを認めることだよ。

これは、可謬論っていわれる考え方なんだけど

……」 
雄太「でもそんな呼び方しなくっても、それ

って、ふつうによくいわれてることだよね」 
慶介「たしかに、これを聞いたことがない人

なんてないだろう。でも、ほんとうにわかって

いる人は、あまり多くないかもしれない。って

いうのはね、ふつうの人はたいてい、これは自

分にあてはまることだって考えて、自分よりも

目上の人とか尊敬する人、信頼している人、ま

してや信仰しているなんか人にはあまりあては

めて考えたがらないからね」	 

雄太「うん、たしかにそうかもしれないな…

…。自分がなにかミスをしでかしたら、だれだ

って間違いを犯すんだってことで見のがしても

らいたいと思うだろうけど、自分が尊敬してい

る先生とか信仰している教祖様が間違いを犯し

てるなんてあまり考えたがらないだろうし、ま

してや面と向かって『間違ってますよ』なんて

いえないだろうな」 
慶介「でもね、だれだって人間である以上、

程度の差はあっても間違いを犯すかもしれない

ことについてはおんなじだよ。むしろ、そうい

う一般にえらいと思われている人たちは、ボク

たちみたいなペーペーに比べれば、いま雄太が

いったみたいにとっても批判しづらくなってい

るんだから、よけい注意しなきゃいけないのか

もしれないよ」 
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雄太「なるほどね、たしかにそういう人たち

を批判するのはむずかしいよな」 
慶介「いわばそういう人たちは、権威があっ

て、権威のために批判からまもられている。で

もポパーにいわせれば、権威があるってことと

正しいってことは、じつはなんの関係もないん

だよ。だから、ポパーは『開かれた社会とその

敵』のなかで、プラトンとかマルクスなんかの

権威ある思想家たちをあえて批判したんだよ」	 

雄太「そうだったよね」	 

慶介「しかもだよ、たしかにそういう偉大な

人たち、権威ある人たちっていうのは、ボクた

ちにとって有益なことをいってくれるかもしれ

ないけど、そうだからこそ、もしこういう人た

ちのいってることが間違ってたら、その危険性

はボクたちみたいなペーペーの場合に比べれば

とんでもなく大きいかもしれないよね」	 

雄太「ハイリスク、ハイリターンって感じだ

な……。それって、ドイツ人がヒトラーを信じ

込んだんで、とんでもない危険をしょいこんじ

ゃったっていうようなことだよね」	 

慶介「そうそう、だからむしろ自分たちにと

って大事だと思われる人とか考え方なんかこそ

批判的に見るべきだろうね」	 

雄太「大事なことこそ批判的にってことか…

…」	 

	 

批判的合理主義	 

慶介「これまで話してきたように、ポパーは

正当化の限界を認識して、むしろ批判の方に合

理性の活路を見いだそうとするんだ。こういう

ポパーの考え方が、さっきちょっといった批判

的合理主義っていう思想なんだよ」	 

雄太「批判的合理主義か。なんかいかめしい

名前だね」	 

慶介「まあそうかもしれないね。ところでま

えポパーの反証主義の話と実証主義批判の話を

したよね。それで、実証とか帰納を正当化って

考え、反証を批判って考えると、ポパーの批判

的合理主義は、まさに彼の反証主義とおなじ構

造になっている。っていうよりも、これは反証

主義を一般化して広げたものだっていえるんだ

よ」	 

雄太「なるほど、そういうことか……。正当

化でぐいぐい押していっても、やがては限界に

ぶちあたるのか。それじゃ、押してもだめなら

引いてみなってわけだな。まさに逆転の発想っ

て感じだよな……」	 

慶介「まあ、そういえるかもしれないね。ポ

パーの基本的な発想は、誤りから学ぶ、つまり

誤りを批判によって排除することで、すこしづ

つ真理に近づいていこうっていうことだ」	 

雄太「反証とか反駁を使ってってわけだな…

…」	 

慶介「これにかんしては、ポパーは、クセノ

ファネスっていうギリシャの思想家がいった

『神は死すべきものにはじめからすべてをあき

らかにしたわけではないが、時の流れのなかで、

われわれはよりよいものを見い出す』っていう

文句がとても気に入ってて、よく引き合いに出

してたんだよ」	 

雄太「なかなかまえ向きな文句だね」	 

慶介「直接、真理を目指すっていうよりは、

誤りを通して間接的に目指すっていう感じかな

……。ふつう、こういった発想は消極的な考え

方って思われやすいけど、でもポパーの反証主

義とか批判的合理主義がぜんぜん消極的なもん

じゃないってことは、これまで話してきたこと

からわかるよね」	 

雄太「うん、慎重さは求めるけど、むしろか

なり大胆な発想だと思うよ。でもさ……」	 

慶介「でもさ……って？」	 

	 

相手のための批判	 

雄太「でもさ、たしかに批判ってもんが合理

性にとって大事だってことはわかったんだけど、
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でもさっきオレがいったみたいに、批判ばっか

りし合ってたら、人間関係が殺伐としてみんな

バラバラになっちゃうんじゃないのか？	 それ

に、批判なんて減点主義的な発想だから、おた

がいにアラ探しみたいになっちゃうんじゃない

のかな？」	 

慶介「うん、批判にはたしかにそういう面が

あるよね。でも、ここでなんのために批判する

のかってことを考えてみてよ」	 

雄太「そりゃ、いま慶介がいったみたいに、

間違いをなおすためなんじゃない？」	 

慶介「そうだよね。でももしそうだとしたら、

批判されて間違いをなおせた方は、それだけ一

歩前進してることになる。つまり、批判は批判

される人のためでもあるんだ。だから、まった

く無関心な相手はあえて批判しようなんて思わ

ないだろう」	 

雄太「そりゃそうだ。関心ない相手なんか無

視するだけだよな」	 

慶介「ふつう批判ってのは、悪口とか非難と

か誹謗中傷とかとごっちゃに考えられているか

らあまりいいイメージをもたれてないんだけど、

でもちゃんとした批判をしようと思ったら、ま

ず相手のいうことをちゃんと理解しなきゃなら

ない。この意味では、ポパーの弟子のバートリ

ーとかナッターノなんかは、批判っていうのは

相手に対する敬意の表われだってことさえいっ

てるんだよ」	 

雄太「ふーん、ふつう批判されると批判した

相手の敵意を感じてしまいがちだけど、でも必

ずしもそうじゃなくって、むしろこっちのこと

を思っての場合もあるってことか。そう考える

と、批判ってものが必ずしも嫌なもんじゃなく

なるかもな……」	 

慶介「それに、さっきいった大事なことこそ

批判的に見るべきだってことも、このことと関

係があるとボクは思うよ。大事だから批判する、

敬意をはらってるから批判するってね」	 

雄太「なんだか批判のイメージがだんだん変

わってきたな……」	 

	 

知識の成長のための批判	 

慶介「そうだろう。たしかに誹謗中傷に似た

相手をおとしめるための批判なんか、世のなか

には少なくないだろう。でもポパーが合理的だ

っていった批判っていうのは、そんなんじゃな

い。だいたいポパーのいってる批判は、人物評

価のためのもんじゃないから、減点主義的な発

想はぜんぜんないんだ。むしろだれがなにを発

言したかに関係なく、知識の成長とか発展をう

ながすためのものなんだよ」	 

雄太「それってどういうこと？」	 

慶介「まえに、ポパーの『自分のかわりに理

論を死なせる』って話をしたよね。つまり、理

論とそれを唱えた人を切り離して考えれば、失

敗してもいくらでもやりなおしがきくっていう

ことだよ」	 

雄太「ああ、そうだったね」	 

慶介「この考え方からすると、批判されて攻

撃されているのは理論の方で、理論を唱えた人

じゃない。どうもボクたちは自分の発言が批判

されると、まるで自分の人格が批判されたよう

に感じてしまいがちだ。だから、批判は非難な

んかととらえられやすい……」	 

雄太「まあ、たしかにそういうところはおお

いにあるよね」	 

慶介「でもポパーの世界３では、理論はそれ

を考案した人から独立して独自に発展するもん

なんだ。そういう意味では、理論をいつまでも

自分の分身とか子供みたいに考えて過保護にし

てちゃダメで、むしろ積極的に批判にさらして

鍛え上げて、成長させていかなきゃならないっ

てことにもなるんだよ」	 

雄太「そうやってうまく切り離せるといいけ

どね」	 

慶介「ポパーはよくこういってたんだ。『自分
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が間違っていて、君が正しいのかもしれない。

でも努力すれば真理に近づける』ってね。つま

り、ポパーにとっては知識が真理に向けて前進

することが一番大事なことで、そのさいだれが

正しかったとか間違ってたとか、ましてやだれ

が批判によって面目を失ったかなんてぜんぜん

問題じゃないんだよ」	 

雄太「なるほど、そんなこと気にしてるよう

じゃ肝っ魂が小さいっていうことかな……」	 

慶介「これについては、こんな話があるんだ。

ＬＳＥでのポパーのゼミってのはけっこうきび

しかったらしくて、学生のレポートでもドシド

シ批判されてたらしい。それで、あるとき学生

が批判をかわそうとして、ポパーの質問を何回

もはぐらかしたらしい。でも結局はポパーの追

及に根負けして、自分の誤りを認めたらしい。

そしたらポパーは笑って、こういったらしいよ。

『よし、これでわれわれは友だちになれる』っ

てね」	 

雄太「へえー、間違いを認めたら友だちにな

れる先生なんて、ほかにいないよね」	 

	 

間違えないやつはほんものじゃない	 

慶介「そう、ここのところは大事なんだ。い

ままで話してきたみたいに、ポパーは批判って

ことのもつ意味を否定的なものから積極的なも

のにガラッと変えようとしてる。でも、批判的

合理主義とか、とくに反証主義が根本的に変え

ているのは、誤りとか失敗に対する見方だとボ

クは思うよ」	 

雄太「誤りとか失敗に対する見方っていう

と？」	 

慶介「理論の反証可能性ってことは、その理

論が誤ってたり、失敗したりする可能性ってこ

とだよね。ポパーは理論はこういう可能性をも

つべきだっていってる。ボクにいわせれば、こ

れはいわば、間違えないやつはほんものじゃな

いっていってるようなもんだよ」	 

雄太「そうか、オレなんかいっつも間違えて

ばっかりいるから、これを聞いただけでもなん

だか勇気づけられる気がするよ」	 

慶介「そうだろ、間違えてばっかりいるって

ことはボクもおんなじだから、この意味を理解

したときは感動したよ。でも、こういう感動を

したのは、じつはボクたちだけじゃなかったん

だ。たとえば、さっき話したエックルズなんか

はこういってるんだ」	 

雄太「エックルズって、あの大脳生理学者で

ポパーの親友ね」	 

慶介「エックルズもはじめのうちは帰納主義

を信じていて、できるだけ確実に正しい理論を

つくろうって考えてた。だから、誤っているか

もしれない理論を公表することはだれもが嫌が

っていて、エックルズもうつうつとした気持ち

になってたらしい」	 

雄太「その、間違ってたらどうしようって気

持ち、オレよくわかるなあ……」	 

慶介「そんなとき、エックルズはポパーから

学んだんだ。自分の理論が誤りだってわかるこ

とは、決して科学的に名誉を損なうことじゃな

いって……。それどころか、できるだけ理論を

反証とか反駁を呼び起こすようなかたちにして

おくようにってポパーにアドバイスされたらし

いんだ」	 

雄太「帰納主義を信じてたんだったら、エッ

クルズはさぞかし驚いただろうね」	 

慶介「そうだろうよ。このことがきっかけに

なったのかどうか知らないけど、エックルズは

のちにノーベル生理学賞を受賞してるんだよ」	 

雄太「それじゃ、もしポパーのアドバイスが

きっかけだったとしたら、ポパーは実際に科学

の発展に貢献したことになるね」	 

慶介「そうなるね。『失敗を恐れるな』なんて

よくいわれるけど、確実性とか正当化なんかを

追い求めようとする考え方じゃ、これのほんと

うの意味はわからないんじゃないかな」	 
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雄太「そうそう、『失敗を恐れるな』がたんに

口さきだけの場合もよくあるからな」	 

慶介「そういう意味じゃ、ポパーの思想は、

ほとんど間違いを犯さない超人的なエリートな

んかには無用なものだろうけど、ボクたちみた

いにしょっちゅう間違えてばっかりいる凡人に

とっては、とっても力強い味方だと思うよ」	 

雄太「そういう話を聞いてて、なんだかオレ

でもなにかできそうな気がしてきたよ……。で

もおもしろいよな。そういう凡人のための思想

なのに、エックルズみたいなノーベル賞級のエ

リート科学者とか国家の指導者たちに受けがい

いなんて……」	 

慶介「そうだよね。でもそういう人たちは、

たぶんボクたちよりも自分たちの限界によく気

がついているからポパーの思想に惹かれるんじ

ゃないかな……」	 

雄太「それって、さっきいったソクラテスの

無知の知ってことだね。オレなんか無知ってこ

とじゃだれにも負けないけど、でもほんとのと

こ、それをどこまで知ってるのかなあ……」	 

	 

理性への非合理的な信仰	 

慶介「ところで、これまで話してきたような

批判的合理主義っていう思想を、ポパーはニュ

ージーランド時代に書いた『開かれた社会とそ

の敵』のなかではじめて披露したんだ」	 

雄太「なるほど……。科学論とか認識論の問

題から政治とか社会の問題にとりくむようにな

って、科学論での反証主義の考え方を一般化し

て、いろんな分野に適用できるように広げたっ

てわけだな……」	 

慶介「まあ、そういうことになるかな……。

でもね、じつをいうとこの批判的合理主義の思

想には、最初っから問題がなかったわけじゃな

いんだ」	 

雄太「っていうと？」	 

慶介「このことは、さっきからときどき名前

が出てきてるポパーの弟子のバートリーが指摘

してることなんだけど、その問題をきっかけに

して、バートリーは批判的合理主義の考え方を

さらに発展させることができたんだよ」	 

雄太「ふーん、それでその問題ってなんだ

よ？」	 

慶介「さっき包括的合理主義の話をしたよね。

そのとき合理性を重んじるっていうこと自体が

なんの根拠もないじゃないかって話しもしたよ

ね」	 

雄太「そうだった。だから、正当化のもくろ

みがダメになったんだったよな……」	 

慶介「でもポパーは、暴力とか不正よりも理

性に訴える態度を選んでるんだよ。だから、ソ

クラテスのことばを引いて、あえて『不正をな

すよりも不正をこうむる方がましだ』ってこと

さえいっている」	 

雄太「まるで、右の頬を打たれたら左の頬を

出せっていう感じだね」	 

慶介「うん、でもポパーが選んだこの合理性

を重んじる態度にはなにも根拠がないってこと

をポパーも自覚してるんだ。だから、こういう

合理的な態度を重んじない人から、どうしてそ

んな態度を選んだんだって聞かれたらどうす

る？」	 

雄太「さあね。それでポパーはなんて答えた

んだ？」	 

慶介「そう選ぶことを自分で決めたって答え

たんだよ。つまり、理性がいいって信じてるか

らそう選んだんだってわけさ。でもこれってな

んの根拠もないから、ふつうに考えれば合理的

っていえないよね。だからポパーはこの自分の

決断を理性への非合理的な信仰って呼んだんだ

よ」	 

	 

おたがいさま	 

雄太「なるほどね、根拠がないから非合理な

信仰ってのはわかるんだけど……。でもこれじ
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ゃあ、たとえば『そう、君はそっちを選んだの、

それじゃボクはこっちを選ぶよ』っていってぜ

んぜん違うことを選ぶって決めたら、もうそっ

からさきに話が進まなくなっちゃうんじゃない

のか？」	 

慶介「まさにそこなんだよ、バートリーが問

題にしたのは。バートリーにいわせれば、理性

に対する非合理的な信仰っていうポパーの考え

だと、合理性なんかどうでもいいやって考える

非合理主義者に開きなおる口実を与えてしまう

んだよ」	 

雄太「開きなおる口実っていうと？」	 

慶介「たとえば非合理主義者がなにかわけわ

からない発言をしたとしよう。すると合理主義

者はこう諭すだろう。『きみきみ、そんないいか

げんなこといっちゃいかんよ。なにかをいうか

らにはちゃんと自分の発言には根拠を与えて、

正当化しなきゃならんぞ』ってね。でもわけを

知ってる非合理主義者ならこう答えるだろうね。

『そりゃどうも失礼。でもあんただって、いっ

てることの根拠を突き詰めていけばなんの根拠

もないんでしょ。だったらおなじ根拠なしでお

たがいさまですね』なんてね」	 

雄太「こいつ、合理主義者にとっちゃ、ずい

ぶん嫌みなやつだね」	 

慶介「そうだろうよ。結局、ポパーのいう非

合理な信仰ってのは、アルバートのトリレンマ

でいえば、正当化を途中でかってに打ち切っち

ゃってるようなもんだよ」	 

雄太「なるほど……、そうだな、かってに打

ち切っちゃってるな」	 

慶介「だから、根拠がないっていって相手を

批判すれば、その批判はブーメランみたいに自

分に戻ってくる。実際に、さっき実証主義論争

で名前をあげたハバーマスなんかは、ポパーの

ことばをそっくりそのままポパーに返すことで

ポパーを批判したりしてるんだ」	 

雄太「まるで、鏡に向かってバーカっていっ

てるようなもんだな」	 

慶介「そういうこと。ところでこの事態は、

さっきクーンのところで話したパラダイム同士

は優劣が決められないっていうのとじつによく

似てるよね。パラダイムを超える見本なんてな

いんだから……」	 

雄太「あっ、ほんとうだ」	 

慶介「それで、どれがいいかわからないって

ことになって、そこからなんでもいいやってい

う考え方が出てくるんだよ。これは相対主義っ

ていって、クーンの考えをさらに展開したファ

イヤアーベントなんかが唱えているんだけど

ね」	 

雄太「なるほど、そういう展開になるのか。

でもなんでもいいやなんて、まさにポパーが反

対した非合理な考え方だよね。そういう非合理

的な考えがポパーの考え方から出てきちゃうと

したら、こりゃ大問題だよな……」	 

	 

批判的合理主義の特異点	 

慶介「そうなんだ。それで、バートリーはこ

れをなんとかしなくちゃって考えたんだよ」	 

雄太「それで、なんとかなったのか？」	 

慶介「まあ、なんとかなったかどうかはとも

かくとして、バートリーがどう考えたかを話し

てみようか……。ポパーの考え方をよく見てみ

ると、批判に合理性を結びつけていろいろな場

面で批判を展開することで合理性を保つことが

できることになってる。でも、ただ合理性を選

んだ最終点だけは、非合理な信仰っていうこと

で、ほかの部分とはまったく異質なものになっ

てるんだ」	 

雄太「ふむふむ……、なるほど、そうなって

る」	 

慶介「ポパーの弟子のミラーは、この点をポ

パーの思想のなかでの特異点だっていったん

だ」	 

雄太「特異点って？」	 
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慶介「数学とか物理で使われていることばで、

通常の操作、原理、法則が成り立たない点って

いう意味だよ。宇宙論でいうと、宇宙はいま膨

張してるから時間をさかのぼっていくと宇宙は

どんどん収束していって、やがては密度が無限

大のどんな物理法則も成り立たない特別な点に

突きあたる。それが特異点なんだ。これとおん

なじで、ポパーの考えではいろんなところで批

判の原則が成り立っているんだけど、根拠をど

んどんさかのぼったところで、その原則が成り

立たない非合理な信仰っていう特異点に達する

ってわけだよ」	 

雄太「わかったよ。それでその特異点がどう

したんだ？」	 

慶介「ミラーによれば、バートリーはポパー

の思想からこの特異点をなくしてしまおうとし

た。要するに、この点に対しても批判の原則を

あてはめようとしたんだ」	 

雄太「なるほど……。でも、この点に対して

は、根拠がないゾッていう批判は成り立たない

んだろう」	 

	 

包括的批判的合理主義の登場	 

慶介「うん、そこでバートリーは考えた。こ

れまで批判っていわれてきたものは、ふつう根

拠がないこととか、正当化されてないことを指

摘するってかたちでおこなわれてきた。『どうし

てそんなことになるんだよ』ってね……。つま

り、正当化と批判が密接に結びついてたってわ

けだ。でも、こういうかたちの批判じゃ特異点

を批判できない。だから、批判を正当化から切

り離してしまえばいいってね」	 

雄太「正当化と切り離された批判ねぇ……」	 

慶介「考えてみりゃ、正当化とは関係ない批

判なんてけっこうあるよ。たとえば、ある理論

が首尾一貫してなくて、内部矛盾してることの

指摘なんかそうだよね。矛盾があったらその理

論はヤバイけど、でも矛盾してなかったからと

いって、その理論が正当化されたことにはなら

ない。矛盾してないってことはあたりまえのこ

とだからね」	 

雄太「そりゃそうだ。矛盾してなきゃいいっ

てもんじゃないからな……」	 

慶介「それに、ポパーのいう反証なんかもそ

うだよね。ある理論に対して反証があがれば、

それは立派な批判になるけど、反証されてない

からっていって正当化されていることにはなら

ないんだよ」	 

雄太「なるほど……、そりゃそうだよな。そ

れで……」	 

慶介「だからそういう特異点なんかにも、根

拠がないっていうかたちの批判じゃない批判を

投げかけられれば、そんなもの考える必要がな

くなるってバートリーは考えたんだよ」	 

雄太「なるほどね……。でも、いっているこ

とは頭ではわかるんだけど、かなり突飛な考え

方だから、すぐにはちょっと飲み込めないな…

…」	 

慶介「うん、そうかもしれない……。たしか

に、合理性を正当化じゃなくて批判に求めるっ

ていう考え方だけでもかなり突飛だからね。そ

の先をいくバートリーの考えはかなり異様に映

るかもしれないな……。でも、バートリーにし

てみれば、合理性を批判に求めるっていうポパ

ーの考え方を一貫して突き詰めていくとこうな

るはずだっていうだろうね」	 

雄太「一貫して突き詰めるとそうなるのか」	 

慶介「それで、バートリーはいうんだ。『すべ

ては批判に開かれている』ってね。批判的合理

主義をとことん突き詰めていって展開したこの

考え方を、バートリーは包括的批判的合理主義

とか、汎批判的合理主義とかって呼んでいるん

だ」	 

雄太「うーん、批判的合理主義っていう名前

だけでもかなりいかめしかったのに、さらにい

かめしくなったよな……」	 



 

64 
 

	 

非正当化主義	 

慶介「でもね……、それと、あともうひとつ

名前があるんだよ」	 

雄太「まだあるのか……」	 

慶介「まあまあ。ポパーの考え方にしても、

バートリーの考え方にしても、正当化っていう

ことに合理性を求めないっていう点では一致し

ている。だから、批判的合理主義と包括的批判

的合理主義と、あと最初に話した反証主義をひ

っくるめて、非正当化主義って呼ぶことがある

んだよ」	 

雄太「なんだか、ますます奇妙な名前だなあ」	 

慶介「まあ、そうだろうね。おそらくこの非

正当化主義っていうことばを聞いただけじゃ、

おそらくなんのことはさっぱりわからないだろ

うね」	 

雄太「うーん、わかんないねー」	 

慶介「もちろん、非正当化主義っていっても

理由をあげることをすべて否定するわけじゃな

いと思うよ。「なぜならば」っていうことばが使

えなきゃ、そもそも議論が成り立たないからね。

でも正当化には限界があって、その限界のため

にこれに批判がとってかわるから、究極の正当

化なんていらないし、追求しちゃダメだって考

えるのが非正当化主義だよ」	 

雄太「っていうと、批判には限界がないの

か？」	 

慶介「ないね……ってバートリーはいってる

よ。批判はべつに盤石の土台の上にとどまる必

要はないからね。いつでも動いていていいんだ

よ」	 

雄太「そんなもんかなあ……」	 

慶介「これこそ逆転の発想だよ。少なくとも

ボクにとっては、こういうふつうじゃないもの

の見方でいろんなものを見てみると、いままで

見えなかったことが見えてくるような気がする

んだ」	 

雄太「なるほど、それって反証のところでい

ってた、予想外のことにでくわして見えてなか

ったものが見えてくるってことにつうじてるの

かな？」	 

慶介「まあ、そういうことだね。バートリー

にいわせれば、歴史上本格的な非正当化主義を

唱えたのは、ポパーが最初だっていうんだ。で

もポパー自身は、このことばを使ってあまり自

分の立場を論じたことはなかったんだ」	 

雄太「ポパーも違和感を感じたのかな？」	 

慶介「でも、バートリーとかミラーなんかの

ポパーの弟子筋にあたる人たちは、はっきりと

自分たちの立場を非正当化主義って呼ぶように

なったんだよ」	 

	 

よりよき世界を求めて	 

雄太「そうか……。でもバートリーの話、だ

んだん頭がこんがらがってきちゃったよ」	 

慶介「うん、こっちも疲れてきちゃったよ」	 

雄太「でもね、ポパーの話がおもしろくって、

ひきこまれちゃったよ。いろいろとていねいに

説明してくれて。これでオレもポパーについて、

ちょっとはわかったような気がするよ」	 

慶介「まあ、うまく説明できたかどうかわか

らないけど、雄太にそういってもらうと、こっ

ちも話した甲斐があったよ」	 

雄太「今日聞いたポパーの話がなにかの役に

立つときがくるといいよな……」	 

慶介「ボクもそう思うよ。ポパーの思想は思

想にしちゃめずらしいほど科学とか実務なんか

のいろいろな分野で、いろいろな意味で役に立

つと思うよ。たんに道具としてじゃなくてね。

だから、いろいろな科学者とか政治家とかがポ

パーに影響を受けたんだと思うよ」	 

雄太「それじゃ、オレもこれからはポパー的

に生きていくかな。まず、手はじめに先輩でも

批判するか……。って思ったけど、やっぱり気

が引けるよな……」	 
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慶介「そうだね、たしかに批判っていうのは、

するほうにとっても、されるほうにとってもそ

う簡単にいくもんじゃないだろうね。批判の意

義を強調してやまなかったポパー本人でさえ、

残念なことに人からの批判はなかなか認めなか

ったらしいよ」	 

雄太「へえ、そうなんだ。ポパーもやっぱり

人の子か」	 

慶介「そういう意味じゃポパー個人には限界

があるけど、でもポパーの批判的合理主義の精

神はそうじゃないと思うよ。批判がどれだけ受

け入れられるかは、やっぱり失敗とか誤りなん

かを、どれだけ積極的に評価できるかにかかっ

てるんじゃないかな」	 

雄太「そりゃそうだけど、それってむずかし

そうだよな」	 

慶介「だから、こういった批判を重んじる考

え方が浸透するには、まだまだ時間がかかるだ

ろうね。でもたとえ時間はかかっても、批判的

合理主義の観点からを開かれた社会を目指して

いけば、たがいに批判しあっても決して人格が

傷つかないで、むしろ知識とか社会そのものが

発展する社会はきっといつか実現するんじゃな

いかな」	 

雄太「そうなるといいよなあ……」	 

慶介「ただし、ユートピア主義的に性急に考

えないで、現実から学びつつ一歩一歩ピースミ

ールにね。ポパーには『よりよき世界を求めて』

っていうタイトルの論文集があるんだけど、そ

ういう開かれた世界を心から望んでいたんだと

思うよ」	 

雄太「なんだかナイーヴなタイトルだけど、

その気持ちわかるよ……。おや、もうこんな時

間か。あっ、そうだべつの用事を思い出した。

今日はいろいろと詳しく話してくれて、サンキ

ュー。こんどお礼におごらせてもらうよ。それ

じゃあ、さいなら……。また、なにかあったら

聞きにくるかもしれないけど、そんときゃまた

よろしくたのむね……」	 

From: keisuke@xxxx.com 
To: yuuta@xxxx.com 
Subject: RE: ポパーについて教えて 

 
雄太へ	 

	 

このまえずいぶんと長いことポパーについて

話をしたけど、わかってくれたかな？	 じつは、

ボクも話をしているうちにいろんなことに気が

ついて、ずいぶん刺激になったよ。これからも

ポパーについてなにか聞きたいことがあったら、

いつでもまた気軽に聞いてくれよ。	 

	 

ところで、せっかくあれだけポパーについて

話をしたんだから、雄太には今度はぜひポパー

の本を直接読んで欲しいと思うよ。このまえの

話で出てきたポパーの本は、ほとんどがもう日

本語に訳されてるから、それをあげておくよ。	 

	 

『《歴史主義》の貧困』、中央公論社。	 

『科学的発見の論理』、上下二巻、恒星社厚生閣。	 

『客観的知識』、木鐸社。	 

『果てしなき探求』、上下二巻、岩波書店。	 

『開かれた社会とその敵』、第一部、第二部、未來社。	 

『推測と反駁』、法政大学出版局。	 

『自我と脳』、上下二巻、思索社。	 

『未来は開かれている』、思索社。 

『確定性の世界』、信山社。 

『開かれた社会――開かれた宇宙』、未來社。 

『よりよき世界を求めて』、未來社。 

『フレームワークの神話』、未來社。 

『開かれた宇宙』、岩波書店。 

『実在論と科学の目的』、上下二巻、岩波書店。	 

『量子論と物理学の分裂』、岩波書店。 

 

それと、日本ポパー哲学研究会っていう会が

あるんだ。じつはボクも会員なんだけど、ポパ
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ーの関心の広さを反映していろんな分野、職業

の人がいてなかなかおもしろいよ。それと、こ

の会のホームページはかなり内容豊富で充実し

ているから見てみるといいよ。アドレスは、

http://www.law.mita.keio.ac.jp/~popper/ 
 

あと最後に、日本語で読めるポパーの入門書、

解説書、研究書もいくつかあげておくよ。いま

では手に入りにくいものもあるけど、図書館に

あるかもしれないから探してみてよ。 

 

高島弘文著、『カール=ポパーの哲学』、東京大学出

版会。 

Ｗ・バートリー著、『ポパー哲学の挑戦』、未來社。 

川村仁也著、『ポパー』、清水書院。 

関雅美著、『ポパーの科学論と社会論』、勁草書房。 

小河原誠著、『討論的理性批判の冒険』、未來社。 

長尾龍一、河上倫逸編、『開かれた社会の哲学』、

未來社。 

小河原誠著、『ポパー――批判的合理主義』、講談

社。 

小河原真著、『反証主義』、東北大学出版会。 

小河原誠編、『批判と挑戦』、未來社。 

蔭山泰之著、『批判的合理主義の思想』、未來社。 

Ｂ・マギー著、『哲学と現実世界』、恒星社厚生閣。 

日本ポパー哲学研究会編、『批判的合理主義』、全

二巻、未來社。 

 

それじゃ、また今度雄太に会ったとき、ポパ

ーについてまたいろいろと聞かれるかもしれな

いから勉強しておくよ。 

 

慶介	 
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編集後記 
 
いつも原稿を集めるのに苦労しておりますが、今回は長編の投稿があり分厚い機関誌を編集できま

した。編集部は、皆様のご投稿をいつでもお待ちしております。どうぞ、ふるってご投稿くださいま

すよう、いつものことながら、お願い申し上げます。 
理論的問題もさることながら、現実の諸問題を論じたアクチュアルな論考は、われわれの思考を活

性化してくれると考えられますので、ご遠慮なく、政治経済的問題を論じていただければと思います。

ポパーの精神にならっていつでも現実問題との接点を保持し、そこから深く哲学的問題に切り込んで

いただくような論考は大歓迎です。もちろん、簡単に論じられることではないでしょうが、知性の冒

険を期待します。 
 
（文責：小河原 誠） 
 
 
 
 
 
 

電子ファイルの送付について  
 
前号と同じく、本号も電子ファイルのみの作成となります。PDFファイルを開くためのパスワードは、

Popper2014です。ファイルは、高解像度での印刷のみを許可し、他の操作は禁止されています。これを解
除するための権限パスワードは summerです。「アドバンスト」から「セキュリティ」へと進み、「この文
書からセキュリティ設定を解除」によって解除してください。 
本号についてのご意見等につきましては、編集委員（現在は、小河原 kogawara79@hotmail.com）にご連絡

いただければ幸いです。 
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 
 

D.ミラー 

小河原 誠・蔭山泰之訳 

『批判的合理主義：再定式と擁護』1 

 
第 5 章	 ヒューム：ベーコン＝ゲーデ

ル：ヒルベルト 
 

5.1．序  
 

ベーコンに対するヒュームは、ヒルベルトに対

するゲーデルである。このような比較を初めて目

にされる方は驚かれるかもしれない。だが申し上

げておきたいのだが、この比較からは多くのこと

が明るみに出てくるのであって、異なった分野の

力技ともいえる業績を無理やり比較することで

はないのである。もっとも、露呈してくるものの

ほとんどすべては、一方の側、つまり、帰納主義

の側にあるのであって、形式主義の側にあるわけ

ではない。その理由はこうだ。ゲーデルはヒルベ

ルトの形式主義を粉砕したが、そのときかれが処

方した薬を、数学の哲学者たちは（ごくわずかの

変人を除いては）勇敢にも呑み込み、心身を壮健

にした。対するに、科学哲学者たちは（私のよう

なごくわずかの変人を除いては）、ヒュームがベ

ーコンの帰納主義を粉砕したという事実に直面

する用意がほとんどできていないのだ。科学の合

理性にかんする現在の理論のほとんどは、夢想に

も等しいかくあってほしいという思考のレベル

にある。つまり、算術の無矛盾性の問題について

                                                   
1 David Miller, Critical Rationalism: A Restatement and 

Defence, Open Court, 1994, Chapter 4: Comprehensively 

Critical Rationalism: An Assessmemt. All right reserved by 

David Miller. 

翻訳権：小河原 誠。参照文献については原本の文献一覧

を見られたい。 

はそのうち受容可能な有限の立場にたつ解法が

見つかるだろうし、見つかってほしいという夢想

にも等しい願望的思考レベルと同じレベルにあ

るということだ。それゆえ、なしうるかぎり鋭利

かつ明確に、ヒュームやその他すべての自暴自棄

になった懐疑論者とか非合理主義者などに対し

て、わたくしには唯一適切な対応と思われるもの

──正当化の探求をやめて、真理の探求のために

冷酷なまでに理性を使い尽くすという対応──

のアウトラインを述べてみたいと思う。このアプ

ローチのもとでのみ、ヒュームを超えるきちんと

した進歩が望めるのだ。クライゼルは（1986年キ

ルヒベルクでの第 11 回ウィトゲンシュタイン・

シンポジウムで）ゲーデルの定理に対して最初に

（そしてただ）大げさにしゃべるだけだった人た

ちに対して、役者がかった調子で嘲笑を浴びせた

が、わたくしはいまそれを聞いた時のことを思い

出している。哲学者は、〔ヒュームの議論が出て

から相当の年月が経っているのだから〕ヒューム

に対して大げさにしゃべる必要はほとんどない。 

 

5.2．ヒルベルトとゲーデル  
 

ラッセル、カントール、ブラリ=フォルティの

名前と結びついている集合論のパラドックスが

示したのは、数学理論は愛想よく人を納得させ、

また、人を酔わせるほど美しく、ありあまるほど

豊穣に見えたとしても、矛盾があれば安住の地で

はなくなってしまうということであった。ヒルベ

ルトが述べたように、無限集合についてのカント

ールの楽園がそのような理論のひとつだった。な

んの制約もなしに自由に集合を構成すると、集合

ではありえないような集合に、つまり、その楽園

に住む全住民が荒廃の危機にさらされるパラド
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ックスにみちびかれてしまうのだ。そこで法律を

立案することが緊急に必要になった。それは、集

合論においては結局のところツェルメロとその

後継者によって提出されたとはいえ、集合論にお

いてばかりでなく数学のほかのすべての分野に

とっても必要だと考えられるに至った。ひとつの

提案は、直観主義（より一般的には構成主義）が

提案したのだが、数学の方法を効果的（effective）

なもの、つまりわれわれがコントロールしうる方

法に制限すべきというものであった。直観主義は、

伝統的な数学の大部分を掃き捨ててしまうもの

だったろう。それとは対照的に、ヒルベルト自身

の提案（それを実行するためには、検討対象とな

るどんな理論でも精密に形式化することが必要

だったので、しばしば形式主義と呼ばれる）は、

どんな数学理論も、十分に絞りこまれた、だが安

全なメタ理論においてその無矛盾性が証明され

るならば許容されるという寛大なものだった。数

学者は以前のように活動の自由が保障されるし、

望めば無限の領域にも自由に踏み込んでかまわ

ない。だが、そこでの構築物は審査されるし、行

き過ぎているものは有限の立場にたつ禁欲的メ

タ数学者という名の祭司によって除去されるは

ずだ。これがヒルベルトの目論見であった。 

よく知られているように、この計画は挫折した。

1931年にゲーデルは、初等算術のすべての資源─

─これはヒルベルトが有限の立場から許容でき

るとしたものをはるかに超えていた──を動員

したところで、初等算術の無矛盾性の証明──も

ちろん、初等算術が無矛盾だとしてではあるが─

─には不十分であることを示したのであった。し

たがって、有限の立場から解析学の無矛盾性を証

明することには現実的な望みはなくなったし、ま

してや集合論の無矛盾性を証明することに望み

はなくなった。ゲーデルの業績からの諸帰結は、

ほとんど普遍的に受け入れられてきた。無矛盾な

数学理論の無矛盾性を疑問の余地なく確実に証

明することは、もはや期待されるべくもなかった。

非整合性にかんしては、事情は異なっている。ど

んな非整合的な初等的理論に対しても有限の立

場からその非整合性を申し分なく証明すること

はいつでも可能である。（もっとも、われわれは

矛盾を発見しうるほど十分に賢明で長生きしう

るとはかぎらないわけだが）。算術やツェルメ

ロ・フレンケルの集合論、またその他の理論に対

して、有限の立場からそれらの無矛盾性を証明し

て、讃えることはできないのだから、それらの無

矛盾性を問うことは無駄であるとか無意味であ

るという結論を引き出す者はいないであろう。 

実際、ヒルベルトが裁可した証明よりもより果

敢な方法を使った無矛盾性の証明が数多く与え

られてきた。よく知られている例は、算術の無矛

盾性についてのゲンツェンの証明である。有限タ

イプの計算可能関数を使ったゲーデル自身によ

る証明もある（1958; 役に立つ概要としては、

Troelstra 1990 を見よ）。そして集合論における多

くの相対的無矛盾性の証明がある。これらの証明

は、なるほど、ヒルベルトが望んだもの──矛盾

とは異論の余地のなく無縁であるという証明書

──を提供するものではない。にもかかわらず、

それらは無矛盾性のテストになっているし、それ

らが採用している方法は、有限の立場にたつもの

ではないにせよ、標準的な数学的方法から大きく

かけ離れているわけでもない。実際、強調されて

しかるべきなのだが、数理論理学の初期の時代に

は、数学理論についてのあらゆる数学的探究は有

限の立場にたつのでなければならないなどとい

う想定はなかった。ゲーデルは学位論文──ここ

では初等論理学の意味論的完全性が証明されて

いる──の序文において、こう書いている。「（た

とえば、無矛盾性の問題とは違って）この問題を、

［パラドックスが現れる以前の］素朴な数学の範

囲内で立てることには十分な意味がありえただ

ろう。それゆえ、他のなんらかの数学的問題に対

してよりも、証明の手段に制限を課すことが急務

になるとは思われない。」（1929, Section 1, 65）似
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たような見方はエミール・ポストもとっていたと、

ドレーベンとファン・ヘイエノールト（1986、46、

52）が記録している。にもかかわらず、効果的

（effective）あるいは構成的に成し遂げられるも

のについての興味はつづいていた。とりわけ論理

学は、効果的であることが期待されていた。 

 

5.3．ベーコンとヒューム  
 

ベーコンは『ノヴム・オルガヌム』（1620）に

おいて、首尾よく営まれている経験科学を、「感

覚が捉えたものや特殊なもの」から、「自然の内

部のさらに奥まったところ」（1620, I, xviii）につ

いての「最高の一般性」（1620, xxii）へ向けての

帰納による前進であると特徴づけた。帰納は間違

いようのない確実性を提供するという説は一般

にはベーコンに帰せられているが、アーバック

（1987, Section 2[vi]）はこのような見方に異議を

唱えた。だが、ここでこの問題をもち出す必要は

ないだろう。それは、ベーコンでなければ、他の

だれか（たぶん、シェークスピア）だったという

だけだ。そして、ワトキンスがベーコン∕デカル

トの理想と呼んでいるもの──これは、パルメニ

デス∕アリストテレスの理想とも呼べるものであ

ろう──においては、たしかに豊かな説明力をも

った真なる理論が理想となっているが、これは、

多くの帰納法信奉者が賛同してきた科学の目的

でもある。論点をはっきりさせよう。ベーコンが

推測したのは、帰納法こそがその投影する理論へ

の道徳的確実性、正当化、よき理由を保証すると

いうことであった（Urbach, loc. cit.）。そしてまさ

にこの推測をヒューム（1739）が反駁したのであ

る。 

伝統的な懐疑論は、世界についてのわれわれの

知識は確実で決定的でありうるという見方を突

き崩した。知識のある項目が、確実であるために

は、真であると証明されなければならない。だが、

どんな証明にしたところで（些細事の証明を除い

ては）、前提を用いている。前提は、結論が真で

あるためには、真でありさえすればいいのだが、

結論は、前提そのものが真である──つまり、そ

れ自身確実である──と証明された場合にのみ、

真であると証明される。（この点のより詳しい議

論については、すでに述べた 3.3を見よ）。現代の

ことばで言うと、どんな言明も妥当な導出の結論

になりうるとはいえ、確実性にとって必要なのは

論証（demonstration）であるということだ。導出

は、その前提が論証されることによってのみ、論

証に変換されるのだから、いつでも論証されるべ

きものがいつでも残ることになる。だから、どん

な論証も完全ではない。この点は、ヒルベルトが

思い描いていた無矛盾性についての有限の立場

からの証明にも疑問の余地なくあてはまる。それ

らは、安全であることがたしかに望まれるとはい

え、無謬ではない。幻想である可能性は、数学に

おいてさえ完全には退けられない。 

ヒュームは、帰納にかんする懐疑論へ顕著な貢

献をした。たとえ感覚経験についてのあらゆる報

告が直接知として分類され、そのために確実だ

（したがって、論証の必要はない）とみなされた

ところで、いかなる普遍言明も、あるいは未来に

かんするいかなる単称予測も確実になるわけで

はないという点を見極めたことがヒュームの貢

献であったのだ。言い換えれば、いかなる普遍言

明、いかなる予測も、観察のあらゆる真なる報告

文の集合から妥当なかたちで導出されることは

ありえない。そのような導出は妥当ではないので

ある。 

 

5.4．ゲーデルとヒューム  
 

ゲーデルは、いかなる数学理論についても、そ

の無矛盾性について有限の立場からの証明はあ

りえないことを示した。ヒュームはいかなる科学

理論についてもその真なることを有限の立場か

ら証明することはありえないと示したなどと不
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正確な述べ方をしてはならない。「科学理論」と

いうことばは、ここでは普遍理論と単称言明によ

る予測を含むものとして理解されなければなら

ないし、「数学理論」ということばは、ペアノ算

術、あるいは少なくともロビンソンの Qを含むに

たる十分に強力な理論を含むものとして理解さ

れなければならない。（どちらの場合も、理論は

「『プリンピキア・マテマティカ』とそれに関連

する体系」という符牒によって記述されてもよ

い）。わたくしが、ヒュームの議論とゲーデルの

議論とのこのような並行関係をじっくり見よう

としているは、ゲーデルに対する論理学者や数学

の哲学者たちの標準的な応答に並行するのはヒ

ュームに対する見せかけの応答のみであると言

いたいからである。わたくしはこう主張したい。

つまり、ほとんどすべての科学哲学者は、ベーコ

ン流の帰納主義に対するヒュームの猛攻撃を見

て退却を始めたのだが、その仕方は、数理論理学

者ならだれにせよまじめにゲーデルの第二不完

全性定理のあとで進んでいける道であると考え

ることはないようなものなのであった、と。自覚

しているつもりだが、こうした言い方ではほとん

ど議論とはなっていまい。ここでの比較はただ例

解として述べさせてもらっているだけである。 

間違いを犯したくないので、わたくしは次の点

を強調しておかなければならないと思う。つまり、

ヒュームとゲーデルとのあいだのこのような類

似は、真理と無矛盾性という属性は、理論のもつ

属性のうち、同じ足場に立つ属性であるという間

違った見解にはいかなる仕方でも依拠していな

いという点である。一般に言ってもそうでないこ

とはきわめて明白であるし、また、類似が類似に

すぎないのはまさにそれらが異なっているから

であると思いたい。真理は、無矛盾性よりもはる

かに強い属性である。そしてさらに大事なことは、

無矛盾性とはつねに形式的、必然的な属性である

にすぎないのに対し、真理は実質的で偶有的な属

性だということである。科学理論が偽であるなら

ば、その偽であるという性質、また、数学理論が

矛盾しているならば、その矛盾しているという性

質は、どちらも有限の立場で確かめられる。しか

し、最初の場合ではその証明は実質的であり、経

験的反証となるが、第二の場合ではその証明は形

式的であり、矛盾を導出することである。だから

わたくしは、数学における真理は無矛盾性に還元

可能であるというヒルベルトの見解を裏書する

ようなことはなにも述べたいとは思わない。ヒル

ベルトは「すでに真であることが分かっている言

明に、ある命題を公理として追加しても矛盾が生

じないことが判明すれば、ただちにその命題は真

であるといってもよい」（1905/1967, 135, Principle 

I）と述べていたのだから。 

こうしたことは言っておかねばならないし、強

調しておかねばならないことなのだ。なぜなら、

人間の知識について議論がなされるときには、習

慣的にまた片意地なまでに真理と確実性とが混

同され、また理論の実質的な属性と形式的な属性

とが混同されているからである。なるほど、ある

言明が真であると示すことは、それが確実である

と示すことから大きく異なるわけではない。そし

て、通常の条件下で言明を発するなら、そこでの

発語内の力からして、その言明は確実でありとも

かくも知られていることだと言うに等しいであ

ろう。だが、だからと言って、真理が確実性と同

じであることにはならない。とりわけ苦痛を覚え

ざるをえないのは、真理と確からしさが同義的な

言葉で論じられていたり、さらにはもっとありふ

れたことなのだが、真理への接近度と確からしさ

〔確率〕が同義的な言葉で論じられているのを目

にするときである。その典型的な例を挙げてみよ

う（O’Hear 1989, 120）。「言い換えると、理論は実

在を説明することを通じて、実際にわれわれをさ

らなる経験的知識へと導いていってくれるのだ

が、まさにそのことによって、理論はなんらかの

確証度〔degree of confirmation〕、ないしは真理へ

の接近度を獲得するのではなかろうか。ここで実
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在論者は、理論が観察不可能な世界について語っ

ていることも真であるよきチャンスをもつとい

う意味で、理論が成功するのは、その理論が真で

あること、あるいは、その理論が確からしいこと

から説明されるべきだと論じる」。（真理への接近

度と確からしさ〔確率〕の区別については無数の

興味深い歴史的余談がある。それらについては、

Popper, 1963, Addenda 6 と 7、399-404、および

Niiniluoto 1987, Section 5.2, 160-64を見よ。ここで

の O’Hearの楽観論に対するコメントについては、

すでに論じた第 2章 第 3節の iを見よ）。 

 

5.5．ゲーデルへの応答  
 

ゲーデルの業績がもったインパクトによって、

数学基礎論におけるほとんどの仕事は痛みを伴

いつつ急激にその方向を変えた。現存する数学理

論の無矛盾性を有限の立場からの手段で証明し

ようという研究目標を掲げることにはもはや説

得力はなくなった。この点までは、ほとんど影響

されずにすんだ構成主義者でさえ認めたところ

である。というのも、構成主義者はそうした研究

目標を遂行することを自らの仕事であると考え

たことは決してなかったからであるし、証明にか

んする自分たちの厳格な証明規準に適わない部

分が古典数学にあるなら、それをいつでも放棄す

る用意をもっていたからである。しかしながら、

その他のほとんどの人たちは、無矛盾性はかつて

そうであったように、数学理論にとって決定的で

必要不可欠な属性であるとはいえ、多くの核心的

な場合において有限の立場にたつ方法では論証

不可能であるという事実と折り合いをつけた。そ

のような絶対的な無矛盾性証明の探求に代わり

うる活動はふたつあるように思われた。ひとつは、

ある理論の論理的帰結を探求すること──つま

り、数学をやることに他ならない──で、その理

論の無矛盾性をテストすることである。もうひと

つは、理論の無矛盾性の問題を他のなんらかの理

論のそれに還元することである。──これもまた、

典型的な数学的冒険であって、ヒルベルトがその

初期の仕事のために定めたある特別な種類の数

学を重要な仕方でまた避けがたく使わざるをえ

ない活動、要するに数理論理学に従事することで

あることが明らかになる。 

これらの戦術のどれも、自分たちの理論の無矛

盾性が本当に証明されることを欲していた者に

はいかなる慰めをもたらさなかった。矛盾した理

論は──じっさい、一つの矛盾があるなら──ど

れほど多くの無矛盾性テストがなされようとも

パスしてしまうのだ。たとえば、カントールの手

になる素朴集合論は、〔論理的帰結の探求におい

て〕けた外れに多産だったが、途方もなく多産だ

ったわけではない。他方で、相対的な無矛盾性証

明は、探求下の理論と強さにおいてほぼ同じ程度

の理論の無矛盾性を前提せざるをないのである。

たしかに、ある理論がほかのある理論との関係に

おいて無矛盾であると証明されたならば、それは

実際にも無矛盾であるに違いない。（これは証明

されるべき事柄である！）。しかしそれでは、そ

の無矛盾性についてほとんどなにも語られてい

ない。というのも、われわれが知らないこと、そ

して有限の立場からの手段で証明できないこと、

それは、たとえば ZFC、つまり選択公理をともな

うツェルメロ／フレンケルの集合論は、ZFと区別

されるのかということである。なるほどコーエン

は、その区別が ZF の無矛盾性から導かれること

を示した。だが、ZFの無矛盾性は未解決のままな

のだ。 

ゲーデルの仕事に対しては、わたくしが実際上

の意義は完全にないと見たわけではない一つの

応答がある。それは、無矛盾性についての有限の

立場からの証明が目指すところは、「有限の立場」

を緩めるのではなく、「証明」を緩めることで修

正されるというものである。このアイデアは、想

像するに、有限の立場にたつ議論──もっとも無

矛盾性の証明ではない──が、この理想の状態に
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接近する度合いについての測度を導入するとい

うことだろう。だがそのような測度は、構文論的

に簡単には定義できるわけではないだろう。とい

うのも、どんな疑似証明にとってもせいぜい必要

なのはあやまった証明ステップがひとつあるこ

とだからである。おそらく、それは他のなんらか

の仕方でも実行できるだろう。わたくしにはわか

らない。しかし、どれほど賢明に定義されたとこ

ろで、そのような測度は、ヒルベルトのプログラ

ムをわずかばかりも前進させるものではないだ

ろう。無矛盾であることがほとんど証明されたと

いう理論のすべてについては、〔ほんとうに〕無

矛盾であるのかという問いが未解決のなまま避

けがたくまといつくからである。（理論が無矛盾

であることの）不完全な証明であっては、数学の

他の分野におけるように、証明であるとは思われ

ないだろう。さらに受入れられないのは、無矛盾

であることがほとんど証明された理論は、「ほと

んど無矛盾である」と格付けされてよいという提

案である。こうした表現にはどんな独立の意味が

与えられるのだろうか──知るのは神のみだろ

う。もっとも完全な理論を「ほとんど矛盾してい

る」と表現することにはある意味があるのだが。

ダ・コスタとその他の人（Priest et al. 1989）によ

って公表されたパラコンシステント論理の体系

は、ここでなんらかの役に立つかもしれないと言

えるだろう。しかし、「ほとんど無矛盾である」

がなにを意味するにせよ、ほとんど無矛盾だが矛

盾している理論というものは、古典的な観点から

みれば、端的に矛盾しているにすぎない。矛盾し

た理論が許容されるようになるには、その前に数

学の実践におけるまさに過激な革命──たとえ

ば、疑似パラコンシステント論理で古典論理が置

き換えられること──が必要とされるだろう。 

ゲーデルの定理に覚醒されて、あきらかに、ヒ

ルベルトの形式主義の目標は、静かに包括的に幕

を引いた。無矛盾性証明の探求は、無矛盾な理論

の探求に引き継がれた。証明（proving）は、吟味

（probing）に道を譲った。数学理論についての有

限の立場からの研究が安全な基礎を約束するわ

けでもなくなった。だがその研究は、数学者にな

にが証明できないかを見るようにさせたばかり

でなく、純理論的な研究の欠かせない道具になっ

た。 

 

5.6．ヒュームへの四つの応答  
 

すでに述べたように、ベーコン流の帰納主義の

目的は、自然界についての確実に真なる普遍言明

を見つけ出すことであった。その方法は、データ

を体系的に照合し、帰納的推論によって増幅する

ことであった。言い換えれば、探求される一般的

な真理は、多かれ少なかれ疑問の余地のない前提

からの有限の立場にたつ証明によって引き出さ

れる結論であるべきだった。（結論が心理的にも

論理的にも最終的な要素であるべきかどうかは、

ここでは重要ではない。わたくしはよろこんで同

意するが、経験的証明は数学における証明のよう

に、結論が見通されていなければ、ほとんど現れ

てこないだろう）。ベーコンの目的がもっていた

実在論、またかれの方法がもっていた経験主義に

賛同する哲学者たちは、前提（証拠）を認めたと

しても、そのような有限の立場にたつ証明は不可

能である、というヒュームの論証に対してさまざ

まな仕方で応答した。しかし、言わせてもらいた

いのだが、そのなかでのたったひとつの答え、つ

まり、ポパー（1934/1959a）とその後継者たちの

反証主義だけが、1931年以降において数学の哲学

が変貌した仕方によく似ているのである。この節

と、つづく 3 つの節で、ヒュームに対する 12 の

標準的な応答──そのうちのいくつかにつけた

タイトルは、いささか不作法かもしれないが──

を列挙し、それらにコメントし、それらのメタ数

学における類似物を示してみよう。より一般的な

議論は、5.10で述べておいた。わたくしは、歴史

的には重要であるとはいえ、帰納にかんするヒュ
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ームの問題圏では今日ほとんど勧められること

のない四つの応答から始めるつもりである。以後、

それらにはほとんど触れないであろう。 

 
a. 実証主義  

厳密な実証主義者は、ヒュームの議論を受け入

れ、科学の目的は有限の立場にたつ証明によって

達成できるものに後退しなければならないと結

論する。この慎み深い説は、仮説など立てないと

装っており、かつてマッハや、おそらくカルナッ

プによって抱かれたものだが、おそらくもう長い

あいだだれも支持していない。この説は、数学に

おける構成主義とか直観主義に対応するが、ほと

んど興味をひくものではない。実証主義は、理論

科学を放棄したため、非合理主義とほとんど区別

がつかない。 

 
b. 道具主義  

これは、科学の理論、とりわけ観察不可能な実

体に言及する理論は、見かけとはうらはらに、ほ

んとうは本物の言明ではなくて、実用的な道具で

あり、適用可能性とか効率を規準にして判断され

るべきだという説である。ヒュームの議論は説得

力をもたないとみなされている。科学の理論は真

ではないのだから、真であると証明できないとし

てもなんら困らないというわけだ。もっとも、道

具主義は、数学の歴史──十二分に納得のいくこ

とだが、ある時期、複素数理論はほとんど役に立

つ道具以上のものではないと見なされていたこ

とだろう──で、さらにはメタ数学においてさえ、

ある種の役割を果たしたと言えるのだが、真理が

無矛盾性によって置き換えられるとき、道具主義

を理解可能な立場に変形するのは容易ではない。

ここで似た立場を挙げるとしたら、数学は、哲学

と同じように、処理テクニックの集まりであって、

成果の集まりではないというウィトゲンシュタ

インの気まぐれな発言かもしれない。こうしたも

の言いは、「矛盾を犯しながら計算を誤ることは

できない。なぜなら、計算のために矛盾を使うこ

とは端的にできないからだ」（Monk 1990, 421; 

438-42も見よ）といった発言に典型的に示されて

いる。 

 

c．約束主義  

これは、経験科学の理論──ポアンカレ 

1903/1952, xxi-xxviiにとっては、それらのうちの

もっとも一般的なものである古典力学とユーク

リッド幾何学を意味するのだが──は、定義の変

装したものであるという説である。したがって、

そうした理論は、真であるばかりでなく、必然的

に真であり、そして、より単純であるというだけ

でほかの定義よりも優れていることになる。この

ようにして当該の理論から経験的内容が掃きだ

されてしまうならば、そして実際上、経験科学の

外に追いやられてしまうならば、ヒュームの議論

は脇によけられてしまう。このアプローチの美点

は、それがなんであれ、メタ数学のなかで複製す

ることはできないように思われる。用語の意味を

調整することによって矛盾した理論を無矛盾に

することはできない──些末な意味においても

そうすることはできないのである。あるいはむし

ろ、そうしたことが起こるのは論理もまた変更さ

れた場合のみだろうが、それは古典的な約束主義

で問題となっていたことではない。 

 

d．アプリオリズム  

普遍的なアプリオリ言明を認めるカントの学

説は、妥当な仕方で科学法則を経験的証拠から推

論することを許すとはいえ、証明は有限の立場で

なされるべきだという要請を緩和し厳密な経験

主義を公然と捨て去っている。そうしたものとし

て比較の対象を求めるとしたら、たとえばゲンツ

ェンが算術に対しておこなった証明のような無

矛盾性証明における非有限的方法を引き合いに

出すのがよいかもしれない。（この証明のひとつ

のバージョンについては、Mendelson 1964 の
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Appendix を見よ）。だが、このような比較は、は

なはだしく誤解を招く。ゲーデルの定理からの直

接の帰結になるわけだが、証明についてのゲンツ

ェンの有限の立場を超えた方法は、指定された仕

事には十分に強力であるとはいえ、一般には適用

できないということである。それはすべての無矛

盾性証明にとって十分なものではない。これとは

対照的に、普遍的因果性というカントの原理は、

完全に一般的なものとして、あらゆる帰納的推論

にとって十分な妥当性をもつものとして考えら

れている。だからこそ、疑いもなく、今日に至る

までなんぴとも、そのようなカントの原理──あ

るいは、自然の斉一性のような原理であってもい

いのだが──を、他の誰かが（先に、1.2 で注記

したように）まじめに取り上げようと本気になれ

るように定式化できていないのだ。 

 

5.7．ヒュームに対するさらに三つの応
答  

 

つぎにヒュームに対する三つの応答を取り上

げるが、それらは、それぞれ異なった仕方におい

て科学理論について完全な証明を得る見込みを

放棄しているものの、不完全なものであってもよ

ければという希望は捨てないでいる。 

 

e．帰納主義  

自然の斉一性の原理はだれにでもわかる誤り

というわけではないが、この原理を〔的確に〕述

べることには難しさがある。その難しさには目を

つぶるとしても、アプリオリズムに対するもっと

も平明な反論は、どんな役に立つ原理であっても、

アプリオリに妥当であるとは考えられないとい

うものである。そこで、なん人かの著者──もっ

とも初期の段階ではレヴィ（1967, 3-6）──は、

「ローカル」な正当化と「グローバル」な正当化

とを区別し、ローカルな帰納的推論とか受容の規

則を提案した。それは、アプリオリに妥当である

といったふりはしないが、それでも（おそらくは）

正しいと言うのである。ローカルな正当化におい

ては、証拠は、以前に受け入れられていた法則や

理論を含むかもしれないし、また観察や実験の報

告に制限されるわけでもない。このアプローチは

むしろ、公理的集合論で相対的無矛盾性の証明を

提供する仕方に似ているように見えるだろう。し

かし、帰納的な受容の規則は演繹的妥当性をもつ

わけではないのだから、こうした比較はひとを欺

くものである。相対的な無矛盾性の証明とは、無

矛盾性についてのある主張から無矛盾性につい

ての他の主張をみちびく妥当な導出である。しか

し、ローカルな帰納規則の適用は、真であること

ついてのある主張から真であることついての他

の主張をみちびく妥当な導出であるとはならな

い。なるほどそれらは、疑いもなく、規則を普遍

的な前提として再定式化すれば、妥当なものとさ

れるだろう。だが、不幸なことに、そのような再

定式化は、われわれをグローバルな正当化へ、そ

してアプリオリズムが味わった悲痛へ連れ戻す

だけだろう。 

 

f．確率主義（Probabilism）  

確率主義によればこうなる。ヒュームは、どん

な科学理論も、観察や実験の報告文のいかなる有

限集合によっても確実なものとされることはな

いと言う点で正しかった。しかし、経験的証拠が

科学理論を高度にたしからしい（probable）もの

とすることはありないと言ってしまった点で、ヒ

ュームは間違っていた、あるいは、そのようにヒ

ュームを解釈する者は間違っていた。帰納は可謬

的である。それは当然だ。結局のところ、それは

演繹ではない。しかし、理論の可謬性の程度は、

証拠が積み上げられれば上げられるほど、ますま

す精妙にコントロールできる。確率主義の主張で

は、科学の営みの目的は、われわれの理論に対し

てできうるかぎり多くの支持、ないしは確証

（confirmation）を与えること、実際には確からし
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い理論を積み上げることとなる。（確率主義者が、

どんな科学的言語で述べられているのであれ普

遍的理論の確率が 1/2 という閾値に達する次第を

うまく示したとは言えない）。メタ数学において

これに対応する方向は、先の 5.5 の最後から二つ

目のパラグラフにおいて退けておいた。確からし

い真理は真理とは関係ないという欠点と似てい

るわけで、この類似性からして確率主義は（1.1

で詳細に叙述したように）捨てられてしまう。確

率主義者はつぎのような考えに誘導されていた

と思われる。確実な真理	 ＝	 確実性をもって到

達された真理なのだから、ほとんど確実な（確か

らしい）真理	 ＝	 おおよその確実性（確率）を

もって到達された真理という比例関係が成立す

る。そしてそこから、確からしい真理を校合する

ことが真理の校合にかかわる、という考えに誘導

されたように思われる。だが、違うのだ。言明は

確率的に真であるかもしれないが、真ではないか

もしれないのだから、第二の等式は誤りである。

確からしい理論の探求は、確実な理論の探求とは

対照的に、真理の探求からは切り離される。ある

いは、まったく方向が別だと言えるかもしれない。 

 

g．認知主義  

見たところ確率主義からの魅力的な変種があ

る。それに対してはよい名前がないので、認知主

義と呼んでおくことにしよう。それは、知識を科

学の目的と見なす。つまり、入手しうる証拠にお

いて確からしい（あるいはおそらく、支持される）

と同時に、真でもある理論が科学の目的である、

と見なすのである。認知主義は、確率主義に対す

るもっとも危険な反論、つまり、確率主義は世界

がどうなっているのかについて関心をもつこと

を科学に拒んでいるという反論を回避しており、

正しくも、科学は真理を目指していると言ってい

る。しかし、確率主義に対するこの反論はふつう

気づかれていないので、認知主義と確率主義はふ

つうは区別されていない。じっさい、認知主義は、

標準的に、科学は真理を目指すという見方を改善

した立場として奨励されている（たとえば、Cohen 

1980, Seciton II; E. Barnes 1990, 61f）。しかし、知識

には真なる推測にまさったいわゆる徳があると

いう考えはプラトン以来誇大に言われてきたが、

そうした徳がなんであるかは、混乱を招くほど曖

昧である（先の 3.4を見よ）。認知主義での知識（真

理＋蓋然性、さらには、真理＋験証）というのは、

科学の目的として採用するには気持ちの悪い雑

種である。この点は、おそらく、メタ数学におけ

るそれの類似物、つまり、無矛盾な数学理論、お

よび有限の立場で無矛盾であることがほとんど

証明された数学理論を考察すれば見て取れるか

もしれない。（理論が無矛盾ならば、その無矛盾

性についての完結しない証明にだれがわくわく

するものか。また、もしそうではないならば、そ

れが無矛盾であることの完結しない証明は、慰め

というよりも侮辱ではないだろうか）。認知主義

がここで犯した誤りは、手段と目的との稚拙な併

合である。厳格なテストは、科学の方法を構成す

るが、科学の業績を構成しているわけではない。

優雅なスタイルは、おそらくよいゴルフというも

のを構成するであろう。そして、ルールに従うこ

とは、ゴルフであるかぎりでのゴルフを構成する。

しかし、どちらもゴルフの目的ではない。ゴルフ

の目的は、できるだけ少ないスコアでコースを回

ることなのだから。飛んだり跳ねたり飛び出した

りしても、パーよりも低いスコアで戻ってくるが

さつ者は、決して 100を切れない上品なディレッ

タントよりもよく目的を達成している。これは、

少なくとも受章者一覧でわかる。もちろん、ある

種のゴルファーにとっては、スタイルが成功と同

じくらいに価値があるし、練習することが進歩す

ることと同じくらいに価値があるし、方法を順守

することが結果を達成することと同じくらいに

価値がある。ある種の研究者は、証明を真理と同

じくらいに価値があるとする。わたくしは次のよ

うに主張したいに過ぎない。理論を厳重なテスト



 

77 
 

にかけることの重要性は、科学は真理を目指して

いると仮定すれば容易に説明がつくし、また、支

持と験証が科学の目的の中に含まれるべきだと

いう認知主義者の主張には承認されるチャンス

はない、と。 

 

5.8．反証主義といくつかの変種  
 

ヒュームに対する応答のうち、真理を科学の目

的として堅持しつつも、いかなる種類の正当化の

必要性も根本から考え直す立場としてもっとも

重要なのは反証主義である。その大要は、先の第

一章で描いておいた。ここでの反証主義の扱いは、

ヒュームに対するほかの返答もそうであったよ

うな印象派的なミニチュアである。つづくふたつ

の退化した論点については、さらに第 6章で論じ

ることにする。 

 

h．反証主義  

隠し立てすることなく述べておきたいが、反証

主義（より一般的には批判的合理主義）は、ヒュ

ームの帰納法批判に対する応答のうちでも、わた

くしのもっともお気に入りの応答である。ポパー

が提案したのは次のようなことであった

（1934/1959a; 1972, Chapter 1, および 1983, Part I, 

Section 2 で拡張され、展開された）。科学理論の

真なることを有限の立場で証明することはでき

ないのだから、理論の真なることの客観的な証明

をあきらめ、全エネルギーを真なる理論の収集に

ささげた方がよい。真理は見分けるのが難しいの

だから、われわれの目論んだ真理のアンソロジー

が、知らずして無数の誤りを含む危険がある。こ

の危険は、断じて無視しうるものではない。だが、

断じて無視されてきたわけでもない。それどころ

か、反証主義は、可能なかぎり有限の手段で、誤

りを特定し根絶するため誠心誠意奮闘すべきこ

とを要求する。（自己満足げにすわりこんで、起

こってきたどんな反駁も受け入れると決め込ん

でいる様子は、真の反証主義に対する風刺であ

る）。反証主義は、反証されていない理論を支持

したり、正当化したりすることなど寸毫も考えて

いない。正当化は、それ自体で不可能で、役に立

たず、必要もない企てだとみている（先の第 3章）。

メタ数学でこれに比肩できる立場については、5.5

の終わりで述べておいた。 

 

i．可能主義  

これは、次項 j で論じる化粧した合理主義と同

じく、わたくしの見るところ、批判的合理主義と

正当化主義の不幸な結合からの派生物であり、方

法論的にみると批判的合理主義とはごくわずか

に異なるだけである──いま言及した三つの立

場のすべては、大胆な推測と容赦ない反駁の絶え

間ない相互作用を科学の目的とする・科学へのア

プローチを擁護しているからである──が、にも

かかわらず、批判的合理主義の主導する考え方を

おそろしいまでに裏切っている。ワトキンズ

（Watkins 1984, Section 4.5 ）によれば、真理が得

られたとする有限の立場からの証明は存在しな

いのであるから、真理は科学にとって実現可能な

目的ではない。目的としてせいぜい求めることが

できるもの──ワトキンズはそれを科学の最適

の目的と名づける──は、深さ、統合性、内容と

かたく結びついた「可能な真理」である。「可能

な真理」とは、情け容赦のないテストを無傷のま

まで生き延びた理論に帰属させられるものであ

る。（以下の 6.3 でさらに論じる）。これは、数学

の目的は無矛盾な理論ではなく、矛盾していると

証明されていない理論であると見なすことに似

ていると言えるだろう。可能主義は科学の成果を、

認知主義よりもはるかに過激に、科学の方法へ還

元してしまう。すでに述べたように、可能主義は、

方法論的なレベルで見るかぎり、反証主義とそれ

ほど違うわけではない。しかし、その背後に潜ん

でいるもの──どの理論がわれわれの目的をも

っともよく達成しているかを有限の立場で決め
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るべきだという要請（Watkins op. cit., 155f）──

が、反証主義と異なるのは疑いもなくたしかであ

る。 

 

j．化粧した合理主義  

マスグレーヴ（Musgrave 1989a, Section3; 1989b, 

Section3および 1991）は、理論を正当化する（あ

るいは理論の十分な根拠を得る）ことと、理論を

信じることの正当化（信じる十分な根拠を得るこ

と）を区別する。前者にかんするかぎり、かれは、

理論は決して正当化できないという批判的合理

主義に同意する。だが、マスグレーヴは、理論を

信じることは正当化できるし、じっさい正当化し

なければならないと論じ、そのために次のような

原理を採用する（1989a, 337）「偽であると示そう

とするわれわれの最善の努力に耐え抜いた仮説

を信じ、それにもとづいて行動するのは合理的で

ある。たとえ、そうした最善の努力がその仮説（な

いしはその帰結）にとっての理由とはならないし、

あるいは、その仮説が真であるとか、確率的に真

であるとさえ示すものでもないとしても」。私の

見るところ、これはたんに正当化主義者の気の抜

けたワインを新しい批判的合理主義のボトルに

注いでいるだけである（cf. Musgrave op. cit., 316）。

ワインそのものに酒精がない。というのも、マス

グレーヴは、そのような正当化とか、合理的であ

るとかの主張にどんな用法があるのかを明らか

にしていないからである。「信じるのは合理的で

ある」ということばにかれはなんら独立の意味を

付与していないのだとすれば、「hを信じるのは合

理的である」は、定義上、「hは徹底的にテストさ

れたが挫折していない」と同義であると結論づけ

ないわけにはいかない。これはたんに、合理性は

十分な理由を求めるという説へリップサービス

を提供しているにすぎないように見える。だが、

マスグレーヴに対するこのような解釈は維持で

きない。マスグレーヴは、自分の提案（彼はこれ

を「認知的帰納的原理」と呼ぶ）には、それを信

じることがどのようにして正当化されるのかと

いう疑問を論じたところ（loc. cit.; 1989b, 317-19）

で示しているように、反撃する能力があると考え

ている。もっと突っ込んだ議論については、以下

の 6.4 を見よ。メタ数学でこれと比べられる立場

はこうなる。苦労してある数学理論を研究し、そ

れを背理に還元できなかったならば、その失敗は

あきらかに報告に値する。しかし、追加ニュース

の一項目として、その理論の無矛盾性を信じる十

分な根拠を見つけたと報じることは、なにもない

ところでただことばを躍らせているだけのよう

に見える。 

 
5．9ヒュームに対する最後の二つ応答  
 

ヒュームに対する応答のうち、たとえば、b や

f は、科学は真理を目指すことを放棄しなければ

ならないとはいえ、ある奇妙な仕方で、正当化さ

れた、あるいは、信じるに値する理論を熱望して

いるのだと主張している。h や j は、科学は理論

を正当化する試みをあきらめなければならない

と言っている。真理も正当化された信念も目的と

して落とすことは可能である。i は、科学になん

らかの目的を認めるものの、j がそうであるよう

に、理論の評価においては正当化主義的合理主義

を擁護している。しかし、世界がどうなっている

のかについての無感動と無関心のもとで、さらに

ふたつの歩みがなされている。 

 

k．ニヒリズム  

ニヒリストによれば、科学に目的はないのであ

って、科学は、無矛盾性のような最小の合理性要

求の束縛のもとで、科学者が実際にやっているこ

ととして特徴づけられねばならない。ニヒリズム

のうち現代でもっとも広まっているのは、（個人

的）ベイズ主義として知られている。ベイズ主義

は、科学者の（あるはほかの人の）信念の度合い

は、確率によって測ることができると主張する点
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で確率主義と類似している。しかし、確率主義と

は異なって、非常に高い確率とか低い確率になん

の意義も見出さない。ベイズ主義の主張によれば、

行為者が承認する信念の度合いには、確率計算に

従うことを超えた意義はない。非常に高い確率を

もった理論が、中程度の強さで信じられている理

論以上に注目に値するわけではない。ある種のベ

イズ主義者は、確率に基礎をおかない理論間での

どんな区別立てからも距離をとろうと非常に強

く望むので、時として「受容する」ということば

の意味を理解しえないふりをするほどである

（Howson and Urbach 1989, 106に例がある）。科学

研究の全体とは、ベイズ主義者によれば、「仮説

演繹法一般の本質」のことだが、これはベイズの

定理による「事前確率から事後確立への変換」に

よって理解されるのである（引用は da Costa and 

French 1989, 345,から。これは決してベイズ主義か

らの革命宣言ではない）。こうした極端なニヒリ

ズムに対してヒュームの問題がなんのインパク

トももちえないことは明白である。ベイズ主義に

ついては 6.5 で、化けの皮を徹底的に剥ぐことに

しよう。だが、ベイズ主義が保証しようとしてい

るひとつの方法論的原理がある。期待効用の最大

化についてのベイズの規則である。第 7章で、こ

の規則が科学や経験的研究にとって、いかに意味

をなさないものかを論じることにしよう。科学に

ついてのこのベイズ主義的見解、あるいはニヒリ

スト的な見解にメタ数学で類似する立場は……

とまれ、それは練習として残しておこう。それは

ここに書き下ろす価値はほとんどない。それがメ

タ数学のなんらかの問題に影響を与えるとした

ら、まったく付随的にでしかない。 

 

l．自然主義  

科学社会学者は、科学を全面的に自然主義的に

研究する立場を選んでおり、演繹論理とか確率論

によって課された制約でさえ、社会的あるいは心

理的法則によって説明しようとする。客観的真理

は、「真である」という形容詞、人びとが真と呼

ぶものに道を譲ってしまう。合理性の他のあらゆ

る問題にならんで、帰納の問題も経験的論題とな

り、因果的説明を求めるものとなってしまう。こ

こでは、直前のパラグラフの最後の二つの文を繰

り返しておくのがよいだろう。もちろん、必要な

変更を加えて。 

 

5.10．結論  
 

ゲーデルの仕事は強い説得力をもって、有限の

立場に立つメタ数学の方法が有用である範囲は、

ヒルベルトが望んでいたよりもかなり狭いこと

示した。しかし、だからといって、ゲーデルの仕

事は、こうしたヒルベルト的方法が使える場合に

は、その価値を減少させたわけではなかった。ヒ

ルベルト的方法から導かれる諸結論は可謬的か

もしれないが、それらはすべて正しいと推測して

もかまわないのだ。先に記しておいたように、幸

運なことには、矛盾していることの証明はなんで

あれ、効果的な規則からの矛盾の導出であるから、

有限の立場でできる。だから、ある数学理論につ

いて無矛盾であるという主張はなんであれ、有限

の立場からの反駁にさらされる。同じことは、科

学理論についても言えるだろう。しかしながら、

状況はそれほど明確ではない。というのも、経験

的証拠にかかわる言明はそれ自体、経験的批判に

服するからである。くわえて、非公式に科学理論

と見なされているものは、経験的にテストされう

るものとなるためには、しばしば補助仮説によっ

て内容を豊かにされねばならない。にもかかわら

ず、時として経験的証拠だけから目の開かれるよ

うな結論を引き出すことができるのだ。ありがた

いことである。 

知識を確立するのではなくて改善するという

点で、批判的合理主義者あるいは反証主義者が第

一義的に関心をもつのは批判であるが、かれらは、

証明が可能な場合には証明を、また経験的検証が
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可能な場合は、経験的検証を歓迎する。結局のと

ころ、それらは、より過激な大変動には達しない

が、改善が見込めない方向を示しているからであ

る。しかし、批判的合理主義者は、証明に、もっ

とも基礎的な有限の立場にたつ証明にさえ、なん

ら認識論的な意義を授けることはない。先の 3.3

で説明したように、われわれが証明と呼ぶものは

すべて、証明としてはまやかしであり、証明とい

うものがおこなっている仕事は、結論に対する正

当化を与えることではないのである。この見地に

照らしてこそゲーデルの第二不完全性定理に対

する最近のあるひとつの反応を評価すべきであ

ろう。それは次のようなものである。「ある体系

の無矛盾性を、その体系が自分自身の無矛盾性を

証明できるという根拠で信頼するのはバカげて

いる。それはちょうど、ある人の誠実性を信頼す

るにあたって、そのひとが自分は決して嘘は言わ

ないと言っていることを根拠にするようなもの

だ」（Smullyan 1992, 109. 彼の 1987, 111も見よ）。

スマリヤンはこう結論している。「ペアノ算術は、

無矛盾であれば自分自身の無矛盾性を証明でき

ないという事実がある。この事実は……ペアノ算

術の無矛盾性を疑う合理的な根拠をわずかなり

とも構成しない。」（loc. cit.）。ここでスマリヤン

は、無矛盾性についての有限の立場での証明と、

ペアノ算術の全資源を動員した証明との違いを

無視しているが、われわれもその無視を無視して

いいだろう。もっとも、決して嘘は言わないとい

う話し手を信頼することと、決して嘘は言わない

と誓って語る話し手との間には違いが認められ

るが。しかしほかの観点では、結論は正しい。ち

ょうど、経験科学においてそれに類似するものが

正しいように。帰納的論証の非妥当性は、科学理

論の真なることを疑う合理的根拠をわずかなり

とも構成するわけではない。にもかかわらず、多

くの経験的理論は偽であり、多くの数学理論は矛

盾している。反対に、証明が失敗しているからと

いって、自己満足していいという言い訳にはなら

ない。 

否定できないことだが、本章のタイトルに掲げ

た比例関係は完全なものではない。またしたがっ

て、本章自体はヒュームの懐疑論に対してあれこ

れの応答を考えている人への論証というよりは

挑戦である。ゲーデルの第二不完全性定理に対し

て〔ヒュームへのあれこれの応答に〕類似した応

答をすることに意味があるだろうか。ないならば、

違いはどこにあるのか。（ライヘンバッハのいわ

ゆる帰納の実用主義的擁護の愛好者は、おそらく、

なぜそのような応答ではゲーデルの第二不完全

性定理への応答としてはまったく不適切なのか

を自問するべきだろう）。それは、人間の知識に

関心のある人ならすべて向き合うべき問いであ

る。あらゆる人のなかでもメタ数学者が、証明に

対する伝統的な要請を放棄しても、メランコリッ

クな理性への絶望に飛び込まずに済ましている

というのに、広く手で触ることのできるような経

験の世界を探求すると想定されている人びとが、

正当化された真なる信念という影の世界に避難

所を探しつづけるというのは失望の極みだ。 
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2014年 6月 
日本ポパー哲学研究会会員	 各位 
 

                                             日本ポパー哲学研究会年次研究大会事務局 
渡部直樹(watanabe@fbc.keio.ac.jp) 

	 堀越比呂志(horikosi@fbc.keio.ac.jp) 
 

日本ポパー哲学研究会第 25回年次研究大会のご案内 
	 第 25 回年次研究大会の詳細が決定し、以下の要領で開催することとなりましたので、ご案内いた

します。発表者の報告の要旨は、事前に発行予定の『批判的合理主義研究』Vol.６.No.1 に掲載の予定
です。尚、非会員の方（参加費：500円）もご参加になれますので、お誘いあわせの上奮ってご出席の
ほどお願い申し上げます。 

 
日時：2014年 8月 2日（土）14：00開始 
場所：慶應義塾大学三田キャンパス研究棟 1階 A会議室（詳しくは裏面地図を参照） 
 
なお、大会に先立ちまして下記の通り運営委員会を開催いたしますので、運営委員はご参集ください。 
	 ◎運営委員会：12：20～13：50（研究棟地下 1階第 3会議室） 
 
プログラム： 
	 13：30～	 受付開始（A会議室前）	  
	 ★発表①：14：00～15：30（40分発表、50分質疑応答) 
 
	 	 嶋津	 格（千葉大学名誉教授） 
	 	 	 「ポパー理論拡張の試み：訴訟における真実≒歴史的事実の認定を考える」 

 
	 ★発表②：15：40～17：10（40分発表、50分質疑応答） 
 
  	 蔭山	 泰之（日本 IBM	 SE） 
	 	 「反証主義の精神」 
 
 
★会員総会：17：15～17：50 
 
★懇親会：18；00～20：00：北館ファカルティクラブ（会費：5000円） 
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尚、準備の都合上、同封の出欠確認のはがきに必要事項をご記入の上、7 月 18 日（金）必着にてご

返送くださいますようお願い申し上げます。 
以上 

 
 
  

アクセス： 

・JR山手線／JR京浜東北線	 田町駅下車、徒歩 8分 

・都営地下鉄浅草線／都営地下鉄三田線	 三田駅下車、徒歩 7分 

・都営地下鉄大江戸線	 赤羽橋駅下車、徒歩 8分 

※東京～田町：約 10分 

※渋谷～田町：約 15分 
研究室棟（下図⑩）：大会会場（１階 A会議室）、運営委員会会議室（地下１階第 3会議室） 

北館（下図①）：懇親会場（1階ファカルティクラブ） 

 
 



 

83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 

批判的合理主義研究	 (通巻 11 号)	 

2014 年 7 月発行	 

本誌は、『ポパーレター』（1989～2008,	 

通巻 38 号）を改題し、継承したものです。	 

	 

発行人	 	 小河原	 誠	 

編集・発行	 日本ポパー哲学研究会事務局

機関誌編集部	 

〒311-4143	 水戸市大塚町 1852-78	 

℡.	 050-7524-3485	 

Email:kogawara79@hotmail.com	 

	 

入退会・名簿変更、会費徴収・会計管理に

関しては、「日本ポパー哲学研究会事務局組

織・会計部」にお願いいたします。	 

〒162-8473	 新宿区市谷田町 1-18	 中央

大学大学院国際会計研究科冨塚研究室 1402

号	 	 

Tel.	 	 03（3513）0415	 

Fax.	 	 03-3513-0319	 

Email:h00370@tamacc.chuo-u.ac.jp	 

 


